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は じ め に

産業界 におけ る今 後の情報化にっいて は、情報 ネ ッ トワー ク化へ いかに対応

するかが重要な課 題 とな っている。

す なわ ち、企業間ネ ッ トワー クの進展 に伴 う電子取引(オ ンライ ン ・デー タ

授受 による受発注、納品、代金決済等)の 活発化 に伴 い、契約 、商慣行、法令

の適用等 に関 し新た な問題が発生 している。

当調 査研究事業 において 、昨年度 は石油化学工業をモデル と して実務家を中

心 に事例分析等 の検討 を行 ったが、本年度 は商流 、物流 、金流等、各産業分野

にわ たって、企業実務家 、学識経験者等の委員によ り概括的 な問題点の提示、

意見交換が行われた。 本報告書 はその内容を とりまとめた ものであ る。

なお、来年度において は、受発注業務 にうち基本事項 とな る契約項 目等 につ

いて、主要 な留意事項を とりまとめ るとと もに、 トラブル発生時 における公正

な処理 、 これ に伴 う各種の対策等 にっいて さ らに検討を進め ることと したい。

平成元年3月
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1.事 業 説 明

1.事 業 概 要

近年の ネ ッ トワー ク化 の進展 、あるいはVAN事 業の発展 ということで、従

来の文書 、フ ァックス、あ るいは口頭 による取引 において 、いわゆ る取 引のた

めの情報 を電子デ ータの交換 によ って行 う、 ここで は電子取引 と定義するが 、

そのよ うな取引形態が大 き く進展 している。

そ して、 この電子取引の 円滑な進展のためには、従来の文書等 によ る取 引 と

違 う異な った視点か らいろん な問題が あるとい うことがっ とに指摘 されている。

例えば契約 あるいは取引の成立 はどの時点で どのよ うな意味において行われ る

のか、あるいは電子取引 に伴 うデー タ伝達に仮に不都合があ った場合の問題発

生の意味であるとか 、あるいはそれにどのよ うに対応す るのか とか、不幸 に も

問題が発生 した場合 、損害が生 じるけれ ども、それ をいか に公正 に処理す るか

とかいう、従来 目で 見え る、あるいは耳で聞け る形態 にお ける取 引とは違 った

意味でのいろいろな問題が起 きて いる。

現在 、灰聞す るところで は、 こういった問題 は企業間あ るいは日々の取引 に

おいて は、実際的に解決 され るということで 、個 々の ミクロの細かいケースに

おいて は別 と して、全体 と してそ う大 きな問題 にはな って いないとい う指摘 も

あ る。

そのよ うな形で現在 は推 移 しているわけで あるが、今後 ネ ッ トワーク化 とい

うものは もっとどん どん進 んでい くということを考えた場合 に、や はり安定的

なルール、安定的な処理 の方法 といった ことが なければ、今後の産業における

ネ ッ トワーク化が円滑 に は進 んでいかないので はないか、また、現在のよ うな

具体 的な解決 とい うのは、 いわば企業間の力関係 とか取引上 の便宜であ るとか、

そ うい った要素によ り解 決 されているとい うことで はなかろ うか。 こうい った
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状況 も経 済発展 に従 ってや は り変化 してい くものであ る。

そ うい った状況の 中で 、業界あ るいは企業の粋を超えて共通に起 きる問題 に

っいて、やは り全体的 な立場 か ら問題点を発掘 し、その処理を どうす るか とい

うことをルール化 とい ったよ うな形で考えてい くとい うことが、やは り現在急

がれてい ると考え られ る。

(財)日本情報処理 開発協会で は産業情報化推進 セ ンターとい う組織 にお いて昭

和61年 度 か ら関係業界の ご協 力の もとに研究 して きたが、その研究 を踏 まえて

上記の問題意識の もとに、具体 的な方向づけを考えてい く段 階ではないか とい

うことで、委員会を編成 した。

なかなか問題 は難 しいわけであ るが 、大 きく将来の 日本の企業 間活動の発展

という見地か ら、よ い成果 を生 み出 して行 きたい。

この委員会の委 員 は、産業界 で 日ごろこれ らの問題 を取 り扱 って いる専 門家

の方 々、それか ら学 者あ るいは法律家 と して活躍を してい る方 々か ら成 り立 っ

て いる。

今年度発足す るが、今年度 中はおお まかな方向を見出 して、平成元年度 か ら

本格的な具体的検討 を行 って い きたい。
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2.調 査 研 究 計 画

この委員会の調 査研究 の 目的は要約す ると、まず 企業間の電子取引 とい うこ

とがテーマであ る。 企業 間の電子取引 、これ はオ ンライ ンの データ交換取 引を

中心 と して考えてい るが、その電子取 引に固有の問題 として どの よ うな ものが

あるか。それ を解決す るため に、 さ しあた りは関係者間の適切 な契約 とか慣行

をど ういうふ うに形成 して いった らいいのか とい うことによ って、電子取引の

円滑 な推進に寄与す るとい うことを 目的とする ものであ る。 その成果を実際に

既 に実施 している業界、あ るいはこれか ら取 り組んで い く業 界に役立つ ような

ア ドバイスを して い くことをね らいと してい る。 ただ、その対処 の方法 によっ

ては、法制度その他 、社会制度のあ り方 と関連す る、あ るいは影響す る場合が

あ るので 、それを含めて検討す る ことが必要である と考えてい る。

その必要性 については、特 にオ ンライン ・デー タ交換取 引の場合、従来の文

書 とか電話 とか フ ァックスを使 った取引の場合に比 べて、受発注内容が多種少

量化 してお り、頻度が激増 している。 しか もそ うい う傾向を加速化 している。

それによ って誤入力、その他のエ ラーデータが発生するおそれが ある。 さらに

回線等のハー ドウエア、あ るいは ソフ トウエアの欠陥等 によ ってエラーデー タ

とか 、あ るいは伝送の遅 れ等の障害が起 こる危険が生 じている。 また、システ

ムの脆弱性 による取引記録 の改ざん、あるいは漏洩の危険 とい った問題があ る。

その よ うな トラブルによ って 、特に電子取引の場合 、その影響 範囲が非常に迅

速で広 いとい うこと もあ って 、関係す る取引、あるいは関係者 に直接 、間接の

損害 を与え る、障害を与え るおそれがある。

この ような問題 に対 して 、いろいろな事故の事前 防止、あ るい は事故が発生

した場合の早期対応 、あるいはその後における損害等の負担、 どの ような範囲

でだれが責任を負 うか とい った問題がある。 これ は一応それぞれの企業におい

て は 日常的な実務 を処理す る上で必要な範囲で検討 されて いるが 、場合によ っ

ては 日常的な実務処理の範 囲を超えて、法制度その他、社会制度 とのかかわ り

3一



で問題 を処理す ること もあ り得る。そのため に当事 者 において問題の検討が先

送 りされ た り、あ るい は必ず しもその問題の所在が意識 され ないで、力関係等

で処理 され ることもあ り得 るので、 こうい う観点 か らこのテーマを検討す る必

要がある。

それか ら、電子取 引に伴 う問題、あるいはその対 応策 につ いては、 もちろん

業種、業態に固有の特異性が反映す る部分 もあ るが 、相 当部分 は業種、業態を

超えた共通性 を持 っているわ けである。 この委員 会 としては、そ うい う共 通部

分 と特異性 を明 らかに しっつ 、主 として共通部分 におけ る問題の所在、あ るい

は内容を フォロー して対応策の検討を行 う。あ るいは問題の提起、改善策 を行

うとい うことによ って 、業界 にその成果を フィー ドバ ックしてい きたい と考 え

ている。

こうい う問題 につ いて は、 もちろん当事者 間の利害関係の調整、セキ ュ リテ

ィ、あるいは技術水準等、い ろいろな観点か らの検討が必要である。上 に も述

べた通 り、当事者 間の 自主的な合意 によ る契約や慣行 によって解決 される場合

ももちろん多 くあるが、それだけで は済まないで 、いろいろな法律制度 その他

のあり方 と深 いかかわ りがあ る場合 もあ り得 るか と思われ るので、そ うい う観

点 を踏まえて検討 してい きたい と考えている。 システ ム提供者 、VAN企 業 ほ

か多数の取引関係者の問題 もあるので、そ うい う点 も含めて検討す る必要が あ

る。

以上のよ うな必要性 か らこのテーマを検討 してい きたい。

次に、具体 的な調査研究の対象につ いて は、一 応企業 間にお ける製品あ るい

は商品の受発注 とい うことを中心 に して、受発注 か ら始 ま り、 出荷指示、あ る

いは下請企業 に対す る指示等 も含まれ るが、納品 、検収 といった物流 、それか

ら代金決裁 、いわ ゆる金流 という一連の流れで完結す る取引を対象と して、そ

の主要部分が オ ンライ ン ・デ ータ交換等の電子取 引によ って処理 されてい る も

のを対象 とす ることに してい る。 もちろん システム提供者 とかVAN会 社 も取

引 システムの関与者 と して対 象に含まれ る。
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それ か ら、調査研究の方 法であるが 、まず この委員会 として は、企業 の現状

につ いての実態調査、 これを先行させ なが ら検討 して いく。電子取引の仕組み 、

運用 の実態 、問題点等について、幅広 く実態調査 を行 う予定 に してい る。対象

業種 は特 に限定 して いない。方法 として は、ア ンケー ト調査 とか ヒア リング、

あ るいは ワーキ ンググル ープによ る討議等 も委員会 の検討 のほか に予定 してい

る。 委員会は今年度 は3回 、本格 的な検討 は来年度以 降と し、6月 ごろか ら来

年度 の委員会 を年 間7、8回 と予定 している。

調 査研究の スケ ジュールと して、幾 つかのテーマがあるが、来年度 、平成 元

年度の優先順位 として は、たとえば受発注 の契約の成立過程 の問題 、成立時点

であ るとか、あるいは修正 とか撤回の問題 、 これにっいて実 際に業界か らいろ

いろな事例を集 めてモデル的 な事例、適切 な事例 とい うのを検討 する。 そ して

業界か ら非常 に強 いニーズがあ るので、その うち受発注の成立過程 につ いての

検討 を優先的に取 り上 げる ことと したい。 それか らもう一つデー タの秘密保持

の問題 について、 これ は当協会で情報 の不正入手等に対す る立法 の問題をテ ー

マと して別の委員会で検討 して いるが、その委員会のテーマと密接 な関連を持

ってい る。企業におけるデータの秘密 保持 について、 もう一つの委 員会 の方で

は刑事的 な側 面か ら検討 しているが、民事 的な側面で どの程度 まで対処で きる

か とい うことと重要 なかか わ りを持 って いるとい う事情 もあ り、 この委員会 と

して はデータの秘密 保持 にっいての民 事的な対応 ということを中心に して実態

把握 と適切な対応策 とい うことを検討 して行 きたい。

それか ら、エ ラーデー タ、あるいは伝送の障害等 にっいて、 これ は事故 防止

対策、事故発生 時の対応 、事後処理 ・責任の範囲 ・損害負担、 この三 つの問題

があ るが、それぞれ密接 な関連があ って、例えば事故防止、 セキ ュ リテ ィの問

題 は責任の問題 と密接 な関連が あるので、 この三つ は並行的 に今年度 か ら来年

度 にか けて検討 して行 きたい。

それか ら、記録 とか証拠の保全の問題 、 これ もそれぞれのテーマ と密接 なか

かわ りを持 っているが 、 これ も並行 して元年度か ら2年 度 にかけて検討 して行
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きたい。

それか ら、代金決裁 とか、あるいは独禁法上の問題等 、いろいろな問題 があ

るが、 これ らにつ いて は再来年度 に検討 して行 きたい。
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ll.電 子 取 引 シス テ ムの 概 要

1.日 用 品(玉 生委員)

プラネ ッ トという業界VANの 構築運営会社、それの第1号 で あるが 、それ

がどのよ うな経緯でで きて きたか、今 どのよ うな ことを してい るか とい うこと

を簡単 に説 明す る。

日用品雑 貨業界の中でお互 いに日々取引 して いる企業同士が通信 したい、そ

うい う世 界に コンピュー タ ・ツー ・コ ンピュータのデータ通信ニ ーズがある。

業界外には ほとんどほ しいデータとい うのはない。 ところが 、業界の中 となる

と、全部が競争会社で ある。 ほ って お くと各競争会社 はおの おの違 うことを始

めて しまう。そ うすると、た くさん ある企業の間で さまざまな ビジネ ス ・プ ロ

トコルを持 った同 じ機能 のネ ッ トワー クが錯綜 して しま う。 同 じものが屋上屋

を重ねて しま う。そ うい う構造 にな って くるわけで、例え ば今大手 スーパ ーと

卸店 との間 は現実にそ うい う形 に陥 っていると思 う。

そ うなると、ユ ーザー と しては非常 に コス ト負担が大 き くな って しま う。そ

れか ら、 システム的な不工 合が どう して も出て くる。例えば伝送 フォーマ ッ ト

とい うのが あ り、 これはデ ータの順番を どういう順 に並べ るか とい うだけの話

であ るが、例 えば最初の4け たが 日付で、次の13け たが商品 コー ドであ るとい

うふ うにデー タの並 び順を決 めて相手 に送 らないとデー タを受 けたことにな ら

ない。それが実は大手 スーパ ー との間の ネ ッ トワークで はほとん どそのデ ータ

の並 び順が違 う。あるスーパーは 日付が3番 目にあるとか 、あ るスーパ ーは最

初 に日付があ るとか、受 け る方 はそれ ご とにソフ トウエアを用意 しないと受 け

られ ない。その ような システム上 の不工 合 もだん だん拡大 して くる可能性があ

る。 そ こへ もって きてVAN会 社 もおのおの違 うということにな ると、 コンピ

ュー タのオペ レー ション上 も非常 に複 雑になってい くとい うわ けであ る。
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それ も現実的な問題 だが、 どう して も企業 間通信 となると、新 しい ことをど

ん どんや りた くな るわ けで、例えば最初 は発注 データだけで動 いているのが
、

次は納品書のデ ータを通信 したい、次 は請求書のデー タを通信 したい、次は在

庫 のデータ もや りたい、 さらにはテ レビ会議をや りたい、 どん どんエ スカ レー

トす るわ けである。 次のデータに発展 す るときに、当事者間の話 し合い とい う

のが、 もしば らば らの場合 は非常 に問題 が大 きくて、発展性を阻害 して しまう

可能性 がある。現在 、VANが 錯綜 して しま って いる中ではなかなか次の ステ

ップに進 めないとい う現状にあるので はないか と思 う。

VANの 理想論 は複数対複数の企業が一つのネ ッ トワー クで通信をす る。 し

か も、同 じビジネ ス ・プロ トコルで通信す る。 これが理想論で あるが 、ほ って

おけばそ うな るか とい うと決 してそ うい うわけで はない。

そ こで、競争 会社 ばか りで ある業 界を取 りま とめるための会社 とい うものを

つ くったわけである。60年8月1日 にで きたが 、業界の メーカー8社 、(章 末

に添付 した資料の21ペ ー ジ参照)ラ イオ ン、ユニ ・チ ャーム、資生堂 、サ ンス

ター、 ジ ョンソン、エ ステ ー化学、十條 キ ンバ リー、牛乳石鹸共進社、 この8

社で発足 して いる。 その後4社 が出資 して いる。

現在 は28の メーカーがプ ラネ ッ トで通信を してい る。卸店 も今250ぐ らいあ

る。業界全体ではメーカー600社 ぐらいあ り、非常 に零細なメーカーが た くさ

んある。例 えばち り紙 、ろ うそ くなどの メーカーが た くさん ある。卸店 も約

3,000あ る。 しか し、250で 業界の3分 の2を 売 り上げて しま うとい う、その

くらいの上位集中度があ る。 これだ けの会社の間で、資料25ペ ージの下 に体系

図がか いてあ るが、発注デー タ、仕入れデー タ、請求 データ、販売 データ、商

品マスターと5種 類 のデー タ通信 を してい る。

プラネ ッ トの概念 とは、 ここにイ ンフォメー シ ョン ・オーガナイザーだ と書

いてある。要す るにまず業界の共通のニ ーズの取 りまとめ屋であ る。必ず共通

のニーズがあ るわけだか ら、それを うま く仕組めば取 りまとめが可能 になって

くるが、それには幾 つかの構造的理 由があ る。
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まず一 つは、プ ラネ ッ トが卸店 に端末機を最初先行 して設置 した とい うこと

であ る。その端末機 はその まま発注がで きるとか、あ るいは業界の統一 伝票が

受信 した らす ぐプ リン トがで きるとか、そ うい うふ うなソフ トウエ アに既 に乗

って いる ものを卸店の事務所 に設置 した とい うわ けである。 それ はメーカーか

ら見る とす ぐにで も使いたい とい う大変魅力的な端末機であるはずで 、独力で

やる とど うして もそ う簡単 にす ぐ端末機を置かせて もらえないわけだが 、既 に

あ るものを使 いたいと思えばプラネ ッ トと契約 して ください と、そ うい う工合

に業界各 メーカーを勧誘 してい る。

もう一つの構造 的理 由は、 この資料25頁 の図 にみ られ るようにプ ラネ ッ ト自

身 はデ ータ通信 を しないということで ある。すべて専門のVAN会 社 であ るイ

ンテ ックに通信 を委託 して、プ ラネ ッ ト自身 はデータ通信を しない。それによ

って業界各社のデ ータの秘密を完全 に守 る とい うことをアピール してい る。プ

ラネ ッ トは業界人が経営 して いるので ある。 それ によ って業界の メーカー、卸

に うま くアプローチがで きるわ けだが、その業界人が経営 して いるプラネ ッ ト

が実 際にデー タ通信をす ると、データを見 るチ ャンスが出て きて しま う。現状

のよ うな構造 にす ると、プラネ ッ トがデー タを見よ うと思 って もデー タを とっ

ていないので 、仮 に悪意を起 こして も見 ることがで きない、そ うい う構造を と

ってい るとい うことであ る。

これだけの競争会社がデー タ通信 につ いてだ け集ま って きたの は、いろいろ

な理 由がほかに もあるが 、3番 目の理 由と して は、 もし独力でや ると多 くの時

間 とコス トがかか ることであ る。受発注 ネ ッ トワー クのソフ トウエ ア、ハー ド

ウエア も決 して安 くはないが、実 はそれ以上 に相手の事務所 に端末機を置いて

くるとか、あ るいは相手の持 ってい るコンピュー タと一つ一つ繋 いで くるとい

う作 業 に膨 大な時間 とお金がかか る。

具体的 に申 し上げ ると、卸店 に行 き世 の中 こうな っているか らや りま しょう

と社長を説得す るわけだ。 そ うい う原 則論 は もちろん皆さん賛成 だが 、いざや

ろ うとす ると、で は端末機の電気代は どっちが持 つのか とか、伝票代 はだれが

9一



持つのか、1枚10円 もするのだ けれ どど うす るか とか 、そ うい うよ うな非常に

卑近な ことにつ いて も説得を しなければいけない。それがで きるの はや はり

VAN会 社で はな くて、業界人でなければなか なかで きない。 まず社長に会え

ない。 やは り業界人が話を して ご了解 をいただ いた上に端末機を設 置す るな り、

先方 の コンピュー タとっな ぐわけだが 、それの システム的打合せ もこれ は1回

で済 まない。何度 も何度 もや らなけれ ばいけない。 よ うや くっなが る と、それ

で いよいよオペ レー ションの指導をす る。オペ レー ションの指導 をす る人が ま

た別途必要 だ。初期 トラブルとい うのが必ずあ るので 、 トラブル対応をす る人

が要 る。 そん な工合に最低で も3種 類の人が何度 も何度 も行か ないとつなが ら

ない。 そ うい う現状で はな いか と思 う。 それで 、よ うや く仕入れデ ータ

仕入れデータが一番易 しいのだが、そ こか ら始めて、いよいよ今度 は発注 デー

タをやろ うとな ると、 また何度 も何度 も行か ない と通信 データに至 らない。 そ

うい う現状にあ る。

したが って、 もし1メ ーカーが これか らや ろうとすると、100の 卸店 とつな

げるのに、多分最低で も3年 はかか ると思 う。 また、そ うい った人材が必ず し

もいるとは限 らない。業界の構造を知 ってい るか 、業界のキーマ ンがだれであ

るか、それか ら卸な りメーカーの業務 をよ く知 って いる人、 システ ムをよ く知

っている人、通信がわか る人、そ うい う人材 はまず いない。 コ ンピュー タのプ

ログラマーだか ら通信がわかるか とい うと必ず しもそ うで はない
。 プ ログラマ

ーのプロで何年 かの経 験を経て
、さ らに勉強 して ようや く通信がわか るとい う、

そ ういう技 術的世界 もあ って 、何で も全部で きる、ネ ッ トワークを全部張 って

帰 って くるなどとい う人はまず いな い。

したが って、1メ ーカー、1ユ ーザ ーが独力で1対 複数 のプライベ ー ト・ネ

ッ トワー クをつ くろ うと した ら大変 な時間 とお金がかか って しま う。 ところが、

プ ラネ ッ トで はもう既 に端末機 を置 くな り、 コンピュータとつ なげて いるわ け

だか ら、ユ ーザー としてはプラネ ッ トと契約す るとす ぐで きる。 しか も非常 に

安 くで きる。 時間的、人的 コス トを比較す ると、プラネ ッ トの契約 金、,利用料
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は多分数十 分の1か 、100分 の1ぐ らいの費用でで きると思 う。

プ ラネ ッ トの基本 的立場 は業界の流通機構の体質強化を図ろ うとい う、そ う

い う基本的 目的を持 って いる。けれど も、何 しろ競争会社ばか りだか ら、この

競争会社がみんな一緒 に寄 ってたか って卸店 に圧力をかけるとか、あるいはプ

ラネ ッ トと して は卸 とっなが ってい るわけだが、逆 に弱いメー カーに圧力をか

け るとかそ ういうパ ワーにな りかねないわけで、 この辺の運営 についてはいろ

いろ配慮 して いる。設立 の ときにかな り公正取引委員会と話合いを して、基本

的に了解を得てい る。

基本 的にはプ ラネ ッ トは通信を全部イ ンテ ックにお願い してい るが 、デー タ

はただ素通 りす るだけであ る。技術的にはメールボ ックスに一時蓄積 はす るけ

れ ども、それを長 いこと蓄積 して デー タベースに して売れ筋情報 、死 に筋情報

みたいな ものをプ ラネ ッ トが提供す るとい うことは一切 しな い。 したが って 、

例えば ライオ ンにい くデー タはライオ ンに しか いか ない。サ ンスターにい くデ

ー タはサ ンスターに しかいかない
。そ うい う基本 的なルールを しっか り守 って

い る。

それ か ら、ど うして もネ ッ トワークで もって 自分 のお得意 さん と先にっ なが

ってほ しいわ けで、今250ま でっなが っているので、大手のお得意 さんはほ と

ん どっなが って いる。 しか し設立当初 は、ある順番で接続をす るけれ ど、ど う

して もあそこを早 くっなげてほ しいというメーカーが あるわ けで、そ うい った

場合はそれな りの資本主義 的ルールを決めて、1社 で 、あるところを どうして

もつなげて ほ しい場合 は、 とりあえず3倍 ルール とい って3倍 料金を払 って く

だ さい と決めて いる。そのよ うなルールを設 けて、それで もよければや りま し

ょうとい うことに してい る。

さ らに、最近で はさ らに発展 させて、一つ の端末機 の利用料 は原則1万 円だ

が、そ こにっ なが るメーカーの数がふえればだん だん値下げす る。'12メー カー

をっ なげると3,000円 にな る、そんな ぐあいに累進 的に利用料か下が るよ うに

な る。 メーカーと してそろばんを は じきなが ら選ぶ ことがで きるということで
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あ る。

また、どう して も一遍に業界全部 、あるいは全部のネ ッ トがで きるわけで は

ないので、我 々のユ ーザーに対す る考え方 と しては選ぶ ことがで きるとい う、

基本的考え方になって いる。250全 部をや らなければいけないわけではない。

その中で幾つかを選んでいただ いて結構である。それか ら、デー タ種類 も5種

類 ある。 全部 を一遍 にやる必要 はない。 とりあえず伝票伝送 の仕入れ データか

らや る'とか、それか ら、データの ス ピー ドもセ ミリアルです ぐとれ るよ うにす

るとか、あるいはバ ッチで翌 日デ ータが とれ るようにす るとか、デー タス ピー

ドも選べ るよ うにす る。そんなよ うな考え方を持 ってい る。

資料の23ペ ージに簡単に書 いてあ るが 、プ ラネ ッ トは、先 ほどVAN運 営会

社 、イ ンフ ォメー ション ・オーガナイザ ーだ と書 いたが、ネ ッ トワークの外 に

位 置 して 、共通 のニ ーズを持つ メーカー、卸の調整をするわ けだ。標準 は これ

を使 いま しょうと。そのための マニ ュアルをつ くった り、そのたあのいろいろ

な問合せに対応 した り、場合 によ って はセ ミナーを開いたりす る。 そ うい った

業界標準によ ってVAN会 社の イ ンテ ックに委託をする。それによ って

VANの 料金を安 くして いる。個 々ば らば らに委託す ると、ど こかで変換料が

かか って しま う。 変換料 とい うの は結構安 くないと思 うが、プラネ ッ トの場合

は業界 の これだけのユ ーザーが同 じや り方で全部イ ンテ ックに発注す る。その

かわ りイ ンテ ックを我 々が メイ ンにす る。VAN会 社 にとって はいわばユ ーザ

ー団体的な立場 にある訳で ある
。逆 にVAN会 社か ら見るとプラネ ッ トは総代

理店みたいな もので、VAN会 社 自身 は営業 しな くて も、これだ けのユーザー

が いて、そ してデ ータの種類がだんだんふえ る、そ うい う構造 にな ってい る。

まずプ ラネ ッ トと通信を した ければ、基本 的に全部 メーカー負担 であ って、

契約 金で ある基本利用料15万 円をプ ラネ ッ トに払 う、 これは1回 だけで ある。

加算接続料金、 これ はデー タ種類 を選ぶ と何万円か加算 され る。100の 卸店 と

通信 したければ これの100倍 とい うことになるわけだか ら、1,500万 な り2,000

万 なりにな る。一時金であ って、 これが中 には随分高い とお っしゃると ころも
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一
あるわけだけれ ど も、 もし1メ ーカーが独力でや ると した ら多分 これの10倍 ぐ

らい、あ るいは もっと100倍 ぐらいか かるのではな いか と思 う。 しか も何年 も

かか る。5年 ぐらい優 にかか るのではないか と思 う。 したが って、 もし独力で

や ることに比 べる とはるか に安い。 ところが、やる気がなか った ところでは全

くのプ ラスアルフ ァになって しま う。 そ ういった意味で高いとお っ しゃるとこ

ろがあ るか と思 う。

利用料であ るが 、 これが プラネ ッ トの主た る売 り上げで、毎月3,000円 か ら

1万 円いただ く。 これ もデータ種類によ って何千 円か加算 され る部分があ る。

この利用料 はネ ッ トワー クの運 営費の共 同分担金で あって、'メーカーがふえれ

ば分担金 は値下 げがで きる。 もう既 に2度 値下げを している。私た ちの立場 と

して は業界VANを 運営 して、それを メーカーに分担 していただ く。 うま く動

き出 した らだんだん値下 げをす る。 そ うい う基本的 ポ リシーで ある。

現在、一応 月次で は利益が出てい る。累積赤字 はまだあ るが 、た くさん もう

けよ うとい う会社で はな くて、む しろ出資会社が大手ユーザーだか ら、下手に

配 当金を くれ るよ り、利用料を下げて もらった方が いいとい う立場で はないか

と思 う。

取引関係では、情報流通 と物的流通 と資金流通 と三つあ ると思 うが、私 ど も

はとりあえず情報流通をや ってい る。 さらに将来 は物的流通 、あるいは代金の

支払いについて もプラネ ッ トがサ ー ビスす る構想 を持 ってい る。既 に共 同物流

にっいて は今の ところ別の プロジェク トでや ってお り、名古屋で テス トを して

いる。 資金流通 につ いて検討中であ る。 システ ム概要 については もう固 まって

いる。 どうい うふ うにす るか。 これは社会 システム として考 えた場合 、か なり

慎重に考え る必要が あると思 う。

さて、では法的 にど うなのか とい うと、よ くわか らないのだが 、実 際オ ンラ

イ ンでな くて も、電話 な りフ ァクシ ミリで従来は発注を していたわ けで ある。

それが そのままオ ンライ ンにな っただけで、 メーカー と卸の間の契約関係が変

わ った とい うことは今の ところ聞いてはいな い。 中には100年 も取 引 して いる
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な どとい う関係 もあ って 、基本的な売 買契約書を持 っているとい うケースは少

ない。外資系の一部で しっか りした契約 を してい るところがあ るが、 ほとん ど

はまずや っていない。 したが って、契約書がないか ら、それが変わ った とい う

こともないとい うことで はないか と思 う。

プラネ ッ トとメーカー、卸 との契約 にっ いて はいろいろ気を使 ってや ってい

る。現実 に法的な トラブル になっ、た ことはない。 ただ、 システム上の トラブル

は時々あ る。 けれ ど も、 もと もと発注係 と受注係 が顔見知 りとい うのばか りだ

か ら、電話な りファックスで何 とかおさめて くれている。 そ うい う状況で はな

いかと思 う。100%発 注を コ ンピュー タでや るとか、受注を100%コ ンピュー

タでや るとか、そ うい うところはまず ほ とん どない と言 って もよいのではない

か と思 う。当然代替手段を持 っている。 セールスマ ンが受注を とれ るとか、フ

ァックスで も大丈夫だ とか、そ うい う形で ある。

最近、実は新 しいサ ー ビスを始 めた(章 末の資料の23ペ ー ジの図)。 メデ ィ

ア変換、そ してフ ァックスで受注票が卸店 に届 く。 フ ァックス受発注 システム

と呼んでい るが 、プラネ ッ トは発注 デー タをや っているか ら、 プラネ ッ トによ

って卸店 はオ ンライ ンで発注をする ことがで きる。 けれ ど も、既存の システム

だ と、どんなに頑張 って も28の メーカーに しか発注で きな い。卸店は200か ら

300ぐ らいの取引先を持 っているか ら、わずか10分 の1の メーカーに しか オ ン

ライ ン発注がで きない。 あ とは ファクシ ミリで発注す るな り、あ るいは電話で

発注す るとい うことだが、例 えば1日 に200枚 ぐらいの発注デ ータを ファクシ

ミリす ると、1日 に4時 間 ぐらいフ ァックス時間がかか る。当然だれかが オペ

レーシ ョンを してい る。手作業だか ら間違 いも起 こる。それか ら4時 間フ ァク

シ ミリをっなげっ放 しとい うとか な りの通信料がかか るが、すべての発注 デー

タをプ ラネ ッ トにオ ンライ ンで 、 コンピュータ信号で全部出す と、オ ンライ ン

で受け るメーカーにはそのままオ ンライ ンで コンピュータに入 る。 オ ンライ ン

で受け られ ないメー カー、零細 なメーカーなどに対 して はプ ラネ ッ トの方で メ

デ ィア変換 により、 フ ァクシ ミリ信号 に変えて、先方 に発注伝票が届 く。 そ う
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いうサー ビスを昭和63年9月 か ら始めた。 これが大手の卸 に非常 に評判が いい

よ うであ る。つ まり発注作業すべて100%自 動 化がで きることにな る。 これは

卸店 にメ リッ トがあ るので 、今回のサー ビスは全部卸店負担で ある。 今 まで は

全部 メーカー負担だ った。今度の ファックス受発注 システ ムだけは卸店負担

とい うことで ご了解 いた だいて いる。

プ ラネ ッ トの基本 的戦 略は、最初は メー カー負担で業界ネ ッ トワー クを構築

して、それで徐 々にバ ランスを とって いことうい うふ うに基本的には考 えてい

る。それの第1段 にな ってい ると思 う。現実に卸 と してはかな りの メ リッ トが

あるので料金を払 って くれて いる。

(質 疑 応 答)

永 田委 員2点 あ りますが 、一つ はオ ンライ ンでの受発注 なのですが 、 この シ

ステム利用契 約の形態です けれど も、オ ンライ ン形式の場合 は費用は メーカー

負担でや ってお るとい うことですが 、契約その もの はメーカー、卸、プ ラネ ッ

ト、3者 が3面 契約をす るのですか。それ と もメーカーとプラネ ッ トの契約 に

卸店が加盟す るとい うよ うな形にな って いるのか、あ るいはそれぞれ個別 に契

約 があ るのか ……。

玉生委 員 プ ラネ ッ トとメーカーで契約 し、プラネ ッ トと卸で契約 す る。両方

です。

永 田委員 二つの契約が あ る……。

玉生委員 ええ、2枚 の契約 があ る。それ と もう一つ 、イ ンテ ックとプラネ ッ

トが契約 して いる。

永 田委員 イ ンテ ックは直接ユ ーザー とは関係 しないんですね。

玉生委員 技術的関係 は します。

永田委 員 しか し、契約 には関係ない……。

玉生 委員 ええ、関係 あ りません。
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永 田委員 それか らもう一つ 、メーカー と卸店の契約 なのですが、売買契約書

等が ないよ うな、そ うい う長 い関係 もあるということですが、プ ラネ ッ トその

ものが、 この受 発注 システムで起 こる契約上の問題 について、何 かマニ ュアル

とか そ ういうルールみ たいな ものをお持 ちで、あるいは提供 してお られ るので

すか。

玉生委員 ええ 、 システ ム仕様 であ りますマニ ュアル 、非常 に詳細 なマニ ュア

ル、 どっちか とい うと教育 的マニ ュアル とい った方が いいか もしれ ません。 そ

ういう ものが あります。 それによ って システムの構築 とオペ レー ション等で き

るよ うにな ったわけです。

それか ら、 トラブル対応 について も私 ど もの中に窓 口があ ります。そ こで ト

ラブルの対応を します。 イ ンテ ックの中に もフィール ドサー ビス部 とい う部隊

があ りま して、そ こが トラブル対応す るよ うにな っています。

永田委員 そのマニ ュアルは、例えば契約の成立 はど うだ とか、そ うい うよ う

な法的な関係についての合意のモデ ルみ たいな ものが 入 って いるわけで はない

のですね。

玉生委員 違 います。 システ ム上の関係ですね。

永 田委員 そ うい う契約上の問題 は当事者に任せて いるということですね。

玉生委員 はい。最初 に1回 契約 す るだけですか ら、そ うい うことです。

堀部座長 ど うぞ。

種部委員 一つお伺 い したいのです けれ ど も、 ビジネ ス ・プ ロ トコルはす べて

一通 り、全 くどこのメーカーに頼むの も同 じと考 えてよろ しいので しょうか。

玉生委員 ええ、基本的 にはJ手 順で あ ります。Z手 順 もそろえています けれ

ど も。

種部委員 メーカーがかわ って も品名 コー ドの長 さ とか、注文番号 の長 さとか、

全部同 じなので しょうか。

玉生委員 ええ、 これ は日用 品雑 貨業界で大変早 い時期 に伝送 フォーマ ッ トを

全部標準化 したのです 。5種 類 のデー タすべて標準 フ ォーマ ッ トが あります。
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コー ドは何を使 うとか コー ド上の取決 め、デー タ種類 コー ドです とか、商品 コ

ー ドだ とか全部標準が決 ま って います
。

照山専務理事 今の点 に関連 して、資料ではイ ンテ ックの ところに変換 とござ

いますね。 これ はそ うす る とど ういうことなので しょうか。

玉生委員 これ はメーカーによ って はデータボ リュームが大 きいですか らZ手

順でDDXで とる とかそ うい う変換があ ります。 それか ら、1メ ーカーだけど

うして もフ ォーマ ッ トが ぐあいが悪い ということで変換サー ビスを して います。

照山専務理事 具体 的にそ うい う処理 もあります とい うことですか。

玉生委員 ええ、変換 もで きるよ うにな っています。

本 当は変換が多 い とプ ラネ ッ トももうか るんですが 、ただ、業 界全体 と して

は必ず しもメ リッ トが あ りませんので、極力標準 を進めて いるわけです。

永田委員 受発注 のデー タが流れ るだけ ということなんですが、例 えばメーカ

ーはそ こで流れたデー タを蓄積 して
、例えば売れ筋商品の分析 とかそ ういうこ

とに使え るよ うな可能性 はあるんですか。

玉生委員 自分 の商 品につ いて は全部で きます。 ほかの メー カーの もの はで き

ないのです。

永 田委員 それはど うい う形でサ ー ビスされ るのですか。

玉生委員 それは各 メーカー毎だ けとい うことです。

永 田委員 各 メーカーが デー タを蓄積す るシステムを開発す るとい うことです

か。

玉生委員 そ うです。 それで 自分 のセールスマ ンのために使 う。 そ うい うのが

基本 ですが、 さらにその分析結果 を卸店にア ドバイスす るとかそ うい うことは

各社各様 にす るわけです。

実 はデー タの中に販売 デー タとい うよ くわか らないデータがあ ると思 います。

発注 、仕入れ、請求 はおわか りになると思 います。取引 に関係 す るデー タです

が、販売 データと呼んで いますが 、これは卸店が小売店 にどれだけ商品を売 っ

たか とい う卸店 に とっての売上統計 なんです。 これ は取引に関係あ りません。
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これがな くて も取引 はで きるわ けですが 、メーカーはそ うい うデータが欲 しい

ですか ら、卸店 さんにお願 いを して販売デ ータの伝送を して もらっているとい

うケースが あ ります。 大体70%ぐ らいの卸店が協力 を して くれています。

これ も強制的にそ うい うデ ータを出せ とい うこ とは非常 に ぐあいが悪 いわけ

である。かつて薬 の業 界で業界VANを つ くる。 それでっなが った卸店 は全部

そのデータを出さなければいかん とや った ら、公正取引委 員会か らご注意 を受

けたとい うことが あるのです。私 どもはそれを他山の石 としま して、基本 的に

は全部卸店 さんの 自由意思です。や るかや らないかは 自分で決 めて ください。

ただ、メー カーは欲 しいですか ら、いろいろな形 で メーカーが直接 お願 いにあ

が るとい うことにな って います。デー タを出 して くれ た ら りべ ー トを出 します

とか、そんなような ことを言 っているところ も多いよ うです。 どうや って いる

か私 どもは一切関知 しません。 ただ、それのデー タ伝送 路を設けて、それに合

うよ うな仕組みをっ くってい るとい うことです。

それか ら、今申 し上 げま したプラネ ッ トの よ うなVAN運 営 会社 というや り

方 は食品業界で ファイネ ッ トとい うのが あ ります。全 く同 じ構造です。 味の素

だとか大洋漁業だ とか 、雪 印乳業だ とか、今24の メーカーが フ ァイネ ッ トに加

入 している。

それか ら、薬の業界で はJDネ ッ トとい うやは りVAN運 営組織 です。 これ

は会社ではあ りません。製薬協 とい う協会が運営組織を持 ってい る。

それか ら、VAN運 営会社方式 は今 日本全国 に約46ぐ らいの地域VANと い

う卸店と小売店 とのネ ッ トワー クの運営会社があ ります。 これ も地域の卸 店同

士 とい うの は競争 しているわ けですか ら、それを取 りまとめ るための地域VA

NのVAN運 営会社です。 これが46か 幾つかあ りますが、やは り運営会社が あ

り、VAN会 社が別 にある。そ ういう構図を とってい るよ うです。

古江委員 フ ァックスの点で ち ょっとお伺 い したいん ですが 、フ ァックスの場

合はプ ラネ ッ トとその他の メーカー との間の契約 のよ うな ものがあ るのですか。

玉生委員 あ りません。
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古江委員 つ まりファックスの場合に はインテ ックか ら入 って きたのか、卸屋

さんか ら直で きたのか、 メーカーにとってはわか らな い……。

玉生委員 直かど うか はわか りません。

古江委員 色がつ いて いな いわ けですね。

玉生委員 はい。

大野 委員 苦情処理 なんですが、我 々非常 に困るんですが 、例え ば回線 の トラ

ブル とか、 インテ ックの内部 のVANの トラブルとか、そ うい うものは直接 ど

ちらへい くんですか。 これ はプ ラネ ッ トを通 じてなのか、直接苦情 と してイ ン

テ ックさん にい くのか……。

玉生委員 立場 と してはプ ラネ ッ トが直接や ることにな って いるんです。 その

間合 わせ業務 をイ ンテ ックにプ ラネ ッ トが委託を しています。

大野委員 じゃ、実質的にはイ ッテ ックの方へ い く。

玉生委員 そうです。

大野委員 それか らもう1点 なんですが、機器 は提供 なさるとい うお話が ござ

いま した。 これ は卸店の方 は幾つか選択 はで きるんですか。

玉生委員 ええ、3種 類あ ります。

村上委員 保守に関 してお尋ね しますが、消費税が今回入 った ときに、多分デ

ータ交換の中でど う取 り入れ るか メー カー
、卸、で違 うで しょうけれ ど、何 ら

かの フ ォーマ ッ ト転換がふえ るのではないかなと想像で きるん ですけれ ども、

その場 合、 まず業界 として どうす るか、1件 ずっその調整を され るのか どうか

とい うことですが。

それか ら、保守 に関 して多額な開発 費がかか るか と思いますが 、それは例 え

ば料金 にどん な格好で反映 させ るのか 、またそれは契約上 そ うい うことも盛 り

込 まれて いるのか、 こうい うのを含 めて再契約 し直す とい う形 にな るのかど う

か とい うことです。

玉生委員 プラネ ッ トは基本 的には ビジネ スとしてや っていますか ら、新 しい

システ ムを開発す る場合 も自分 たちでや り くりして 、その中で開発 費を全部 負
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損す る訳 である。その上で新 しいサ ー ビスがで きま した、これは幾 らです と、

そ うい う売 り方をす る訳である。すなわ ち、先行投 資を してサー ビスを新 しく

つ くって売 る。基本 的 にはそ うい う経営 を してい るとい うことで ある。

それか ら、消費税 その他やむを得ず や らなけれ ばいけない、 システム変更 し

なければ いけない。 これは もちろん プ ラネ ッ トが負担 してやるわ けで あるが、

では、 どうい うふ うに してや るか、どの標準でや るか とか、その辺につ いて は

業界を常 にウォ ッチ していま して、決 ま った標準でや ります。プ ラネ ッ ト自身

が標準 をつ くるわ けで はあ りません。工業会だ とか卸店 の組合だ とかそ うい っ

たような ところで標準 をっ くった ものをプ ラネ ッ トが入手す るとい うことであ

る。

一20一



(玉生委員資料)

日用品電子取 引VAN運 営会社 「プラネ ッ ト」 につ いて

1.会 社概要

1)会 社 名

2)取 締役社長

3)資 本 金

4)出 資 会 社

5)会 社所在地

6)設 立年月 日

株式 会社 プラネ ッ ト

金 岡 幸 二(イ ンテ ック社長)

2億8千 万 円

:㈱ イ ンテ ック

ライオ ン㈱ ジ ョンソン㈱ 小林製薬㈱

ユニ ・チ ャーム㈱ エ ステー化学㈱ 貝印刃物㈱

㈱ 資生堂 十條 キ ンバ リー㈱ ニ ッサ ン石鹸㈱

サ ンスター㈱ 牛乳石鹸共進社㈱ 日本 リーバ㈱

千代 田区猿楽町2-6-10秀 和猿楽町 ビル

昭和60年8月1日

2.r㈱ プ ラネ ッ ト』設立 までの経緯

1)ラ イオ ン㈱ のネ ッ トワー クLCMSの 構築(昭 和55年 ～)

一－LCMS:全 国146卸 店 と結ぶ大規模ネ ッ トワー ク ー-

2)LCMSの ユニ ・チ ャームとの共同利用(昭 和59年ll月 ～)

3)業 界各社へ のVAN運 営会社設立の呼 びか け(昭 和60年1月)

4)㈱ プ ラネ ッ ト設立構想の発表(昭 和60年1月30日)

5)業 界VAN設 立準備室の設置(昭 和60年2月1日)

6)㈱ プ ラネ ッ トの設立(昭 和60年8月1日)

3.r㈱ プ ラネ ッ ト』設立の 目的

r卸店流通を基本政策 とす るメー カーが協力 して、業界内の情報通信 ネ ッ

トワー クの構築 と卸店の システ ム化支援を行い、業界の流通機構 全体 の体質

一21一



強化 を 図 る。 』

4.プ ラ ネ ッ トの 参 加 メー カ ー(昭 和63年8月 現 在)

1)ラ イオ ン㈱

2)ユ ニ ・チ ャー ム㈱

3)㈱ 資生 堂

4)サ ンス ター㈱

5)ジ ョン ソ ン㈱

6)エ ス テ ー化 学㈱

7)十 條iキ ンバ リー㈱

8)牛 乳 石 鹸 共進 社 ㈱

9)王 子 テ ィ シュ販 売 ㈱

10)山 陽 ス コ ッ ト㈱

11)㈱ 白元

12)小 林 製薬 ㈱

13)マ ンダ ム㈱

14)貝 印刃 物 ㈱

15)ニ ッサ ン石 鹸㈱

16)サ ラ ンラ ップ販 売 ㈱

17)日 本 リー バ㈱

18)カ ネ ボ ウHP販 売 ㈱

19)㈱ 日本 香 堂

20)ビ ジ ョン㈱

2D呉 羽 化 学 工 業㈱

22)㈱ 津 村1頂天堂

23)P&Gフ ァーイ ー ス トinc.

24)三 菱 アル ミニ ウム㈱

25)大 日本 除虫 菊 ㈱

26)山 発産 業 ㈱

27)白 十 字 ㈱

28)小 林 コー セ ー

5.プ ラネ ッ トの 稼動 卸 店250社(昭 和63年12月 現 在)
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6.r㈱ プ ラネ ッ ト』 の体 系

・ 通 信 処 理 をす る デ ー タ種 類

くコ⇔ ぐコ〈　← ぐコぐコ⇔ 〈　← 発 注 デ ー タ

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒⇒ 仕 入 デ ー タ

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒⇒ 請 求 デ ー タ

ぐコ・←⇔ ⇔ ぐコ← ぐコぐコ← ← 販 売 デ ー タ

← ← ← ← ←← ← ← ← ← 商品 デ ー タ

ぐコぐコ← ぐコ← ← ぐコぐコ← ぐ⊃

■◆■⇒■吟■◆⇒ ■◆⇒ ■ゆ・⇒ ■◆

■◆■◆■◆⇒ ⇒ ⇒ ■レ⇒ ⇒ ⇒

ぐコ← ← ← ← 〈』 〈≒ ぐ⊃ぐコぐコ

→ → → → → → → → → →

② 仕 入
Data

メーカ ③請求

匿 萱]Data

契 約 金¥
利 用 料¥
通信処理料¥

O

-

、

/

-○

-

、
ク

-
○

-

、
、ノ

AceTelenet

(イ ン テ ッ ク)

振分け配信)○ 〔
一時蓄積

コー ド変換
フ ォーマ ッ ト変換

プロ トコル変換

① 発 注
Data

④ 販売
Data

卸 店

嗣

卸 店

商

(共 同利用料¥)
ンサルテ ー ション

パ ッケー ジ販売

7.『 ㈱ プ ラネ ッ ト』の主 たる料 金

1)接 続料 金(契 約時一括支払)

① 基本接続料 金:150千 円/卸 店(多 数接続 割引あ る)

② 加算接続料 金:10～60千 円/卸 店(利 用す るデータ種類 に応 じ加算 さ

れ る)
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2)利 用料(毎 月支払)

① 基本利用料:・3～10千 円/卸 店(接 続 メー カ一-twに応 じ段階的割引

があ る)

② 加算利用料:2～5千 円/卸 店(利 用す るデー タ種類 に応 じ加算 さ

れ る)

8.e㈱ プ ラネ ッ ト』の役割

1)業 界にデータ通信 ネ ッ トワークとい うイ ンフラス トラ クチ ャー(社 会基

盤)を 構築す ることによって、次の合理化 のための環境を提 供す る。

① 業界全般の物的流通の合理化

② 業界全般の資金流通の合理化

③ 業界全般 の情報流通 の合理化

2)デ ータ通信産業におけるユ ーザ ー ・オ リエ ンテ ッ ドの マーケテ ィングの

展開
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－rVAN運 営 会 社 』 と は

rVAN運 営 会社 』 は 、 1つ の業界 の中の共通 のデー タ通信ニ ーズを

とりまとめ、それを標準化 し、 システム化 し、運営す るとい う

"イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン ・オ ー ガ ナ イ ザ ー"で あ る
。

rVAN運 営会社 』は、業界の とりまとめ屋

rVAN運 営 会社 』 は 、業 界VANの デ ィベ ロ ッパ ー

rVAN運 営会社 』は、VANを うま く使 うためのVAN代 理店

《rVAN運 営会社 』の役割 》

① 共通 のデー タ通信ニ ーズの とりまとめ

② 通信のための各種標準の推進

(プ ロ トコ ル ・ コ ー ド ・ フ ォ ー マ ッ ト)

③ ニーズに合 った通信 システムの開発

④ システムの運営(コ ー ドの一括管理)

(プ ラ ネ ッ トの 業 界VANの 体 系)
メ ー カ ー 、
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2.電 子 部 品(種 部委員)

日本電子機械工業会 は、通称EIAJと いい、会員が約600社 ある。その う

ち100社 は商社関係で、 メーカー関係 は約500社 、 これが正会員で、その他

100社 が賛助 会員 とい う位置づけで ある。 このメーカーの中に は部品をっ くっ

て いる会社が約半分、 それか らゼ ッ トをっ くって い る会社が約半分 、ご く大ざ

っぱに言 って250社 ずつ とい う色分 けであ る。 もちろん セ ッ トメーカーで も部

品をつ くっている とい うことがあ るので 、厳密 な色 分けで はな い。

この工業会の会員 同士の間での取 引が実 は相 当あ る。電子機器をつ くってい

る関係で電子部品を調達す ることが非常 にた くさんあ って、発注側がやや強い

立場 にあるとい うのが一般的 に言える ことだ と思 うけれど も、部品が タイ トに

な って くると逆に納入側が強 くな る。 しか し、オ ンライ ンによ りシステム化を

す るときに押 しつけ られ るの は、やや もす ると部 品 メーカー側で、セ ッ トメー

カーの用意 した システムに合わせざ るを得ない とい う状況が ある。オ ンライ ン

になる前 、テープで もらうときは、まだ しもであ ったが、 これがオ ンライ ン取

引になって くるときに、受 け入れ側 としては個 々の システム対応をせざるを得

ない。泣 く泣 くや っていたのだが、あ っちか らもこっちか らも独 自のば らば ら

の仕様を押 しつけ られ る。 もうマ ンパ ワー も出せない とい うことで非常 に部品

屋 と しては困 って きた。

EIAJの 中には委 員会が非常にた くさんあ って、百数十 ある と'聞いている

が 、その中で資材委員会 とい うのがある。 それか ら、部品運営委員会があ り、

資材委員会 はセ ッ ト側 の資材屋の集ま り、部品運 営委員会は部 品屋の、どち ら

かというと経営者あ るいは販売部門の責任者の集 まりとい うところであ るけれ

ど も、部品屋の方 で音 を上 げて ひとつ勉強会を しよう、標準化 がで きないか と

い うことで知恵を出 し合 った結果、相 手があることなので 自分 た ちだ けでは う

ま くいかない。1社 ではなか なか物が言えないので 、まとまって資材委員会 と

い う場に持 ちか けたわけで ある。資材委員会 もそ うい うことな らば相談 しよ う
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とい うことで 、一つ また委員会がで きて 、これが情報化対応運 営委員会 とい う

新 しい委員会であ り、 ここで受発注の標準をっ くろうとい う話が まとま って き

た。

この段階で通商産業省、 日本情報処理開発協会の指導を いただ きなが ら標準

を約1年 が か りでっ くった。 これ は各社の経験者が集 まって ワーキ ング活動 と

いう形 でま とめた ものだ けれど も、所詮頭の中、机の上で構築 した ものであ っ

て、そのまま乗 るか ど うか全 くわか らない。それ を実験 してみよ うとい うこと

にな り、実験す るにはい ろいろ とまた作業が出て くるとい うことで、それで は

専任 部隊をつ くろ うということで、私の所属 しているEDI推 進 セ ンター とい

う組織 が新 たにで きた。

このセ ンターの位置づ け もで きてか ら2、3ヵ 月の間が たがた して、なかな

か固ま らなか ったのだ けれ ども、一番上が総会 とい う一番大 きな決定機 関が あ

るが、その下 に運営幹事 会、企画会議 とある。実務的 には ワーキ ンググループ、

業務 、技術 、バ ーコー ド、 トライアル、運営、そ してEDI推 進 ワーキ ンググ

ループな ど全部で六つあ り、実務的 に担 当分野を分 けてや って きたわけである。

業務 はどうい うことを行 ったか とい うと、取引の業務単位を しっか りと定義

づけをす るとい うことがあ って、 ビジネス ・プ ロ トコルを固めて い く。

技 術 ワーキ ングはその業務の結果 を踏 まえて、 システムに合 うよ うに標準化

を作 業 してい く。

次のバー コー ドシステ ムとい うのは少 し異色だけれ ど も、 これ は もと もとア

メ リカか ら アメ リカの特に 自動車の方が先行 しているが 、梱包 にA5ぐ

らいの大 きさのバ ー コー ドをっけて納品 して ほ しい という要求が 出てお り、ア

メ リカの提案 にハ ーモナイズ した形で 、それ は注文主側の要求で あるか らやろ

うとい うことに多分 なって くるだろ う、それで は今 の うちか ら日本 にお ける標

準 もっ くってお こうという発想 でス ター トした。 アメ リカの要求 はそれだけな

のだけれど も、せ っか く受 発注をオ ンライ ン化す るのだか ら、それ との絡みを

もうち ょっと考えて い くべ きではないか とい うことで 、利用の高度化を考えて、
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システ ムとの絡みを もっと深 めよ うとい うことで 、今開発中であ る。

先 ほど申 しあげた実験をする とい うのは トライアル ・ワーキ ングであ って、

ここでは8社 セ ッ ト・メーカー4社 と部品 メーカー4社 の間で直接っな

げて、 これはあ らか じめ どことどことい う約束事で スター トして いるので、複

数対複数 だけれ ど も不特定多数ではない。一定の数が決 まっている相手 と交信

するというや り方 を実験のデー タか ら初めて、実際の注文デー タをや りと りす

るという形で現在 に至 ってい る。 当初1ヵ 月 ぐらいはいろいろ と小 さい トラブ

ルがなれない ことか らいろいろ起 ったけれ ど も、それが過 ぎると非常 にスムー

ズにい くとい うことで 、今 まだテス ト中だが 、正式 な注文書 も並行 してや って

いるところ もあ り、実際の取引に既 に使われてい る。

それか ら、運営 ワーキ ングとい うの はち ょっと後か ら出て きたが 、 これ は本

番になると、一つのVANで はな く、ほかのVANと の接続が出て くる。 とい

うのは、セ ッ トメーカーの多 くは巨大企業 なので、それぞれ 自分 の ところの

VAN会 社を持 っている。部品 メーカー も既 にVAN会 社 を使 っている とい う

ことで 、必ず しも発注者 と受注者が一つのVANに ぶ ら下が っているわけで は

な く、VAN間 接続が本番 になると出て くるわ けであ る。VAN間 接続 とい う

のは世の 中にあ りそ うで実 は余 りないので 、そ この取 り決 あがいろいろ実務 的

には新 しい問題 と して非常 に不透明な状況で ある。 これの契約を どう しよ うと

いうのが実 は非常 に差 し迫 った頭の痛 い問題 にな ってい る。

契約の話が出たついで に、 こうい う業界 の標準を設けたので、世の中に向か

ってど うぞお使い くださいというのだけれ ど も、一般のユーザ ー、発注者 な り

受注者 な りにどのよ うにお勧めす るか、使 って いただ くか。

また、VAN会 社 に こうい う標準を使 ったサー ビスを提供 していただ くのだ

けれど も、そのVAN会 社 と工業会 との間の契約が要 るのかど うか。 ここは非

常 に我 々の中で も議論が沸騰 してい るところで 、はっきり言 って どうすべ きか

とい うことで非常 に困 っている。よ く勉強 させて いただ きたい というの はこ う

いうところが中心 にな るのだ けれ ど、非常 に興味のあ るところで もあ る。
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今後の問題 と しては、折角業界の標準 を こういう形でっ くってい くのだか ら、

これを早 く普及、定着させ たい。非常 に積極 的にや って いるが、 うっか りす る

と逆戻 りしかねない とい うか、非常に弱 い面があ る。 とい うのは大 きな企業 を

中心 に発注者側が固ま って いるので、発注者側のエ ゴというか、強い立場 とい

うのがやや もすれば頭を出 して くる。要す るに注文 は うちの システムで今 まで

や って きたのだか ら、新 しい標準を使 わなければな らない必然性 は全 くない、

こうい う気持 ちが非常 に根強い。それは理解 して もらって進 めてい くべ きなの

だけれ ど も、発注者が らみのVAN会 社 も既 に受発注の システ ムを提供 してい

る。 それ は もちろん必ず しもEIAJ標 準 には準拠 していないわけであ る。 こ

ちらの標準が後か らス ター トしてい るので、EIAJ標 準をぜ ひ使 っていただ

きたいとい うのだけれど も、本当に使 って もらえ るか どうか とい う心配が非常

にある。

それか ら、今の ところは受注 か ら納入 まで、検収 まで とい う業務 の範囲で ト

ライアルを進めているけれ ども、 もう少 し広げて見積 りを もらうところ、ある

いは品物を受 け取 って支払 いまでっなげるところに少 し前後 にサー ビスとい う

か、対象 とす る業務範囲を広 げてい きたい。標準をっ くって い きたい とい うこ

とであ る。

それか ら、VAN間 接続 の不透 明な部分の問題の解決、 このよ うな ことが今

後の問題であ る。 それか ら、悪 い ことにそれぞれのセ ッ ト・メーカーが コンピ

ュータの仕事 を大 な り小な りや っているので、いろんな コンピュー タ、端末が

ある。VAN会 社 もそれぞれ の色がつ いた ところはうちの端末 を置 け とい うの

は営業政策 と しては当然 だ と思 うけれ ど も、我 々と しては、そ うい うことは言

わ ないことに しよ うとい う方針 を立てて いる。

ところが 、そ ういうことを文書化 して皆 さんに徹底 しよ うか とい うと、いろ

いろな ところか ら横や りが入 って くる。我 々のね らいで は、必ず この機械を使

え とい うことは、やめよ う。普通の いわゆるパ ソコンで もオ フ コンで もホス ト

は もちろんだが 、普通の通信がで きるよ うな端末な らばどこの機械で もで きる
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とい うことを言 って いるのですが、必ず しもそれが徹底 しない。営業の口を通

るとうちの端末を置いて くれ と、発 注側の立場か ら言われ るとやむを得 ない。

多端 末現象 はな くな るはず なのだが 、本 当にな くなるか どうか。

それか ら、それ と同 じよ うな 一 端末ではないのだけれ ど、VAN会 社 も

EIAJの 手順 で もってっないで いけば、ほかのVAN会 社 に もどん どんっな

が って い く筈なので あるが、端末 と同 じよ うに、よそのVAN会 社か ら売 り込

みが あればなかなか断れないか ら、複数 のVAN、 多VAN現 象が起 こって し

ま う。その ときには、 こちらの当初意図 した標準化が多少 あや しくな って くる

とい うよ うな ことで 、それは我 々の業界の特殊性 とい うか 、そ ういうメーカー

が集 まっているか ら非 常に特殊なのだけれ ど も、標準化を いってい る傍 らか ら

足を引 っ張 られ る面があるとい う悩みが実 はあ る。

本番はスケ ジュールでいけば この4月 ごろか らとい うよ うな ことで 、今最後

の追 い込みの時期 にな っているがx
－こと しの4月 の後半 ぐらいになれば一応標

準 として皆様にお使 いいただける ものがで きる。標準の提供 とい うの は ドキ ュ

メン トの形でお売 りしよ うとい う気持 ちで あるけれ ども、契約関係を どう した

ものか とい うことで いろいろな意味で問題を抱えているわけであ る。

(質 疑 応 答)

堀部座長 契約上 の問題があ るとい うこともご指摘 いただ きま したが 、この

EDI推 進セ ンター とい うのはいっで きたのですか。

種部委員 昨年 の9月 です。

大野委員 多VAN現 象が標準化を阻害す るとい うお話が あ ったんですが、端

末 はわか るんですが 、VANで した ら手順 を標準化 して決 め られれば 、VAN

がふえてい って もあ ま り問題が起 きないように思 うのですが、そ こは具体的 に

はどん な問題が起 きて いますか。

種部委員 問題 があ るという少 し言 い過 ぎだ ったか もしれ ませんけれど も、我
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我 の基本 的なスタ ンスは、端末 はど うい う端末で も相手 とつなが ります。

VANも 自分が使 ってい るところに必ず しも固定 しな くて もいいのです。標準

に乗 れば、高い と思 った らす ぐ変 え られ ます けれど も、少 な くと も一つ決めて

おけば、相手 が違 うVANで もつなが っていけます。 ところが 、VAN事 業者

も商売ですか ら、 うちのVANに も加盟 して くだ さいと言 って きたときに、売

込みの説明の仕方が ただの売込みな らいいのですけれ ども、 うちのVANと や

らないと交信で きません とい うよ うな ことを言われ ると困 る。

堀部座長 契約上 の問題が 、室町 さん、いかがですか。

室町委員VANtoVAN、VAN間 接続 とい うことで必ず しも明瞭で

ない といいますか、不透明 な部分があ るというお話で ございま したけれど も、

2、3の 例ですね、例え ば想定 され る もの と しては責任の分界を どうす るか と

か、それか らユーザーサイ ドに とってみれば、VANtoVANの 間 とい

うのは完全 なブラ ックボ ックスで ど うな っているかわか らない。損害 賠償 、責

任の問題 をど うす るかとかい うよ うな問題があろ うか と思 いますけれ ども、具

体的に今現実 にそ うい うことをお考え にな らなければいけないお立場 と して、

具体 的な問題 とい うのは どうい うことが ございますで しょうか。

種部委 員 デ ータを どうい う形で ど こに蓄積す るかということか ら始 まるので

すけれ ども、 自分の会社 の コ ンピュー タ、それか ら自分の側 のVANセ ンター、

それか ら相 手の使 ってい るVANセ ンター、それか ら相手 の会社の コンピュー

タ、 いろいろな レベ ルがあ ると思 うのですけれ ども、今まで説 明 して きている

の は自分の使 っているVAN、 あ るい は自分 の会社 の コンピュー タに発注 デー

タを入れてお いて、相手が読みに きな さいと。同 じVANで した ら何 ら問題 な

く読み にこれ るのですけれ ど も、相手が別のVANを 使 っていて、VANか ら

VANに 読み にい くというと きに、 どういう責任 と権 限で もって読みにい くか 、

料金 はど うす るか、責任の分界点ですね 、これを どうすべ きか。

それか ら、それが いいのか とい うのが 自分の側 にデータを置 いておいて読 み

に こさせ るのが いいのか 、相手側のVANな り相手側 の コンピュータに送 りつ
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けるべ きか とい った ところで、 どうい う形が いいのか とい うの は最終 的に今 ち

ょっともめていると ころです。公取 との絡み もございますの は、それ に触れ な

いよ うなや り方 、どっちで も決あてお けば、必ず読 みにい くとい うので した ら、

発注側 も受注側 も五分五分 といいますか、両方 のケースが同 じぐらいあ るで し

ょう。1回 の発注で も発注情報が い きっ放 しとい うことはないわ けですか ら
、

といって注文請書 とい うの はあ りません けれ ど も、納期 の確認、回答 、それか

ら出荷情報 、検収情報、相当な量の いった りきた りがある ものですか ら、必ず

とりにい くとい うことだ った ら、一方的な負担 を弱 い ものに強いる とい うこと

もないで しょうか らとい うことで、一応説 明はっ いて いるん ですが、最終的に

どうすべ きか とい うところが ちょっとまだ未定 なのです。

室町委員 システム的 に考え ると、例え ばメーカーサイ ドの方か ら部品 メーカ

ーの方 にデー タを送 って しま うとい うこと も
、VANtoVANの 場合で

あって も当然可能だ と思 うのですけれ ど も、それが ワンクッシ ョン置 いて滞留

といいますか、 どこかVANの 会社に とどめて おいて、それを読み に くる。 ど

ちらか というとやや変 則的な感 じが 、そ うい うワンクッシ ョン置 いた形に され

る理 由は何かあるんで しょうか。

種部委員 大体のサ ー ビスがVAN会 社を使 うと思 います。 自分で単独で直接

アクセスを して い くということは少な いと思 います。そ うす ると、VAN会 社

のサー ビスを利用す るのが一般 的にな る。'とい うの は、VAN会 社の蓄積機能

に依存 す る。 また、中小の部 品メーカーになります と、 自分で システ ムを構 築

す るよ りもEIAJ標 準であるとい うサ ー ビスを黙 って受 けて利用 す る方が 、

多分開発 費などを考え ますと安 くな るのではないか と思 います。 そ うす る と、

そ このVAN会 社 の中に蓄積 されてい くとい うことにな って くるとい う想定で

考えて いるんです。

玉生委員 取 りにい くというのが普通 なんです。今J手 順 とい うのが ほとん ど

なんです けれ ど、つ ま りメールボ ックスで、A社 、B社 、C社 とい う、要す る

に郵便の箱 に分けてお いて、それを取 りにい く。 そ うい う形態が今普通です。
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とい うのは、一方 的にA社 にどん と送 って、む こうの コンピュータが動 いて い

るか どうかわか らないわけです。

室町委 員 リアル タイムで はな くて 、メールボ ックスにためておいて取 りに く

るとい うことですか。

玉生委員 普通そ うです。配信す る場合 まず メール ボ ックスに入れ ます。

種部委員 大事な情 報な ものですか ら、発注者側 は本 当のユーザ ー ユー

ザーといいますか、資材屋 さんな り、部品屋 さんの営業担当か ら見 ます と、デ

ータは消えて は困 る。 自分の方で もとってお きたい し、1回 送 った もので もな

くなって しまったか らもう1回 送 って くれ とい うときに、 もう消 しま した、 も

うあ りません とい うわ けには多分 いか ないで しょう。 これ はある意味で は相当

期 間とってお く。

ところが 、間 にVANが 入 ります と、VANサ ー ビスと しては、標準 と して

は、例えば何 日間です よというべ きか 、EIAJ標 準 としては例えば4日 間 は

メールボ ックスに置 いてお くことと言 い切 った方がいいのかど うか とい うの は

非常 にまだ困 って いると ころなんです。
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(種部委員資料)

日本電子機械工 業会 とEDI推 進セ ンター

日本電子機械工業会(EIAJ)

(各種)委 員会

資材委員会

部品運営委員会

情報化対応運営委員会

EDI推 進セ ンター 総会

運営幹事会(14社 、資材部長 クラス)セ ンター役員

企画会議(運 営幹事会の企画立案)

情報化対応運営委員会

主査会議(情 報化対応運営委員会の企画立案)

業務WG

技術WG

バーコー ドシステム標準化WG

トライアルWG

運営WG

EDI推 進WG

事務局

部品受発注業務の標準化

業務単位ごとの定義の確立 ビジネスプロ トコル

通信方法の確立 一 通信プロ トコル
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バ ー コー ドの 標 準 化 活用

トライアル ー 標準のテ ス ト・検証

ビジネスプロ トコルの実用性の確認 多端末現象の回避

システム開発量の減少 受発注業務の省力 ・質の向上

VAN間 接続の標準設定

今後の課題

標準の適用拡大、定着

VAN間 接続の諸問題

業務範囲の拡大(発 注 一 検収)

以 上
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3.石 油 化 学 工 業(村 上委員)

石油化学工業における電子取引を法 的観点か ら見た実態 ということで ご報告

す る。

当業界で は、電子取引 という概念 はデー タ交換 の発展型のよ うな ことで と ら

えていて、デー タ交換 に重 きを置 きなが ら説明する。

二つの面か らレポー トす るが 、一つ は石油化学工業協会(石 化協)の 中で ど

のよ うな動 きを してい るか とい うことであ って、石油化 学工業 の中で の一般的

なデータ交換 のや り方における問題点を報告 する。

石化協 には現在、34社 加盟 して いるが、その中に情報 通信委員会があ る。 そ

の中に小委員会が二つ設 け られていて、一 つは ビジネ スプ ロ トコル小委員会で

14社 が参加 して いて、 もう一つ はデー タベース小委員会 である。 データベース

小委員会 は石油化学工業 の中での生産 とか 出荷 とかい うデー タをパ ソコ ン通信

を経て報告す ることとか 、データの送配信 をや っている。

ここで報告す るのは ビジネ スプ ロ トコル小委員会の動 きで あるが、昭和61年

度に会員各社か らヒア リングを行 って データ交換 の実態調査 と主 コー ドを調査

した。主 目的 と して は、いわゆる ビジネスプ ロ トコルの取 り決めを この石化協

の中でや りたい ということである。 しか し、業界関係者 は幅が広 いので 、前提

条件 と しては商社取引に絞 る とい うこと、それか ら合成樹脂 に限定す る という

こと、それか ら現在や っているデータ交換 、かっ受注か ら代金回収 まで とい う

形で絞 って調査 した。

それ で、62年 はそれ を もとに しなが ら、 この ビジネスプ ロ トコル案を作成 し

た。電子取引 に対す る認識 とい うことはど うい うことか といえば、受注社 、我

々メーカー、それ と商社 との間では、昔 は出荷デー タだけのデータ交換であ っ

たが、それを一連の流れで とらえ始 あたのがっい最近 とい うことであ って、 こ

こか ら電子取 引の よ うな形 にな って くるというのが我 々が考えてい るところで

ある。流れ的には契約 か ら実 際の支払 いまで、 この フローを前提 と していろい
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うなア ンケー トを行 った。 そ こでは、 このよ うな流れがあなたの会社で は取 り

入れ られますか とか、どん な問題が ありますか とか、 こうい うことをや ったと

きに実態 と して使 えます か とか、そ ういったア ンケー トを63年 に開始 し、今現

在進行中であ る。

したが って、基本 的に電子取 引 といった場合 に、 コンピュータ ・システム的

には上記の処理 をかみ合 わせなが ら処理 しよ うとした もので ある。

そ こで、本 日は電子取 引 に関す る問題点の提示 とい うことで 、そのア ンケー

トの結果を中心 に しなが ら石化協一般的 にどん なことを考え ているか とい うの

を報告す る。

石油化学工 業会会員 の うち、実際データ交換 をや って いるのは34社 中9社 、 こ

れが 当業界で は一般 的な ところである。結果の うち、 プロ トコルに関す る意義

につ いては、当プ ロ トコルが業界標準 とな るための問題点 とい うことを実態 と

い う形で報告す る。

まず、相手 商社へ の配慮 を してお り、当業界 内でつ くられ たプ ロ トコル とし

て先 ほどの電子取 引 とい う形 の流れにお ける、データ、項 目、運用時間等 を決

めたと して も、相手側 の商社が取 り入れて くれ るのか どうか といった ところが

問題であ る。

今回 は、対 商社 だけを行 った訳であるけれど も、商社 もその全業界同士でや

らない限 りは、我 々か ら見た場合、やっている ところとや っていないところが

で きる格好 にな るわ けで あ る。 これ もプラネ ッ トの方が ご発表 にな りま したが 、

全部が参加 で きれ ばいいか と思 うので あるが、全部でない場合 には全体 として

うま くや るのはなか なか大 変なのだ とい うことで ある。

それか ら、当石油化学工 業の計算機の使い方 とい うのは、大手の ところで は

30数 年た っている訳で 、各 システ ムとい うのは30数 年使い込んで きた。 従 って 、

イ ンタフェース となる各個 別の企業の コー ド体系等がすべて違 うので、全体が

整 うの は時 間がかか るだ ろ うと思 われ る。

もう一つ石化協の中での大 きなポイ ン トとして は、商社 との受注処理が後処
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理となるとい うことである。業界 の商慣習の ところに も書 いて あるが、基本的

には契約が後 にな って も、単価 の決定が後にな って も、物 は出す とい うところ

である。要す るに、 いわ ゆる電子取引 よりも実態が先行 して、後か ら追 いかけ

て くるとい うよ うな と ころが あるということであ る。電子取 引だけですべての

事務が賄え るよ うな業界実態 とい うか実務 にまだ なっていない ところがあ る。

出荷時の売上形状 は、大抵 の業界は相手先に着 いてか ら売 り上 げが立つ即 ち

お金が もらえ るとい うことにな るのだが 、当業界 は当社 の倉庫 を出た段 階で基

本的には売上計上 を して債権 が発生 するようにな る。

これ は何に関係 して くるのか にっ いて は、先方検量 フ ァイナルとい うのがあ

って、数量は後か ら決 まる とい うことであ る6相 手が1ト ン発注 して も実際出

てい くのは1ト ン強 出 して い くとい うこともあ ります し、実際 には相手の検量

データで決 まって きますか ら、990キ ロで決 まるとか、そ ういった こと もあ っ

て、電子取引での指 示の数量 と出て い く数量 とが若干違 うとい うこと、債権債

務が発生す る数量 と もまた違 うとい うよ うな点があ ります。

それか ら、当社 を出荷 して、相 手に届 いてか ら改あて売価 を決定 してい くと

い うところも若干 ある。 それ か ら、1件 ごとの取 引に契約 はないとい うのは、

基本的 には基本契約 のよ うな もの はあるのだが 、電話 とい うものを契約等 にみ

なすのであれば契約 はあるわ けだが 、文書で取 り交わ した契約、契約条項では

な く、単なるオ ーダーで物を とにか く動 かす 、優先 させ る、 こうい った業界で

あ り、そのような中で どのよ うに電子取 引を行 って い くか とい うのが石化協 の

中で検討 してい ることであ る。

それか ら,こ の 中で実務が現 実 どうなってい るの とい うことで 、当社を例 に、

一般的 には
、大体 このよ うな ものであるとい うことで報告 とす る。

電子取引 といった場合 、お金 だけ ということもあるが 、 ここで は物流 ・商流

・金流に従 って これ ぐらいの ことをや っている とい うことであ る
。

物流における電子 取引 とい う場合 には、端末直結ベ ースで は普通 入力で きな

いと思 うので、物流 の出荷 指図 、出荷報告 を入力 して もらう場 合には、端末 と
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い うよ りは専用回線 を使 って計算機 での直結ベースである と思 う。 これ は相手

が運輸会社 というよ うにお考え くだ さい。運輸会社 として も当業界か ら見 た場

合 には同 じような レベルの もの もあ る し、子会社 もあるとい う中で 、当業界か

ら見 た出荷指図 と向 こうか らの出荷報告 、これが基本原則の流れであ る。

それ か ら、金流 は一 つの銀行 と結んで 、その銀行に集中 させ るとい うと若干

違 ってい るが 、振込入出金 に関 して 自動化を どん どん図って い く。
』

委託加工 とい うの は、今後ユーザーとか いろいろな ところと結んでい く格好

にな るのであ るが 、計算機 、計算機の委託加工の依頼 とい うことであ る。

伝送手順 に関 してはい ろいろなパ ター シがあ り得 るので 、JCA、 全銀、独

自の手順 とい うことでや って いる。

問題点 と しては、 もう少 し具体的 とい うことで、現実に今 ここ半年 ぐらい経

つが 、起 こってい る トラブルを実業務部 隊か らヒア リングして報告 して いる。

伝送時間帯の調整 に時間 を食 ってい るとい うこと、伝送手順が いろいろ違 う

ので大変であ るとい うこと とか、 これは電子取引 とは直接関係 ない ことなのか

も知れ ませんが、実態を押 さえてみ ると考慮が必要 となる。

締 め切 り日程の調整 、休 日への対応の問題。

それか ら、漢字 コー ドが だんだんふえて、今 までは大体片 仮名でや って きた

が、漢字が 出て きます とメー カーによ って違 うとい うこと もあ る し、 自社作成

の外字 もあ ります けれ ども、それ につ いて相手 との調整が大変であ るというこ

とであ る。

それか ら、VAN業 者 を使 う時、 この前 の話のプラネ ッ トの よ うな企業を使

えば楽なのだが、逆 に言えばプ ラネ ッ トの中で これ に類 したことをや って いる

と思 うが、1社 、あるいは商社、相手先 ごとにいろいろなプログ ラムやフ ァイ

ル とかが整理 されているのか 、あ るいは整理 し、かつそれを直 し、個 別につ く

って いるので はないか と考えて いる。

初期 トラブルについて は、プログラム ミス等 は基本的にはあ ってはいけない

が 、やは り、初期にはあ り得 るので、い ろいろな意味での リカバ リー対策 を考
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えておかな ければいけないというよ うな ことであ る。

(質 疑 応 答)

種部委員 業界の商慣習 とい うところであ るが、業界、業界 によ ってそれぞれ

かな り特 色があ るなとい うことが感 じられ る。なかなか単価の決定がで きない

といいますか 、これ は間 々あ り得 る事で あ り、我 々の ところで もそ うな りかね

ない。 そ うなるといろいろな意味で問題 にな りますので、納入があ るまでには

単価を必ず決 める・とい うこと、 これは我 々の業界 ではかな り徹底 してい る。そ

れで もなおかっ もっと引 いて もらわな いといけない とい うこともあるが 、それ

は別の方法で とい うことにな っているので はないか と思います。

そ ういって も我 々の業界で まとめて い く上で も業界の定義 といいますか、同

じよ うな言葉を使 ってい るのですが 、微妙 に各社で違 ってお りま して、それを

す り合わせ るの に大変苦 労 したように聞いてお ります。

永 田委員 オーダーだ けで出荷納入 して しまうわけですか。

村上委員 素材産業で あるため、新規の取引 は少 な く、継続取引が ほ とん どと

な って いる。そ こで 、単価改訂時期であ ったと して も、数量が決定 したあ と、

す ぐ出荷指示を出 します。

永田委員 オーダーは書面で くるのです か。

村上委員 それ は電話 もある し、 ファ ックスもある し、それか ら当社 はや って

いないのですが 、会社 によ っては、商社 か ら直接電子取 引で入 って くるの もご

ざいます。

永 田委員 単価決定 はど うい う形式で され るのですか。事後 にな るとお っしゃ

ったのですが。

村上委員 事後にな るケースが総 てで はないが 、単価改訂は商社等 と、決定 し

てい きます。

永田委員 書面 はつ くられるのですか。
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村上委員 その段 階で はつ くります。

永田委 員 金流 にそれを回 さないといけませんね。

村上委員 書面 自身 は回 りませんが、過 月度 の売上デ ータの赤黒修正 とい う形

で システムがで きています。

例 えば石油化学工業協会でつ くった ビジネスプロ トコル(案)で は出荷 と請

求 とい うのが一緒 になって いますね。 とい うことは、先ほど も申 しま したけれ

ど、原則 と して の出荷即売 り上げ、 とい うことは出荷で請求書がで きるので す、

普通で あれ ば。単価 も何 もか も決ま って いれ ば、そのよ うにで きます。

ところが 、実 際は数量 はあ る未確定の部分が ある。 当方の検量で売上確定 も

あ ります し、向 こ う側の検 量 とい うときもあ ります。 これ は品 目によ ってまた

違 います。製品 によっては価格 が出荷時 に決 ま らない もの もあ るので 、大抵 の

会社か ら返 って きたアンケー トに対す る返事 と しては出荷 と請求 は分 けて ほ し

いと書 いてあ る。 また、 コンピュータ処理 システムと しては、出荷 と請求を分

けた処理 で も、それ らを同時 に行 なえ る処理 と してで も、どち らの システム も

作成す ることがで きるとい うことです。

永 田委 員 細 かな ことですが 、フローの中で注文確認 デー タとい うのがあ りま

すが、注文 デー タが入 って くれば一応 出荷指示 しなが ら、同時 に注文確認デ ー

タを流 す とい うことですか。

村上委員 相手 の商社か らオーダーを受 け取 りま したとい う 「確証」 とい うこ

とです。

永田委員 それ だけですね。

村上委員 そ うです。使 ってい る契約 マス ターの内容が同 じで あるとい う確認

を事前 に行 って いるとい う前提 です。

永 田委員 契約 は もう既 にあ って、受注が あ ったときに出荷指示 して しま うわ

けですね。

村上委員 そ うです。

永 田委 員 確 認デー タは契約成立その もの に直接 はかかわ って いない。 まさに
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確認 データと して伝 送す るわ けですね。

村上委員 商社 に確認 デー タがい って、相手が受 け取 った と言 ってオ ーケー し

て、それ に もとつ いて出荷す るとい うわけで はないとい うことです。

永 田委員 確認 デー タを入手 して初めて契約 の成立が どうこうとい うことでは

な くて、 まさに確認 のためだけであ る。

村上委員 ええ、商社用 とい うとおか しいです けれ ど、そ うい う意 味のデータ

です。

堀部座長 先 ほど電話 とか ファックスで もや っているということで したが 、電

子取 引 と電話や フ ァックスの受発注の割合 とい うのはどの くらいになる もので

すか。

村上委員 これはそれぞれの会社 によ って違 います。受注 とい うことで は当社

はまでや ってお りません。件数、金額 、数量 、どの項 目での割合を答え た ら良

いかわか りませんが 、商社 と電子取 引をや って いるところで3割 位 と聞いてい

ます。

室町委員 フローを見 ると右 か ら始 まるんで しょうか。取引条件 の商社側 の方

の入力か ら始 まってその支払 い とい う一番右下の方 までず うっと一連 で処理が

つなが っているよ うに見えるのです けれ ど、 これは途 中で コンピュータ系か ら

人 間系で切れ るとい うよ うなことは しないで、一連 に全部っなが っち ゃうわ け

です か。

村上委員1箇 ずつ に関 して は確認 とい うのは人間系です。例え ば受注確認修

正処理 というのが ございますが注文 デー タを商社か ら入手 して、受注確認修正

処理 というのが あるが 、この辺で や っている ことは例えば在庫が あるか ないか

とか、品 目、数量 は合 ってい るか とか 、当然そ ういう判断 は人間が行 います。

一 部 コ ンピュータを使 ってチ ェ ックして いると思います
。人間 と システムと両

方 のチ ェ ックです。

室 町委員 ず うっと流れてい くん じゃな くて、一度切 って……。

村上委員 ええ・切 りなが ら、切 りなが ら確認 して次へ進め るとい うことです。
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古江委員 決算 など会計の方 も機械化 されていて、 これ と連動す るよ うな形に

もちろん全部が これ と連動 す るはず はないで しょうけれ ど、な っている

んですか。 あ るいは全 くそ こは切 り離 され た形の もの なんで しょうか。

村上委員 これには書 いて いませんけれ ど、基本的にはな っています。ですか

ら、出荷請求の ところが ございますね。 この図 は石化協の図なので書 いていな

いが、住友化学 と して は出荷 と請求 は分 かれて いま して、出荷の売掛金DBと

い うのが請求段階でで きるか と思 います。 テ レビの画面を使 って、回収確定処

理 を経理が行 います。 次に出納 にいきま して、銀行か ら手形で入金 デー タが き

た ら、それ との マ ッチ ング、 コンピュータ処理 と人間による確認で実施 されて

いる。 データ的 には一連 の処理がっ なが っています。

古江委員 商習慣 とい うのがよ くわか らないのですが、例 えば、商いは3月 に

で きたけれ ど も、今年度の売 り上 げに立てないで、来年度 の売 り上げに立てよ

うとい うよ うなた ぐいの話 が多分 あるん じゃないか と思 うんですが、 こういう

ふ うに機械で処理 してい るとうま くいか ない。 や り方 はあるんで しょうけれ ど

・ ・ ◆..・

o

村上委員 そ うい うことはない。翌月のを先行 して物 を出 して しまうとい うの

はあ るので す。初荷 なんて い うのは明 らか にそ うなのですけれど も、倉庫か ら

物を出 して積 んで おいて1月 に出 しま しょうと。 これは12月 の売 り上げ にする

か、1月 の売 り上 げにす るか は出荷報告 をいっの 日付で入れ るかだ けなのです。

先 ほど出荷 指図に対 して 出荷報告 します と言 いま したが、その とき日付で もっ

て決めてい きますか ら、それ はいつか入力で きますか ら、今月の売 り上 げにす

るか来月の売 り上 げにす るか とい うのはで きます けれ ども、余 りそれを操作 し

たとい うの は聞いた ことないです。
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(村上委員資料)

1.石 油化学工業協会での活動について

(1)概 況

① 石油化学工業は石油や天然ガスを原料 として合成樹脂 ・合成繊維原料

・合成ゴム ・塗料原料 ・溶剤など多種多様な化学製品を製造する産業

② 協会加盟会社:34社

(2)ビ ジネスプロ トコル小委員会の活動

① 位置付け

灘 信委員会 一[ビ ジネスプロ トコル小委員会

データベース小委員会(10社)(14社)

② 活動経緯

61年 度

62年 度

63年 度

会員各社 にデータ交換 の実態調査 と主 コー ド調査

(前提条件:対 商社取引、合成樹脂 、 コンピュータ間のオ

ンライ ンデー タ交換 、受注か ら代金回収 まで)

BP小 委員会 に製品 コー ド・販売価格ル ー トに関す るデー

タ項 目調査の後 、モデル ビジネスプロ トコル(案)を 作成

会員各社へのモデ ル ビジネスプ ロ トコル(案)の 配布

評 価ア ンケー ト実施及 びモデル ビジネスプ ロ トコル(案)

へ の反映運用体 制(案)の 策定

③ アンケー ト調査結果

A.実 施会社:9社(/34社)

B.プ ロ トコル制定 の意義、効用及 び今後の展開

a.当 プ ロセ ス制定の意義、効用 および今後の展 開

・ 業界 の標準 と し
、積極 的PRす る

・ 自社 の システ ム開発/再 構築の標準 ・ガイ ドとす る

・ 業界VAN作 成時 のプ ロ トコル
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]
b.自 社の スタ ンス

・ システ ム開発/再 構築時の標準 とす る

・ 今後の システ ム開発/再 構築時の標準 とす る

・ 他社状況次第

・ 業界VANの プ ロ トコルと して採用 された場合 の対応

c.当 プ ロ トコルが業界標準 となるための問題点

・ 相手商社への配慮

・ 他の業界で標準 プ ロ トコルとな りえ るか(石 化協製 品以外 の処

理)

・ 自社 システ ムとの イ ンターフェース作 りに時間 ・金が かかる

・ コー ド体系が大 きく異 なる

・ プロ トコルのJIS化 に対す る懸念

・ 商社 との受注処理が後処理 となる

・ デ ータが冗長であ る。

(3)業 界の商慣習

① 出荷時での売上計上

② 先方 検量 フ ァイナル処理

③ 受注数量 と実績数量の差異

④ 出荷 後 ・納 入後 に売価の決定

⑤1件 ごとの取 引に契約 はない

2.住 友化学 での事例 よ り

(1)当 社 の現状

① 業務別

A.物 流(出 荷指図一 →出荷報告)

・ 専用回線 ・端末直結 ベース(31ヶ 所)

・ 専用回線 ・計算機 直結 ベース(6ヶ 所)
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B.商 流(出 荷報告 ・支払請求 ・支払)

C.金 流(振 込入出金)

D.委 託加工

② 手 順

JCA(6)、 全銀(7)、独 自(4)

(2)問 題点

① 伝送時間帯の調整

②

③

④

⑤

15商 社

1銀 行

1社

伝送手順(全 銀協 ・JCA)に よる操作方法 ・スケ ジュールの違 い

請求 ・支払デー タの締 あ切 り日程の調整(休 日への対応)

漢字 コー ド体系の違 い(自 社作成の外字 コー ド)

JCA手 順で漢字 コー ドへの シフ トイ ン ・シフ トアウ トが送信 で きな

い

⑥ 商社 ごとに管理 して いる繁雑 さ(プ ロ グラム ・JCL・ ファイル等)

⑦ 処理変更時での調整作業の労力が大 きい(消 費税等)

⑧ 伝送上での トラブルによる原因究明 と予防対 策

⑨ プ ログラム ミス等で誤 った処理 デ ータを送信 した時の リカバ リー対策

(初 期 トラブル)

以 上
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4.金 型 部 品(鈴 木委員)

電子取 引とい う面で見れば、当社 の場合 はどち らか とい うと、商社、 メーカ

ーとい う垂 直型 に近 いパ ター ンではないか と思 う
。 まず、当社の商品 と特徴 を

少 し紹介 して、その上 で説明す る。

今回電子取引 に係 る話 は小物部 品であ る。 この小物部品を対象 に商社 と当社

との間で電子取引をや っているとい う状況 を報告す る。

当社 は静 岡県の清水 市に本社を置いてお り、国内の金型 関係をや って いるメ

ーカー、大体1万2,000～1万3,000社 をエ ン ドユーザ ーとして持 ち、全国的に

販売 している。工場 は清水市 と兵庫県 の三 田市 にあ り、 もちろん工場 間のネ ッ

トワー クも組んでい る。それか ら、商社 の方 も東京 と兵庫県 の三 田市の方に出

荷セ ンターを持 ってお り、現在 ここの4ヵ 所全部 ネ ッ トワー クでつなが ってい

る。

当社 の商品 は多品種 少量であ って、種類が大体15万 種類か ら20万 種類 くらい

あ り、 しか も現在 ワ ンロッ ト3個 か ら4個 くらいで ある。 かつ 、単価が非常 に

安 く、大体平均 して1個800円 くらいの単価で や って いる。 この よ うな商品な

ので どうして も在庫が で きず、従 って、オーダー メー ドでや って いて、なおか

つ納期が2日 とい う非常 に短い納期で物 をつ くっている。

その意味で、早 くか ら、14、15年 前か ら電子取 引とい うことを手がけてい る。

当初はテ レックスを使 い、2、3年 や っていたが 、ど うして も効率が悪 いとい

うことで計算機を導入 し、それか ら約10年 少 し経つが、ず っと電子取引を行 っ

て きて いるという状況で ある。

現在の システムはど うなっているか とい うと、章末の資料の通 り、標準部 品

の システムのよ うな形で現在や られ ている。ユ ーザーが1万2,000か ら

1万3,000社 いて、 これが商社 の各営業所 にフ ァックス、電話 、それか ら一部

はVANを 使 ったネ ッ トワークで受注情報が入 って きます。 それを各営業所 に

商社の本社の端末が全部据えつけてあ りますので 、そ こに入力 して、商社の計
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算機の中で当社に送 るもの をそこで選 別 して、1日3回 バ ッチで情報 を提供 し

ている。その情報を もとに して当社で生産指示、 もしくは直接CNCと い うか 、

自動 的に加工で きるNCシ ステムの方 に持 って いきま して、2日 目で出荷 をす

る。出荷 した情報 は もちろん計算機を通 して商社の本社の方 に情報 と して提供

してい く。物 は宅急便や宅 配便 とい うものを利用 して、配送 セ ンター も しくは

エ ン ドユーザ ーの方 に直接 送 るとい うよ うなや り方 を している。

簡単な受注情報のや りとりと しては、商社の方 か ら受注デー タ、 これ は日次、

大体2,000件 か ら3,000件 、1日 に入 って くるが 、 この受注 デー タを もらって、

当社の方で生産指示を出 した りす るわ けであ るが 、そのほかに変更やキ ャンセ

ルの情報は常時送 って いて 、これ も一部計算機 にの っている。従 って、変更、

キ ャンセルデー タも常時計算機の中に入 って くる。 その中で生産指示を常時変

えるということをや って いる。

出荷 も日次で あるので、毎 日出荷 データ、納 品デー タ、これを商社の方に送

るとい うことを している。

あと月次で請求 、支払 い等をや っている。 これは一応フ ァックスで確認を し

ている。計算機 か らは、また他の どこかで 出て くるか もしれないが、なか なか

請求金額がお互いに合わ ないという状況が時 々起 きるので、一応 ファ ックスで

確認 を してや るとい うことで ある。支払 いは銀行を介在 しま して現金で振 り込

んで いるとい う状 況である。

それか ら、1日2,000～3,000件 の情報 をや りと りをや ってい るので、ど う

して も問題が多少出 る。 それ か ら、キ ャンセルや異常 とい う処理 はこれ も計算

機上で はなかなかで きないので 、大体担 当者が電話で処理 をや って いるとい う

状況で ある。

デー タの確認等については、通信回線上 の ミスがな い限 りは問題ない とい う

ことで 、通信回線 で問題が あるか どうかの受発信の ときのチ ェックをや る程度

で、それ以外 は全 くや っていない。

当社 の計算機の中の経営管理 システ ムの概要 にっ いて は参考 まで にとい うこ

一49一



とでっけてある。

生産 管理用情報 は、今回の電子取引 とは直接関係 ないが 、実 際に生産管理 で

このよ うな形で使 っている とい う資料であ る。

それか ら、その次が受注明細 リス トとい う形で、実 際に87年7月 の受注デー

タの一部であ る。 こうい う形で商品が15万 か ら20万 種類全部が記号化 されて行

われるので、一応計算機 に非常 にの りやすい状況 にな って いる。

それか ら、 コンピュータの処理、 日常 や っている内容を ざっと書 いておいた

が、 この ほかにいろいろ生産管理用 に一部かな りや って はいるが、大体 こん な

形で 日常処理を している。

こん な形で当社 の商品 は実際に電子取 引をや って いるが、現実 には現場 サイ

ドか ら見 ると売 り上 げがあわ ない とか、それか ら、 出荷本数が うま く合わない

とか、それか ら、最近 はめ ったにないが 、 システムダウ ンが起 きた ときの問題

とか、10数 年 や ってお りますのでいろいろな問題を 日常 抱えてい る。私 ど も10

数年や って きた中で ほとん ど経験知 というか、慣例で大体処理 してい るとい う

よ うなや り方 を して いて、売 り上 げが合わないとい う場 合には概 略で足 して2

で割 るとい うよ うなや り方 を してみ たり、それか ら、特 に システ ム変更の場合

にはお互 いに費用分担 しよ うとか、 システ ム変更をす る場 合、逆 に相手の責任

がかな り大 きい場合に は若干 費用を持 って もらうとか、我 々が持 つ とかい うよ

うな形でや って いる。

それか ら基本取引については別個に基本取引契約書 とい うのを実 際に作 って、

1計算機上で は取引価格関係 は対象 と して扱
ってない。 そのよ うな ところが私 ど

もの状況であ る。

(質 疑 応 答)

1

堀部座長 いかがで しょうか。標準部 品の場合の電子取引 といいま しょうか、

石油化学業などに比べ ると大分違 うので はないか と思 うのですが 、注文が きて
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それ か ら出す とい うことですか ら、確実な面 もあ るわけですね。確 がにこの後

ろか ら先程の話のよ うに、受注 はふっ う数本 とか こうい う範 囲なんですか。

鈴木委員 そ うです。

堀部座長 そ うす ると、2日 間でつ くるわ けですか。

鈴木委員 そ うです。非常に納期 を短 くで きるとい うのは、通信が発達 して電

子取 引がで きるよ うにな った大 きなメ リッ トだとは思 ってお ります。

堀部座長 こ うい うシステムを入れ る前はど ういうふ うにされていたので しょ

うか。

鈴木委員 最初 の ころは電話受注 をや ってお りま して、それか らテ レックスに

変えたのです けれ ど、テ レックスは効率が悪い とい うことで、それで、2 、3

年 していわ ゆる計算機 のオ ンライ ンというや り方 に変えてい ったのです。

堀部座長 それで時間的にはか なり短 縮で きたわけですか。

鈴木委員 そ うです。14年 くらい前 は納期が12日 でや ってお りま した。それが

現在 は理 由はいわ ゆる電子取引だけで はないのです けれど、社内のLANの 効

果だ とかいろいろ効果があ りま して 、今 は2日 でで きているとLXう 状 況です。

堀部座長2日 でで きてい るというの は、注文 を受 けて、つ くって、納 めるま

で2日 ということです か。

鈴木委員 エ ン ドユ ーザ ーに着 くのは3日 です。配送 日が1日 あ りますので、

エ ン ドユーザーに着 くのが3日 で 、私 ど もが受注を受 けてか ら、私 ど もが出荷

す るまでが ち ょうど2日 とい うことです。

種部委員 これ は貴社 の社 内の売 りの方なのですが 、資材の調達 の面で もこう

い うことをや っておいでですか。

鈴木委 員 資材 はハ ーフメー ド式に してあ りま して、中間在庫 を持 ってお りま

す。 中間在庫 は半月 くらいのサイ クルで回 るよ うに してあ ります。ですか ら、

資材の方 は多少時間的余裕 があるようにはつ くってあ るわけです。

古江委員 ユ ーザーか らの注文が特別仕様 の場合 に も同 じこのルー トでや って

いるのですか。
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鈴木委員 特別仕様 の場合 は、ユ ーザーか ら特別注文が入 った場合には、オ ン

ライ ンでやる場合にはVANを 使 ってIBMの ネ ッ トワー クを使 って入 るよ う

にな っている。 もう一つ はフ ァックスでや る場合 と2種 類で きるよ うに してあ

る。私 ど もの場合、特別注文 というのは大体 図面で注文をいただ きますので 、

図面をCAD情 報に直 しま して、それで オ ンライ ンで ライ ンに流 して実施す る

というや り方を しています。

古江委員 自分の ところの技術 とかいろん な もので受 け られ る もの とか受 け ら

れない もの とかあ りますね。

鈴木委 員 あ ります。

古江委 員 それ はもちろん途中の段 階で 人間が判断す るところはあ るわけです

か。全部機械で流れてい くのですか。

鈴木委 員 最初に商社 さん と概要を決 めておいて 、大体 この範囲はやれ るとい

うことで決 めてあ ります。ですか ら、大体無条件で入 って くるよ うにな ってい

ます。

大野委員 契約の話ですが 、小 さい ロ ッ トで契約 なさるとい うことですが、包

括的な契約み たいな ものはおっ くりになるのですか。それ とも、その場単位で

行 うのですか。

鈴木委員 最初に単価 を決めてあ りま して 、 もう金額折衝は一切な いのです。

ですか ら、何本だ った ら幾 ら、何本 だ った ら幾 らとい う決め方を してあ りま し

て、それで無条件 で金額が決 まって しま うとい うや り方を して います。

大野委員 製品について カタログが決 まっているよ うな形 で、それで選 んで発

注 しているわけですか。

鈴木委員 そ うです。ですか ら、ユーザー も金額が入 っているカタログを見ま

して、私 ど もと商社の間 もカタログが決 まれ ば値段が決ま るよ うに最 初か ら契

約 して あるわけです。

永田委員 受注デー タが入 った らす ぐ生産が始め られ るのですか。

鈴木委員 はい、さよ うで ございます。
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永田委員 そ うす ると、 この破線の データ通信上の ミスの確認 とい うのは何か

トラブルが あ った場合だけなのですか。.常に何 か一応 は伝送 され るん です か。

鈴木委員 伝送 して、そのデータを受発信 しているときだけ確認 して い る。で

すか ら、通信回線上の トラブルがな い限 りは無条件で動いて しま うよ うにな っ

てい るのです。ですか ら、確認 データを全部受 けて、商社 さん のフ ァイルをの

ぞ きにまで はい って いないのです。ですか ら、仮 に入力 ミスが あ った り商社 さ

んの中のフ ァイルが間違 っていた りした場合 は、それはそのまま動 いて しまい

ます。

永 田委員 そ うい う確認で はないのですか。

鈴木委員 はい。

永 田委員 通信回線上ち ゃん とい って いるかだけですか。

鈴木委員 はい、通信回線上だ け トラブルを チェック してい るだけで す。

椙 山委員 商社 と駿河精機 の間でお金 を決済 して、商社 とユーザー とで決済 す

るのですか。 それ と もコ ミッシ ョンみ たいな ものですか。

鈴木委員 商社 さん とユーザーさん は独 自に決 済 しま して、我 々と商社 さん と

は独 自の決済 とい うや り方です。

椙山委員 直接ユ ーザー との間で決済す るとい うことは何に もないわけですか。

鈴木委員 ないです。.'.・ 二 ・'

椙山委員 少 し変 な質問ですが 、商社の介在意識 とい うの はシステ ムがで き上

が った後で ど うい うところが一番で しょうか。

鈴木委員 どち らか とい うと商品企画 とかユーザーニーズを引 っ張 り出すのが

商社 の仕事で 、我 々の方 はどち らか とい うとつ くる専 門とい うよ うなや り方 に

な って お ります。

古江委員 営業 とい う役 目を して もらえ る。

鈴木委員 そ うなんです。ですか ら、私の方はどちらか とい うと、 この商品に

関 して は、全 く営業はないのです。

室 町委員 変更キ ャンセルデータが余 りだ くさんあ って は困 るわけで すけれ ど
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も、流れて きて、受 注データが入 るともうそれが生産の方 に入 ってい く。 それ

で変更 キ ャンセルデー タで とめ られ る期 限 とい うのがあ り得 ると思 うのですが 、

そ うい うことに関 して は商社 との間に当 日中で あれば認 めるとか、何時まで で

あれば認 めるとか、そ うい うよ うな取 り決め とい うの は して いるので しょうか。

鈴木委員 生産工程を概略4工 程 に分 けてお りま して、その工程の どこにその

商品がかか ったか によ って何%と い う決 め方 を してあ ります。

室町委員 それ は約束事で 、いろいろな段 階の うちの ここにあった らもうキ ャ

ンセルは認 めない よとい う形でや ってい るわけですね。

鈴木委員 そ うです。途中工程だ った ら半分 くださいよとかい う形で4段 階に

分けてあ りま して、最初の段階 は加工 していない段階だか ら、 これ は もういい

で しょうとい う段階です。 それか ら、途 中過程 を三つ に分けて いま して、それ

によ って何%と い う決め方 を してお ります。

室町委員 その受注 データに して も変更キ ャンセルデータに して も、商社か ら

メーカーに送 られ る形 にな っていますが、実際は取 りにい っているわ けですね。

鈴木委員 私 ど もが取 りにい って います。

室町委員 変更 デー タにっいて も取 りにい ってい るとす ると……

鈴木委員 変更 デー タだけは向 こうか ら送 って きます。

室町委員 それで チ ェックはで きるわけですか。

鈴木委員 はい、そ うです。
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生産管理に用いる主な情報

ユ ー ザ
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当
一57一

図3.2-35

製 品 グループ

売 上 表

図3。2-36

営業所別

売上統計



5.繊 維 産 業(渋 谷委員)

商事会社の立場で いろい ろ企業 間の情報ネ ッ トワー ク化を過去進めて きて、

その中で特 に業界 と して一番複雑であ ると言 われ ている繊維業 界に例を とって、

現在 の状況、実情を報告 させていただ く。

一口に現在流通の情報化 とい うのが業界の中で大 きな話題 を投げかけてい る

が、 とりわけ繊維業界で現在 どのよ うな問題点が あるか とい うのを簡単 にま と

めてみ ま した。 これ は端的 に説明す ると、業界の中が大 きく三つに、いわゆる

川上 、川中、川下 とい うふ うに業界が分かれてい る。川上 とい うのは素材 を中

心 に した原料段 階、川下 は小売店 あるいはアパ レル とい った2次 製品の業界 、

それか ら地方産地 とか、あ るいは織 り、編 み とい うよ うな生産拠点が全国 にあ

るわ けであるが 、そ うい った ものを川中 とい うふ うに大 き く三つに分 けて いる

が 、その3分 野 に対 して現在情報化の波が押 し寄 せて いる。

川下で は小売店あ るいはスーパ ー等を中心 に しま して、現在POSシ ステ ム

というのが非常 に進展 している。その関連で受発注のオ ンライ ンが広が りつつ

あるとい う事で、特 に卸売業 に対 して非常 に影響が大 き くな って いるわけであ

る。

一方
、川中に対 して は逆 に川上 の方で は主 と して大企業が多 いわけであるが、

紡績あ るいは合繊 メーカー、あ るいは総合商社 というところで は別途企業 間の

データ交換が進んで いて、合理化 もかな り進捗 している。 そ ういった大企業の

関係か ら全国の繊維 産地に対 しては、いい意 味で の系列化 という観点で産地の

コンピュー タ化が逐 次進みつつ あって、 こうい う周辺 に物流企業が存在 して、

川上では逐次そ うい った電子化が進捗 している。一番問題 は川 中の ところに対

しては上か ら、あるいは下か らとい うことで情報化の波が押 し寄せて くるが、

卸売業 、あ るいはアパ レル、繊維製品 といったと ころは中小企業が非常 に多 く、

全国に何万 とい うよ うな企業が存在 して いるわ けであ る。 そ ういった関連 で現

在業界の一番 の問題 は こうい った川上 、川中、川下 とい うのを垂直的にネ ッ ト
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ワークがで きないであろ うか と、こ うい うのが従来か ら話題にな っている。

現 在進展がかな り見込 まれ るの は全国の地方産地 であ って、今年度は一部通

産省の方か らの繊維施策 とい うことで、全国 に繊維 リソースセ ンター というの

がで きることにな ってい るが 、こ うい った施策を受 けて産地の方 は逐次進んで

い くであろ うと思われ る。

しか し、一方、川中における卸売業、 もしくはアパ レル、中小企業 といった

ところは施策の支援 とい うとい うことを考えてみて も数が とにか く多いか ら、

なかなか一律 にい きに くい とい うことで、 これは現 在のところ引 き続 き業界の

中の問題点 とい うことで大 きな課題にな ってい る。

一方
、商社 と してはど ういうふ うに これ に対応 して きたか とい うことであ る

が、当社が これまで進 めて きたネ ッ トワー クの対応 を示 してあるわけであるが 、

やは り当社で も業界 と同 じよ うな ステ ップにな って お り、最初 は川上の合繊 メ

ーカー、あ るいは紡績 といった ところと取引が電子化 されお り、 これ はおおむ

ね昭和54年 ぐらいか らスター トして、大企業 との取引では大体6、7割 方既 に

電子取引化 され ている。逐次 これが産地の織布あ るいは染色 とい うよ うなと こ

ろに広が ってお り、今 ち ょうどそのあた りが拡大の段階にな っている。

それで、だんだん こうい った川 中、川下になるに従 って難 しくなって きて 、

難 しいとい うの は技術的な面でいわ ゆるシステムが難 しい とい うこと もあるが 、

それ よ りももっと難 しいのは、業界慣習 とか取引の標準化 とい うよ うな ところ

が整備 されに くいということで、'一つ特筆すべ き点 は、っい最近であ るが 、ア

パ レル産業協議会 と百貨店 協会 との間で伝票の標準化が一応話が まとまったと

いうのが本年当初 にあ って、 これ は一つ前進であろ うとい うふ うに受け とめて

いる。

それか ら、商社段 階では別途海外 との取 引についてのネ ッ トワー ク化が進ん

でいて、特 にこれは債権債務関係が中心 であるが 、一部電子化が開始 されてい

る。 こうい うステ ップにな って いて、ち ょうど業界 の状況 と大手商社の抱えて

いる問題点 とはほぼ共通 と見て いいのではないか とい う状況であ る。
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先般繊維産業の情報 システ ム化 の現状 と課題 とい うことで、 もう一昨年 にな

るが、他の委員会で まとめた資料 もある。

最後 に、現在の問題点を一応ま とあてみ ると、第1点 は、実需 に直結 するた

めの川下か ら川上 までの一貫 したネ ッ トワークとい うのがまだ業界にで きてい

ない。 これを どうや って達成するか というのが大 きな課題で あって、特 にその

ためには業界の中での商品 コー ド体系等を標準化す るとい うのが不可欠で ある。

この点が大 きな課題の第1番 目で ある。

それか ら、第2番 目と して は、特 に最近言 われてい るが 、広 い意 味での電子

取引になるが、いわゆ るデ ータベ ースとい うものの活用がか な り関心 を浴 びて

いる。 これが活用 され ること、情報収集 と利用体系 もしくは業界の商品分類等

の整備が まだなされて いないので 、こうい った点が大 きな課題になる とい うふ

うに言われている。

それか ら、最後 にな るが、業界全体 と しての取 りま とめ というよ うな リーダ

ーシップがなか なか とりに くい業界であるので
、やは り行政等の支援 とい うも

のが特に求め られて くるので はないか とい うよ うな ところが大 きな現状の課題

だ と思われ る。

(質 疑 応 答)

堀部座長 海外客先 とい う、先 ほどのお話で はまだあまりないよ うですが 、海

外 との関係 というのはます ます緊密化 して きてい るという現状 なので しょうか。

渋谷委員 最近特 に先進国 に限 らずNIES諸 国等の取引が非常 に活発化 して

お ります。

しか しなが ら、現状 まだ まだ取 引の前提 にな ります機械化 といいますか、そ

うい う面がお くれてお りますので、現在海 外では例えばニ ュー ヨー クとか ロン

ドンとか いった私 ど もで海外 支店が ございますが 、まずそ ことネ ッ トワー クを

しま して、契約、売 り上げ、仕入れ ぐらいまでが電子化 されて いる。 こうい う
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状況にな ってお ります。

堀部座長 海外 の場合です と、それぞれの国 とか、アメ リカです と州の法律で

契約法な ど も違 いが あるわけです。 そのあた りは システム上 は恐 らくうま く組

み込む とい うのは難 しい と思 うんですけれ ども、その辺 の法の違 いのよ うな も

の についての手 当て というの は何か され ているんで しょうか。

渋谷委員 実際問題 はまだそ こまで踏 み込んでお りませんで、社内取引の形態

をその まま電子化 した。 これか ら客先の問題が次の課題になって くる状況で ご

ざいます。

種部委員 ほかの商社との相互乗り入れのような 業界全体 とい うの はこ

れか らで あるとい うお話 しだ ったのですけれ ど、ほか との乗 り入れ とい うのは

ないので しょうか。

渋谷委員 これ は大変痛い質問で ございます けれど、実際に横の連絡がで きて

お りません。 ただ、海外関係で は例えば輸入等で伝票の標準化をや るとか、そ

うい った成果 は上が ってい るのですが、国内に関 しま しては残念なが らそ うい

う場が実 はございませんので 、この辺が大 きな課題で ございま して 、現状 まだ

その糸 口がで きていないとい うふ うに考 え られ ます。

堀部座長 ここで業界特性 とい うことを言われているわけです けれ ど も、 これ

までいろいろ見てまい りま したが 、ど うい う点が特性 とい うんで しょうか、比

較 してみて その点いかがで しょうか。

室町委員 返品 とか値引 き とか、 システ ムにの りに くいものが 出て くるとい う

ことはあ り得 ま しょうね。

堀部座長 繊維の場合 そ うだ とい うことですか。

室町委員 はい。

玉生委員 商品が途 中で形が どん どん変わ って くるとい うところが の りに くい

ところで 、何か最近 アメ リカで はアパ レル業界で受発注ネ ッ トワー クをつ くろ

うとい う動 きがあ るよ うです。 これ はまた聞 きで私 もよ く知 らないので すけれ

ど、何 しろ この商品が売れ るとい うことで、で はさ らに追加注文 しよ うとする
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と6ヵ 月あるいは10ヵ 月 ぐらいかか って しま う。 その間にNIES関 係の安 い

ものが どん どん浸食 して くる。それで、 シーズ ンが終わ ると山積み安売 りキ ャ

ンペー ンを必ずや る。それは日本で も同 じです けれ どね。

そ うい った業界全体の大 きな損失 を何 とか しなければいけないとい うア メ リ

カの産業の防衛的な意味合 いで動 き出 して いるというふ うに聞 いています。

渋谷委員 今のお話 の とお りで して、ち ょうど3、4年 前だそ うですが、 ビッ

クスというアメ リカのバーチカルな グル ープがで きま して、そ こでいわゆる標

準化ですが、業界 の中を通 じてのまず フ ォーマ ッ トの体系 を整えた。 ただ 、逆

に見 ます と非常 に進 んでいると言われ るアメ リカで も3、4年 前 ぐらいによ う

や くで きた とい うことも言え るわ けで して、 日本 は最近刺激を受 けま して研究

をようや く し出 した とい う事実が ござい ます。

それか ら、室 町先生がお っしゃいま したよ うに、返品 というのが繊維 は一番

激 しく、一番 の問題点 はやは り末端の特 にバイヤーにお ける契約条件が非常 に

不明確 である。 メ ンバ ーの中に百貨店はい らっしゃらないと思 うのです けれ ど

も、百 貨店 の契約 とい うのは文書契約 にな りませんので、実態的 には委託 に等

しいとい うことで、売れない もの は返品 となる。 こういう業界慣習が長年残 っ

てお りま して 、この辺が実需直結 の受注生産方式がなかなかで きに くい。 そ こ

に見込み生産が出ま して、先 ほどのお話の よ うに在庫 にな ると見切 りとい う、

こうい うリスクがっ きまとうとい うのが大 きな特性 だろう と思われ ます。

室町委員 私が灰 聞す るところでは、繊維 というのは色 と、それか ら糸の種類 、

化繊か合繊か、その他 もろ もろの種類、それか ら織 り方 とかそ うい うので品種

が数十万か ら数百 万に及ぶ とい う、その商品の関係で非常 にコ ンピュー タ化 に

は親 しみやすい といいますか、 コンピュータの導 入による効率化が図れ る分野

であ るとい うふ うに伺 っていたんですけれ ど、初期 の導入の点ではそ うい う効

率化みたいな もの はか な り影響があ ったので しょうか。

渋谷委員 お っしゃる とお りで ございま して、 この文章 に も書 いてあ りますが 、

当社の例で い きます と、繊維部門のデー タ件数が全社の約60%ぐ らいを占めて
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いる。 当時売 り上げが10数%ぐ らいで ございますか ら、データ件数 とい うのは

全社 の大半を 占めていた。 その意味で は合理化 メ リッ トが非常にあ りますので、

早 くオ ンライ ン化の導入 が必要やむを得 ざる手段 とい うことで取 り上げ られた

とい う点 はございます。

ただ 、その効果が 出ますのが大企業同士 の取引です と投資効果が あ るんです

けれ ど も、だんだん これが川中、川下 へ広が ります と業者件数が多 くな ります

ので 、開発にかける投資が非常に回収 しに くいとい うところが これ か らの大 き

な問題 点であろ うというふ うに考 え られます。
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(渋谷委員資料)

業界特性 と企業間情報 ネ ッ トワー クの事例

1.業 界特性の把え方

一 繊維業界の例

2.商 社の企業 間情報 ネ ッ トワー ク

3.現 状の問題点 と課題

添付 資料 一一一 別紙 一1流 通情報 システム化 と繊維 業界の対応

別紙 一2繊 維部 門企業 間 システム ・ネ ッ トワーク
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別 紙 一1

図 一1

POSシ ステ ム進展

受発注オ ンライ ンの進展

流通情報デー タサー ビス

↓

卸売業への影響 ・対応

アパ レル ・繊維製品企業への影響 ・対応

↑

流通情報 システム化 と繊維業界の対応

*

*

小 売 業
→ 専 門 店 等

システム化

産地企業間 システムネ ッ トワーク化

※

<

↑

繊維産地 コンピュータ化

↑ ＼

糎・甦r⊇[亘 】 一

※ … 急速 に進展 してい る所

*… 大 きな変化 を受 けている所
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別 紙 一2

図 一2繊 維部門企業間 システム ・ネ ッ トワーク構 想

国 内 海 外

合繊

織布

アパレル企 業

卸 ・ 問 屋

/

/
/

海 外 客 先
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6.運 輸 業(関 田委 員)

最近の宅配業界、一般 的には物流業界ではだんだん とバ ッチ処理 とい うよ り

か、オ ンライ ンリアル タイム化 、 リアル化処理がふえて きつつあ る。 こうい う

傾 向にあ る中で、だんだん とお客 さまとの接続 とか、社内の品質管理 とかいろ

いろな ことがあ る。

それで、荷物追跡 とい うのは伝票 ナ ンバーさえお届 け願 えれば、'そこを中心

に当社が全部管理 してるので 、20日 間の中で あれば3秒 で お答えす るとい う意

気込みでや ってい る。荷物 の流れの中で関所 を設 けて、全部伝票バ ンナーをバ

ー入力で こす っては東京の ホス トコン ピュー タに入れ る
。世 田谷の火災 ケーブ

ルで懲 りたので、大阪 に一部バ ックア ップのホス トを持 たせて いるのですが 、

とにか く伝票 ナ ンバ ー中心の管理であ るとい うご理解 でお願 い したい。

情報 先導 型 とな っているが、要は荷物 を送 る場合に、 こういう荷物が行 くと、

先 にコ ンピュー タで相手先の店に連絡 してお くと、相手の方で来た荷物 につ い

て着いた、着 かないとチ ェックする。特 に大変なのは コンペをする ゴルフのバ

ッグだが 、 ご自分の荷物が着かない と大変だか ら、 これは もうとにか くお客 さ

まに しか られ る前 に探 して しまお うとい う仕組みであ る。

それ か ら、代 引 き即 ち、 コレク トとい うものが最近 商い取引でふえ て きて 、

これ もやは り運賃 というよ りもむ しろ品代金だか ら、運賃 と比べて高 い し、幾

らの荷物が行 くと先 に情報を送 っておいて 、それで着側の方で待ち受 けていて

っぶ して いる。

その次の引 っ越 し予約 とい うの も、 これ は当社の特殊 な引 っ越 しで あ って、

普通引 っ越 しとい うと貸 し切 りで朝か ら晩 までかか って1回 で終わ りと、こ う

い うことだが 、最近 当社は、1回 の貸 し切 りの値段 とほぼ同 じで何回で もや る。

何回 もや るとい う意味 はど うい うことか と言 うと、暇 なときを見つ けて 、冬物

を先に送 ってお く、夏物 は後で いいとか、 こうい うよ うな ことで1回 の引越 し

を数次送 り、数 回送 りとい うよ うなこと も行 う。
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そ うい うのはいわゆ る発店 、着店、中の運 行店 とい う、いわゆる組織でや る

か らで きるのです。そのかわ り欠点 もあ るわけで 、お客 さまといろいろスケジ

ュールを組 む ときに、今までだ った ら自分の店の ことだけ考 えて いれば、あの

運転手 は休 みだが代 わ りが いるか ら大丈夫 であるとかわか るのです けれ ど、相

手先の、東京の店で す と、大阪の着 店の事情がわか らないか らうかつ に返事が

で きない。す ると契約 で きない とい うことになるか ら、全国の引 っ越 し関係の

運転手 とカ＼ バイザー とか、車 とかいろいろな情報 を全部 、 これ はNTTの ホ

ス トに入れてあ り、そ こでいつ ごろ このよ うな仕事 をや りたいので、つま り大

体3DKと か4LKと かそ うい うよ うな情報を入れ る とその 日で きるか、全関

連 をホス トが調べて回答をする。 ホス トがや ると決 めた らそれ はどうして もや

ると決め る。一種の リザ ーブで ある。予約 システムとい うことで、 これ はお客

さまの家の方 とは全部電話でや って いるか ら、 これ は電子取引 とは言え ないが、

社内の連絡 システ ムであ る。

その次に国内外連絡運輸 というあた りにな って くると、そろそろ当社の コン

ピュータとお客 さまの方 の コンピュータとっないでお互 いにや って いる。国内

外の連絡運輸 とい うのは、宅急便 です と四国 とか北陸地方 、福井県 、一部が他

会社で あ って、そ こは全 く当社 と同 じ端末機を持 ってや っているので、 これは

接続 とも言えないが 、名義人が他会社だ とい うよ うな ことで ある。

それか ら、海外で はUPSと い うアメ リカの一 番大 きな宅配業者があ り、そ

こがIBMの システムでや っていて 、当社 は実は富士通 の システ ムで、 これを

国際的 にどうや って結合するか とい うことで、実 は大変 な苦労を している。 こ

の所に このよ うな形の荷物を送 ります と外国の相手 にあ らか じめ送 る荷物の情

報を流 してお く。プ リアラー トとい うシステムで 、あ らか じめ警告 してお く…

…
。 海外で もこうい う荷物を送 ります とい う明細を送 ってお くと、情報を得た

方が非常 に助か る訳で ある。

それ まで情報 は何 もな くて、い きな り目の前 に荷物があ らわれてか ら輸入手

続をす る。通関手続をす る。 そのため に1日 かか って しま う。それか ら、また
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忙 しいですね。 目の前に荷物が来 てか ら短時 間に勝負 とい うの は難 しい。 あ ら

か じめ電子情報で送 ってお くと、その電子情報 をす ぐ当社 の例えば伝票 にどん

どん転換 して打 ち出 して しま う。

それか ら、また書類審査で通 るとい うもの もかな りあ る。通関手続 をあ らか

じめ通せ るものは通 してお く。そ うす ると着 いた ものを次 々運 べる。 これで1

日違 う。 この様 な ことで時間的に最近助か っている。

あ とは逆 に今度 はこち らで配達 した り、外国等で配達 した りす ると、今 まで

は何 に も言 わな くて 、問 い合わせのあ った ものだけお互いに相手の国に聞 いて

答えよ うとい うことであ ったのが、今 はお互 いに配達 した ものは全部相手 に知

らせる。アメ リカか らの もの も、 きの うニ ュー ヨー クの ス ミス というサイ ンで

もって配達 した とい うよ うな内容が全部電子情報で きているので 、国内の問合

せ と同 じよ うな感覚で アメ リカの配達状況 もお答えで きる。 こういうよ うな こ

とである。

その次の顧客 と銀行の接 続、 この辺が先ほど来の皆 さんのお話を伺 っている

と一番の中心 になるケー スと思 う。 ただ、未発達であ って、いわゆ る受発注 と

い うような太 きなっなが りというのはまだあま り見えない。実 際は、ど うい う

ことか とい うと、例えば荷物をある倉庫か ら出す場合、昔 は運送会社 の方か ら

書類を とりにいったわけで、大 きな会社の場合 は、書類を とりに行 って、出荷

指図書のよ うな ものをた くさん もらって きて、今度 は荷物が 出る大 きな倉庫会

社 に行 き、そ こで初めて出荷指図書 を提出す ると、少 し待 た されて、荷物が そ

れか ら出て くる。

ところが 、今 日、それをや っていたのでは時 間がかか るとい うので、最近の

や り方 は出荷情報を運送 会社 の方へ伝達する とか、当社のホス トコンピュー タ

経 由で倉庫 な ら倉庫 の方へ情報が行 って しま う。だか ら、当社の者は倉庫 に行

けばす ぐ出荷 して もらえ る。 この場合、情報の流 し方に もまだ未発達 分野 もい

ろいろあって、オ ンライ ンでや って いるところが一番進んで いるのであ るが 、

MT渡 し、 フロ ッピー渡 し、現物の書類渡 しといろいろな連絡があ って、それ
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でホス トコンピュー タの方で処理す る。ただ、 ホス トコ ピュ一 夕の方には普通

顧客の名前や住所 、それか ら品物のお客さまと契約 した ファイル、顧客 コー ド

とか品番 コー ドのよ うな もので ご連絡いただければ、VANの 方で翻訳 しなが

ら相手にお知 らせす る。 こん な ことは少 し進んで いる。

それか ら、また非常 に原始的だ けれ ども、普通百貨店 などは昔か ら社 内で非

常 にコンピュー タの システム化が進んでいて、何で もで きるよ うにな っている

が、一歩百貨店 のお店 か ら荷物が出て当社がお預か りす ると、全 くそ こには電

子の世界 とい うか、情報の世界 は普通あ りません。 それで 、運送会社 へまだ こ

の荷物 を配達 されて いないのだ けれ どど うな ってい るのか とい うのが全部電話

で問い合わせが きて困 って いたのであるが、最近 はいろん な方法でで きるだ け

運送 ステ ップ と問合せ窓 口をっなげ るよ うに してい る。

例えば、一番進んで いる姿です と、当社が管理 している伝票 ナ ンバーという

のがあ ります。5年 間 は絶対に荷物にダブらない番号 になって いる。一つ とい

え ども伝票番号 はダブ らないとい うプ リ印刷 でバ ー コー ドで全部刷 ってあるの

ですが 、その中の番号の一部を今 回 も例えばスーパース トアに全体のその粋を、

もう当社では使わな いか らどうぞお使 い ください とい うと、結局 宅急便の番号

粋内で百貨店 とか コ ンビニエ ンスがそれを 自分 の番号 と して使 う。す るとお互

いに共通 番号 にな りますか ら、その番号によ って システムにっなが る。それで、

問合端末機 同 じものを使いたい と言われれば、それ はその まま百 貨店 などお客

さまの ところへただで置いて しま うし、MT渡 しにす ること もで きる。

そ うすると、お客 さまの方で は宅配の情報 システムが 自分の使用勝手 にだん

だんな りっっあ るとい うことで ある。即ち、客先で荷物の動 きが全てつかめ る

よ うになる。 ところが それ によ って運送会社 に配達の終 わ った もので料金を払

うとい うことを言われ て きた。ですか ら、それ は判取 り主義 と言 って昔か らあ

ることはあ るのですが 、それ は配達が終わ った もので払 うとい うことであ る。

それが この コンピュー タシステムが非常 にいいか ら、配送状況 をMTで くれ て、

MTで 配達完 了とな った ものだけ払いま しょうと、 こうい うことであ る。非常
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に信頼 していただ いてい るの はよいのだが 、若干 システム上 ラフな ところもあ

って、少 し待 って欲 しい ということで 今押 さえて いる制度ですが、お金 に絡 む

とわず かの レベ ルで も、非常に大 きいギ ャップが感ぜ られ るとい うことである。

あ と銀行の方のつなが りとい うのは、一般的には皆 さん方おな じみの給料の

支払 いで あるとかいろいろあ るが 、 これ は既存の システムを使用 してい る。

具体 的な システ ムでは、集荷指令 とい うのはお客 さまか ら電話注文を受 けて

会社 の商売が始 まるわけである。取 りに来 るように という電話1本 で伺います

が 、非常 に忙 しくな って くると電話を受 け切れな くなる。 そ こで 、お客 さまの

電話番号を電話 で聞 いて 、パ ソコンに入力す る。 そ こか ら電子の世界で、パ ソ

コンで登録情報が画面 に出る。従 って、 これ までは全部 名前 、住所、電話番号

を繰 り返 して聞 いていたが 、 もういきな りばっと画面に出ますか ら、お客 さま

の方 も番号 さえ言えば関連 データは全て出る。ぶ っきらぼ うなお客 さまは何番

と言 ってガチ ャンと切 って しま う。 それで も仕事が足 りる。

それで、オーケーボタ ンを押 します と、それが無線 を通 じて、いわ ゆるデ ィ

ジタル信号 とな って電 波に乗 って 、担 当車両の方のプ リンターに出る。行先が

出 る。運転手 は運 転台を離 れている ことが多いのですが、帰 って くると、あ、

今度 は ここだな と判 る。大体我 田引水の計算 をす ると、20倍 の能率が上が って

いる。 それ もだんだん欲が最近 出て きて、間に人間が介在 しないで お客

さんが電話番号 を言 ってす ぐ切 る場合 も多いので、その くらいだ った ら、電話

の プ ッシュ回線で ポ ッポ ッポと押 して、無人の コンピュー タが受 けて、毎度 あ

りが とうございます ぐらい合成語 で答えてや った らどうだろ うか とい う提案 も

今若手 か ら上が って いる。技術 的に不可能 とい うことはないのですが、そ うい

う取 引 とい うので成立すればいいが、 も し トラブルが起 こった らと心配す る向

きも相 当あるんで、 ここ らについては少 し躊躇 している。 これが集荷指令 とい

うもので ある。

あ とはあ まり電子取 引的 なところ もないのであ る。

国際情報のUPSと 同様であ る。ニ ュービジネス利用 とい うことで 、今後業
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際化時代 に向か って運送業者である当社 も少 しづっ物品販売のよ うな分野 に入

りっつある。 その手始 めが まずそ うい う通信販売 のお手伝いをす る。 そ うす る

と先 ほど少 し述べ た品代金の取 り立て、 これ は別会社をっ くって コ レク トサー

ビスとい うのを実施 しているが、 これは荷物 の流 れ と品代金等の全部 の情報が

同時に流れてお り、別 の仕組みでや ってい るものではないか ら経済的にや って

いる。ただ、別会社 をつ くるこどによって責任 あ る代金回収をやる。 また、商

品を きょう受 けた ものは来週木曜 に全部お払 いす る。普通運送会社の代引 きと

い うと、き ょう受けて も、 この荷物が本 当にお金 にな った らお払い します とい

うのが普通の言 い方だ。九州の方で まだ入 らないか、北海道で どうしたとなる。

お客 さまか らは催促を受 ける し、お客 さん 自身 も個 々の管理 を しな くてはな ら

ない。売 った先 ごとに全部入金にな ったか ど うか調べ な くてはな らない。

ところが宅急便 と一緒 に してや ると、荷足 の方 の 自信 もあ るせ いで、 きょう

お受 け した ものは一括 とにか く荷物 が届 いている、届 いて いないに拘わ らず、

来週木曜 日にお払 いする。 そ うす ると、お客 さまの方 は当社に口座1本 立てれ

ば勘定 はそれで済む。 そ うす ると、考えよ うによ ってはヤマ ト運輸 に売 ったと

いうことでい いのかな とも考 え られ る。 こうい うことが コレク トサー ビスであ

る。

それか ら、ブ ックサ ー ビスとい うので 、本の販売を始 め るようにな ったのだ

が 、地方へ行 くと本屋 の棚になかなか思 う本がみっか らない。東京へ行 くとお

土産に買 って い くとい うよ うな始末だか ら、それ はいっで も御注文に応 じます

とい うことで ある。書店ル ー トでや るといろいろな意味合いで1週 間では とて

もいかない。半月 、1月 かか るのは当た り前 なのだが 、当社でやると全国1本

300円 で、1冊 で も ミカ ン箱1箱 で も300円 で ある。 これ も特殊 な電子取 引が

少 し始ま ってい る。今 まで は電話、 ファックス、手紙 、 こうい うもので注文を

取 って、親鷲 とい っただけで も最近 の出版 だけで200種 類 ぐらいあるとい うの

はわか っている。国会図書館で毎 日登録 され てい るデー タがNIFTYと い う

日商岩井 と富士通が一緒 にな ってや ってい るのがある9あ そこを利用 して 、そ
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こに著者 、出版社 、内容 などが画面に出て くる。お客 さまとその場で こうい う

本ですね と確認 してか らや って いる。従 って、あん ま り問題 はない。

ところが 、最近 パ ソコン通信でや った らお もしろい とい うことで、パ ソコン

で受注 システムを営業 した。す ると翌朝 とい うかある時期で見 ると確か にパ ソ

コン ・ユーザ ーか ら注文が 入 っている。 それで 、そのまま黙 って受注 して もい

いので すが 、今の ところ こわいか ら念のためにまだ確認 してい る。確 かにパ ソ

コンで注文 いただ きま したで しょうか と、っいてはだれそれの親鷺 さんで よろ

しゅうございますね と。何 とい うか……。昔 よ く電車 が走 った とき、前 に馬を

もう一 つ走 らせた とい うのがあ りま したけれ ど、そ うい うことがブ ックサー ビ

スなどに言われてい る。

ジ ョイ ン トとい うのは、いわゆる情報 サー ビスの当社の子会社 でヤマ トシス

テム開発 、いわゆ るテ レマーケテ ィングとか受発注、在庫を ここで手足つ きV

ANと い うよ うな ことで売 り込んでい る商品名の一つ である。 セールス管理か

ら商品化 、最近のはや りで言え ば売れ筋管理か ら何で もや るとい うことであ る。

切 り売 りもやればま とめて もや るが、一番 ショッキ ングな言葉 は、お客 さまは

商品企画を立て るだけ、あ とは専門会社 にお任せ願え れば、難 しい ところはみ

んなや ります。 こうい うよ うなこともや り始めているが、なかなかまだ本格的

にはいって いない。

(質 疑 応 答)

堀部座長 クロネ コヤマ トの宅急便 とい う言葉はいつ ごろか ら出て きた ものな

のですか。

関田委員 正式 に始め たの は51年2月 とい うふ うに公表 してあるのです けれ ど

も、宅急便 とい う名前がで きたのは50年 の秋 ごろです。お宅 か らお宅へ急 いで

い くとい う。労働組合 も入 って一緒 にネー ミングを考 えま した。

古江委員 その段階で もうシステムがで きて いたのですか。 システムは後か ら
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で きたのですか。

関田委員 システムは後 に して電話一本で翌 日届け るよ うに、ただ単純 にそれ

で、あとは目で見 る管理で い こうとい う、っ ま り集あて きて ホー ムに残 ってい

た らおか しい、っま り到着 した もので配達 しないで ホームに残 っていた らおか

しい。おか しい ことはやめよ うと、 この合い言葉だけで初めは一勢 にや りま し

た。

日本人 は情報による管理等 よ りも、現物管理で 、目の前に荷物があ ると戦闘

心を沸 き立 たせて何 とか処理す る。それでや って いけるうちはよか ったのです

が、や っている、や ってい るといいなが ら、本 当にや っていけるか とい う数量

にな って くると、いよ いよ情報管理 とか 、品質が落 ちそ うにな って くるときに

は警告 を与 えなが ら事 前に調 べて直 して い くとか、 レベル管理 とか い って全部

や って きた。区間 ごとに、 どこか らど こまでが、荷物一つ ごとに約束 どお りや

ったや らない、や ったや らない と全部毎 日調べているのです。 ど こか の区間が

おか しい とい うと、所長の ところへす ぐ連絡がい って、それ は車がお か しか っ

たのか、天候がおか しか ったのか、運転手がおか しか ったのか、原因 つぶ しを

や って、あ したか らまた直 してい く。大体 こうい うサー ビス レベルなどは情報

管理の 目的の一つです。 は じめたのは後か らです。

宅急便 の情報が らみ の システ ムがで きたの は正式には55年10月 とい うことに

な ってい るお り、それ までの4年 間は 目で見 る管理 で実施 して きた。 その4年

間、目で見 る管理を続 けた ら夜中 じゅう問 合せの電話 が鳴 りっ放 しにな った。

何で も明 日御返事 します としていた。

明 日ということがつ らい。一晩 じゅうかか って荷物の行方 を互 いに電話でや

りとりして調べ るが 、 これ はかなわない。荷物の あ りかがす ぐわか る方法 はな

いか とい うのが システム化 の動機づ けの一番大 きな理 由です。

宅急便の システムは、資料の図の左か ら右へ荷物が流れてい く。お客 さまか

ら集荷依頼があ った ものを集荷 して 、発セ ンター とい う、町 とか村の セ ンター

に集めます。 これは直営店で 、今 は950か ら1,000ぐ らい、向 こう1、2年 に
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1,200店 ぐらいにすれば警察署 と同 じくらいの数です。発 ・ベ ースとい うのが

大体都道府県 に基本的に一 つ とい うことで、現在約60ぐ らいあ ります。 これ は

夕方 、夜が発にな り、明け方 か らは今度 は着 ・ベースと名前が変わ る。東京発

の発 ・ベ ースで出てい くと、例えば大阪 の着 ・ベースに着 く。 そ こで また配達

の方 の担 当の店へ区分 け られて、西区 とか東成区 とか大体 区 ごとに分 けて持 っ

て くる。 その着 セ ンターへ持 って い くと、今度 はセールスマ ンが町区分担 当、

何丁 目何番地か ら何番地 まで と細か く分かれている。 そこでは、 どう回 った ら

ラ ッシュが避 け られ るとか 、配達が便利いい というよ うなル ー トマ ップが あ っ

て、 これに基づ いてご家庭 に配達す る。

そ ういう荷物 の流れを支え るのが情報管理 システ ムであ って、新NEKOシ

ステ ムと呼ばれ るシステムで あ るが 、全 セールス ドライバ ーが端末機を持 って

いて、お客 さんの ご家庭で発送 になる と、その段階か らもうどん どん入力 して

いる。発送、金額 、伝票 ナンバー、等 の情報が着 セ ンターの方へ流れて、それ

か らセ ンターの外 へ荷物を持 ち出すまで管理す る。それで 、 ご家庭へ配達が終

わ ると配達をを した 旨入力す るとい う、基本的にはそのよ うな流れで ある。

その 間、間違えて着 いた とか、壊れて着 いたとかいう トラブルが途 中発生す

ると、全部 それ も構内作業員用の携帯端末機で入力 して、結局 東京のホス トコ

ンピュー タに全部デ ータが集 まって いる。 したが って、ご家庭か ら電話 があれ

ば全国 ど この店か ら問合せ して も同 じ答えが出る。 これが荷物追跡 システムで

あ る。

そのよ うに荷物の流れ と車 の方 との コ ミュニ ケー ションを コン トロールす る

のがMCA無 線 の集荷指令 システムで ある。 これは昼間の集配車 、小型車を管

理 す るシステ ムである。電話 の受 け付 けか ら始ま り、担当運転手の方へ連絡す

る無線 の システ ムで ある。

それか ら、業務無線の運 行管理 とい うのは、真夜中の大型車 の管理で ある。

例えば東名を車が行 きます と ヤマ ト運輸の店 というの は大体 インターチ

ェンジか ら30分 ない し1時 間の距離の ところに設置すべ しとい うのが一 つの基
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本で あって大体街道筋 にあ る。 したが って、出力5キ ロワッ トか ら10キ ロ ワッ

トの ような微弱 な電波で も一応特定 サイ クルの波長で投 げか けてお く。そ うす

ると、ある程度大 まかですが 、10キ ロか20キ ロ ぐらいの範囲 に特定の電波の網

が東名高速 の上 にかぶ さっています。そ こを通 ると、ち ょうど シャワーを浴び

たよ うな感 じで、車が持 って いる情報が ポ ンとチ ェ ックポイ ン トの店の コンピ

ュータに自動的に入 ってい く。 そ うする と、チ ェックポイン トは自分 の番号 と、

時計 を内蔵 して持 っていますか ら、それ に今 自動車か ら吸い上が って きた自動

車 ナ ンバ ーを一緒 に し、今度 は地上回線を使 ってパ ソコン通信で 、や は りこれ

も東京の ホス トへ次 々集める。

そのよ うに して、例えば東名高速、東京 か ら大阪です と11ヵ 所 ぐらいチ ェッ

クポイ ン トがあ るんですけれ ど、その11ヵ 所 の ところを車が通過す るたびに、

何時何分 おおむね この辺 を何号車通過 とい うのが ホス トコ ンピュー タにどん ど

ん入 って くる。 そ うす ると、ホス トの方で は全国の ダイヤを持 っていて、今通

過 した車 はダイヤ と比べて どうで あるか とい うよ うな ことを24時 間計算 して い

る。あ まりお くれ ているとこれ は困 るとい うことで、大体30分 を基準 に して、

これ以上 お くれ ると、車の行 く先 々に コ ンピュータの方が先 に遅れて いるとい

う情 報を流す。.そ うす ると待 ってい る方 では、あま り遅れの大 きい車輌は待た

ないで、それ までに到着 した車の荷物だ けで、配達 を開始せよ とい うよ うな指

令を出す。後か ら来 た車 にっいては、 ク リー ンカー システ ムとい うのが あ って 、

それでお くれ て きた ものだけを専門で回す。 この よ うに役に立 てる とい うのが

この業務無線の運行管理 とい う仕組 みであ る。 このよ うに、昼 も夜 も車 、移動

体その もの も管理 して情報 ネ ッ トをつなげてい こうとい う意味で ある。

次に、発店か ら宅急便 、着店 と情報が流れ てい るのが 、荷物 の システ ムであ

るが、 この システムにのせて無店舗販売 の システムを組み込 んであ る。YSD

とい うの は・ヤマ トシステ ムデベ ロップメ ン トの略で ヤマ トシステ ム開発 とい

う会社の略号で あるが、 ここで受発注業務、 ダイ レク トメニル等 を全部実施 し

て いる。 お客 さまの名簿を持 ってい るので、 どこか にDMを 出す とい う業務 も
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行 う。

電話、 はが き、 フ ァク シ ミリ、パ ソコ ン等で ブ ックサー ビスを行 ってい る。

それで受 けます と受注代行 とい う仕事 もや ります し、また、発注代行 とい うこ

とも行 って いる。 これで販社の方 にいろいろ と納 品指 示とい うことをお願いす

る。販社の方か ら納品 されて、 これが ヤマ トシステ ムの流通 セ ンターへ入 る場

合 もある。直接 ヤマ ト運輸への方へ納品 され ること もある し、ほかの運送会社

へ送 る こと もあるが、 いずれ にせよ、この販社 の方 か ら納品 され る。その とき

に伝票 出力 など も行 って 、出荷手続を して、伝票 を荷物に張 って ヤマ ト運輸の

発店 に提 出 して もらう。あ とは上 に書 いてあ る宅急 便の システムにの って着店

に行 きます。

着店で配達す る場合、特 に代引 きなど、コ レク トな どとい うときは出か ける

前に届 け先へ在宅確認の電話をす る。最近多い ときには1割 か ら2割 、本 当に

留守 の ご家庭が最近ふえて きてい る。空振 りにな って もいけない し、 また、留

守でな くて もわずかのお金の ことであ るのないの と、そうい うこと もぐあ い悪

い。従 って 、行 くときは必ず電話 を し、確かめてか ら伺います。

それで 、お客 さまの と ころに伺 うと、そ こで代 金をいただ くのであ るが 、そ

のよ うな ことは全部 ヤマ トコレク トサー ビス、略 してYCSで すが 、 これが い

わゆる コレク トの専門会社であ る。 コレク トの責任 者 は全部 発店 とか着店 とか

全員ヤマ ト運輸の建物 に机一つずつ持 って入 っていて、そ こで取 り仕切 って い

る。 そ こで入金 され た もの は銀行振 り込みで販社 の方へ手続 す る。 これ は大体

ヤマ トの本社 に一緒 に同居 しているヤマ トコ レク トサ ービスが行 う。各種金融

ともそ こで結んで いるが 、実 はまだ ここの部 分は未発達であ る。 しか し、手作

業で も努 力 してや るとい うことで逐次ふえて きた段 階で合理 化 しよ うとしてい

る。

デー タマーケテ ィング代行であるとか、受注代 行であるとかい うの は、 もう

少 し細か く項 目的 に分 けて 、こうい う業務 も行 って いる。
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(関 田委員資料)

当社 の情 報戦略 と今後の課題

は じめに

現今物流情報の必然 的傾 向 … 「オ ンライ ンリアル化 」、 「コ ンピュータ

相互接続」

リアル化 … ・ 荷物追跡 システム

・ 情報先導型 システム

・ 引越予約 システム

相互接続 … ・ 国 内外連絡運輸

・ 顧客 ・銀行

・ 各種サ ブ システム

1.情 報 システムの目的

・ 顧客サ ービスの徹底 …… 荷物 追跡 システム、集荷指令 システム、共

通 バー コー ドetc

●

◆

輸送品質の向上

事務作業の合理化

サ ー ビス レベ ル管 理 、未 着 照 会 、 クール 温

度管 理 システ ムetc

パ ソ コ ン、デ ー タベ ー ス 、FNEKOMAIL

etc

2.宅 配 ・引越 の シス テ ム概 要

・ 新NEKOシ ス テ ム … ・

・ 集配 コ ミニ ュケ ー シ ョ ン・

・ 運 行 管 理情 報 システ ム ・

・・ 荷 物 追 跡 シス テ ム(連 絡 運 輸 会 社 との接 続)

・・ 集 荷 指 令 シス テ ム(顧 客 デ ー タの フ ロ ッピ

ィ渡 し)

・・ 高 速 道 路AVM(無 線 系 ・地 上 系 の 自動 接
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続)

・ ヒロイ ンシステ ム ……… 引越予約、全国配車(YSDと の接続)

3.顧 客 ・他社 システム との接続 ・利用

百貨店等流通業者 ……… 伝票No.の統一 ・荷物追跡情報等の提供

(MT、 フロッピィ)

他社 システム

4.国 際情報 システム

海運 システム

UPS宅 急便 システ ム

国 際航空 システ ム ……

入出庫 代行 ・搭乗予約 ・ファームバ ンキ ン

グetc

輸 出書類 の作成(経 理 データの フロ ッピィ

渡 し)

… プ リアラー ト・配 完情報(端 末機相互接続)

輸 出関係処理(国 際VAN利 用、NACCSと

の接続)

5.ニ ュ ー ビ ジ ネ ス 利 用

・ コ レ ク トサ ー ビ ス … … …

・ ブ ッ ク サ ー ビ ス

・ ジ ョ イ ン ト

代金引換サー ビス(当 週木曜締切 、来週 木

曜支払)

書籍注文サー ビス(一 週間届 、宅急便全国

300円)

テ レマ ーケテ ィング、受 発注 、在庫(手 足

付VAN)

6.今 後 の課 題
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●

●

■

●

○

システムの弾力 的展 開 …

データベース

OAとFAの 接続 ………

通信衛星

ニ ュー ビジネス

商品の特化 、差別化(ハ ー ド、 ソフ トの弾

力的展開)

取扱店、顧客情報

自動仕分け機

移動体通信 、放送型情報 システ ム、国際

VAN

国 際ニ ュー ビジネス

以 上
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7.金 融 業(古 江委員)

フ ァームバ ンキ ングとい うのは何か とい うこと、それか ら金融VANと い う

の は何か とい うこと、それ か ら法律面で どうい う検討がなされて いるか とい う

こと、大 きく分 けて三つ の柱 で、 ごく簡単に説明す る。

まず ファームバ ンキ ングとい うのは何か とい うことにっいて、フ ァームバ ン

キ ングのサー ビス内容 ・区分 ・種別 とい う面か ら説 明す る。媒体 によってテ レ

ホ ンサー ビス とかパ ソコンサー ビス名付 けられて い るが、どん なサ ー ビスをや

ってい るのか とい うと通知連絡照会 、情報提供 、受付 とい うこのグループが一

つ ある。第2番 目の グループは、資金管理サー ビスで ある。第3番 目の グルー

プは、即時 資金移動 サー ビスであるが 、この三つが ファームバ ンキ ングの大 き

な グループであ る。

いずれのサー ビス も電子取 引時代以前に金融期 間が行 って いたサ ービスを、

基本的には電子取 引にのせ た とい うふ うに理解で きる。っま り取引先の企業か

ら当社 の当座預金 の残高 は今幾 らであ るとい う照会 に対 して答え るとか、為替

相場を教 える、即 ち、1ド ル今幾 らか とい うことに答え るとか 、金をど こど こ

へ振 り込 む とか、 これ は従 来電話で というよ りも書面で もちろん行 っていたが 、

それが機械 にの って くる とい うよ うな ことである。今 、ファームバ ンキ ングと

言われている ものは、従来 の電話でのや りとりや 、文書での や りとりを機械 に

かえた ものだ とい うよ うに基本 的には理解で きる。

ここをやや詳細 に見てみ ると、まず最初に述べ た1番 目の グループ、その中

を細か く分 ける と、通知連絡照会 というのが あ り、 これはど うい うものか とい

うと、当社 の預金 は幾 らで あ るか とか、い うよ うな ものである。預金関係 とか

取立手形 、融資関係 とか外為関係の ものであ って 、さ らに細 か くこれを見 ると、

振込入金通知 とか入 出金取 引明細 とか預金残高通知 とか借入金の残高明細等 、

取引先か らの照会 に対 して答え る、実際には取引先がパ ソコンを起動 して金融

機 関の コンピュー タの中 に入 って きて、そのデータを引き出 して い くとい うサ
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一 ビス等のほかに
、定期 的に金融機関の方か ら企業関係のホス トとかあ るいは

パ ソコン端末へ こうい うものを通知す るという二つのや り方が あ る。

業務 については、国 内相場 ・金利 、外為相場 ・金利 とか、金 融、経済関係の

統 計データのよ うな ものの照会 に対 して答え るとい うものである。

以上の二つ は、金融機関 のプ ロパ ーの業務 とい うよ りは、従来か らいわゆる

金 を取 らないで、サ ー ビスと して行 って いた もので ある。

以下 は金融機関の実 際の業務 、即 ち取引であるが、その他 に受付 というのが

ある。総合振 り込み とか給与振 り込み とか 口座振替 とか、 これ は従来文書で行

っていた ものであ るが 、それ を コンピュータベースで、電子取 引ベ ースで受 け

付 けて処理す る。 ここで受付 とい うの は即時に処理 しない とい うニ ュアンスが

入 ってい る。

資金管理 サー ビスとい うの は、具体的 には資金集中、資金配 分 といったよ う

な形 に分れ られ、資金集中 ・配分サ ー ビスとは、本支店間で 資金 を送 った りす

る、売上代金が まず支店に振 り込 まれ ると、それを全部本部 に集中 した りとか、

あるいは支店で必要な経費を本部の方か ら支店へ配付する とい ったよ うなサー

ビスを ファームバ ンキ ングで行 ってい るもので ある。

それか ら、即時資金移動サ ー ビスとい うのは、第1グ ループの受付 とい うの

が時間的ラグがあ るの に対 し、即時移動 サー ビスということで 、す ぐにその場

で処理 されて しまうというものであ る。具体的 には振 り込み 、振 り替え依頼 と

いったよ うな ものが行われてい る。

以上が金融機 関の提供 してい るファームバ ンキ ングサー ビスの内容である。

これは、直接 コン ピュータ ・ツー ・コンピュータであ った り、あるいはパ ソコ

ン端末であ った り、あ るいはテ レホ ンサー ビスといったよ うな、あ るいはフ ァ

クシ ミリサー ビス とい ったよ うないろいろ媒体 によ って行われ る。

次に金融情報 システムセ ンターの方で定期的に行 った、企業3,600社 ぐらい

を相手 に したア ンケー トで、実 際に回答が来て いるのは3割 ぐらいの1,000社

ほ どで あ り、対象 は上場 企業 と非上場 の一部 とい うことで 、金融機関 とか保険
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とか こうい う企業は除いてい る。

何 を調査 したか とい うと、 どうい うメデ ィアが使われてい るか ということで、

フ ァームバ ンキ ングではまだ相変 わ らず ファクシ ミリとか電話 とか テ レックス

とか こういった ものが多いよ うであるが、方 向と して はパ ソコンとかオ ンライ

ンとい ったよ うな形 がだんだんふ えてきっっ あるとい うよ うな ことが調査の結

果 とな ってい る。

ファームバ ンキ ングに対 す るア ンケー トの企業か らの要望 と して は、サー ビ

スの統一 ・標準化で あ って、今 の段階では金融機関がそれぞれ独 自にや って い

ますので、 ここに書 いてあ るよ うな統一 ・標準化 とい ったよ うな要望が一番強

い。

フ ァームバ ンキ ングで個 々の金融機関が いろいろなサー ビスを提供 している

が 、そのほかに業態 と言 って都銀 とか地銀 とかそ うい う業態 レベルで共 同の フ

ァームバ ンキ ングサ ー ビスを して いるものがあ る。例 えば都銀です と共同

CMSセ ンターとい うのがあ って、 ファームバ ンキ ングサー ビスを提供 してい

るが、 これ は個 々の銀行が行 って いるファー ムバ ンキ ングとどこが違 うか とい

うと、そのよ うな共同の フ ァームバ ンキ ングサー ビス とい うのが行 って いるサ

ー ビスはマルチバ ンク レポー トサ ービスとい うのが ある
。 これ は、振込入金明

細 とか、入 出金取 引明細 とかい ったよ うな情報 の連絡照会をそれぞれの銀行 と

結んで いる場合には、それぞれの銀行の デー タ しか もちろん入 って こないわけ

であるが 、この共 同CMSを 使 えば 自分の取 引 して いる複数の銀行 の情報を同

時に手 に入れ ることがで きる。 ただ、現在の問題 は都銀 な ら都銀で しかや って

いないので、あ る企業が都銀 とも地銀 と も第2地 銀 と も全部取 引が ある場合 に、

全部の残高を一度 に出 して くれ と言われて も、今の システムでは例 えば都銀だ

けの もの とか、地銀 だけの もの とい うよ うな もの しかで きない。

それか ら、 もう一 つ この共 同CMSが や って いるの は、一括 データ伝送 サー

ビスというのが あって、フ ァームバ ンキ ングで いえば総合振込み とか給与振込

み とか受付 とい うものを複数銀行分 まとめてで きるとい うのが この共同サー ビ
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スであ る。

そのほか単な る統計 デ ータのサー ビス も共同CMSで は行 って いる。

以上が フ ァームバ ンキ ングとい うことで、個別銀行の フ ァームバ ンキ ングと

共 同でや って いるフ ァームバ ンキ ングとを概略説 明 したわ けで ある。

金融VANと い うのを どうい うふ うに位置づ けてど うい うふ うにとらえ るか

とい うことについては、 フ ァームバ ンキ ングとい うことで 、銀行 と企業 とが電

子 的にデータ、情報交換 を行 っているわ けであるが 、今 申 し上 げた銀行 と企業

との間にVAN会 社が 入 って きて中継を行 った り代行 した りとか 、そ うい うよ

うな間にVANが 入 って きた ものを金融VANと い うふ うに位置づけて いる。

それが多 くの場合、そのVAN業 者が商流 とか物流 とい ったよ うな仕事 もして

いて、先 ほど申 し上 げた フ ァームバ ンキ ングの銀行 と企業 との間 に商流 、物流

の情報を もとに入 って くるとい う形が一番典型 的な金融VANと いうふ うに言

えるのか もしれない。

で は、金融VANと は何 か とい うことに関連 して 、いわゆ る企業間ネ ッ トワ

ー クで企業同士が 直にや っている ものと
、VAN会 社が間 に介在 している もの

との比率 についてで あるが 、1,000社 程の調査で は間 にVAN会 社 を介在 して

いるのは1割 ぐらいの感 じで ある。 さ らに、フ ァームバ ンキ ングの中でVAN

会社が介在 している とい うのは、5.6%ぐ らいの比率であ る。

それか ら、 ファームバ ンキ ングの中 にVAN会 社が入 って きたのを金融

VANと いうふ うに呼んで いるが、従来銀行が行 って いた決済機能 の一部を

VAN会 社がや って 、擬似決済機能みたいな役割を果た して いるとい うよ うな

ものが出て きている。

金融VANに よる決済事務 については、支払 い側企業がm社 と受 け取 り側企

業がn社 について従来であ ります と、m社 のそれぞれが受 け取 り側のn社 の方

にそれぞれ金を送 るとすれば、全部 取引が あった場合 にはm×nの 本数の振 り

込みが発生す るわ けであ るが、間にVAN会 社を挟んで、VANの 本部機能を

持 つ機関の口座 というのを設けて、その口座へ一 たん支払 い側 のm社 が振 り込
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んで、それを さらに分 けてn社 へ振 り分けて振 り込む というや り方 に します と、

振 り込 みの件数が従来です とm×nで あ ったのが、m+nと い うことで減 って

くる。 これは銀行側 にと りま して は商売が減 るので、手数料 の収入 減 とい った

よ うな問題 もあるわ けだが、そのよ うな機能 もVANが 果たす よ うにな って き

ている。

決済事務 の金融VANへ の集中によ る相殺処理 については、一括処理 の一形

態 とい うふ うに もと らえ ることがで きる。一括処理の方は、支払 い側 のm社 か

ら受 け取 り側のn社 への一方 的な振 り込みであ るが、相殺処理 と称す るもの は、

お互 いに取引があ って、お互 いに支払 い側であると同時に受 け取 り側で もあ る

とい うよ うな相互 に取 引が ある場合 に、個 々の企業のお互 いの債権債務 はまず

消 してか ら処理 しよ うとす る。先 ほど申 し上げたものの一変形 のよ うな もので

あ る。 これ も銀行 に とって はそれだけ振込 件数が減 る ということで、商売の機

会が奪 われ る材料 になって いる。

しか し、信頼性 、安全性 とい った観点 か ら問題があ るので はないか とい う問

題意識 もある。

以上が ファームバ ンキ ングと金融VANと いうものの概説で あるが 、法律問

題 とい うことで、電子資金取 引の法制化 を巡 る内外の動 きにつ いては、まず金

融情報 システムセ ンターが 法律 問題で何をや ってきたか とい うことであ るが 、

60年3月 か ら61年11月 まで にかけて 、 「EFT取 引における法律問題 の明確化 」

とい う報告書をま とめた。

その次 に、 この中で 、キ ャプテ ン端末によ る振込取 引と して、 フ ァームバ ン

キ ングの中で即 時資金決済 、キ ャプテ ン端末を使 った即時資金決済 につ いて検

討 してい る。

金融情報 システムセ ンターで はその後現在 も継続 中で 、フ ァー ムバ ンキ ング

の キ ャプテ ン取引だ けではな く、受付 とい ったよ うなフ ァームバ ンキ ングの種

類で述べ たが、そ うい うフ ァームバ ンキ ング、その間 にVAN業 者 を挟 んでの

フ ァームバ ンキ ング、そ うい った ものが法律的にどういうふ うに と らえて、ど
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うい うふ うに考 えた らいいのか とい うの を 目下委員会 をつ くって研究 中で ある。

(質 疑 応 答)

堀部座長 金融関係で フ ァー ムバ ンキ ング、金融VAN、 法律面の検討 、3点

にわた って お話 しいただ きま したが、大野 さんの ところは金融VANは や って

いますか。

大野委員 まだや っていません。

堀部座長 や る予定 は……。

大野委員 規制 といい ますか、一たん受 発注の物 の流れをためておいて、 さっ

きMT渡 しとかあ りま したが 、そ うい うものを銀行 の方 で一括 してお ろす とい

うのはあ るのですが、一 たん 資金が滞留 す るよ うな形 の もの はで きない もので

すか ら、そ うい う形 の ものはや ってお りません。

吉 田委員 金融VANと い うの は、先 ほ どの信頼性 とか安全性の面か ら問題が

ある ことは大 きい問題です けれ ども、そのほかに法制化 とい うか、銀 行 との関

係で難 しい とい うことは依然 と してあるわけですか。大野 さんの ところでやれ

ないとい うのは、そ うい う意味合いで はないのですか。

大野委員 いや、そ うい う意味ではあ りません。今御説明 にな った意 味での金

融VAN、 間に入 るとい う意味で はや って いるんですが 、銀行 とス トレー トに

っないで とい うよ うな もの はないとい う意味です。

堀部座長 さ っきの10%と い う間にVAN会 社を介在 させているのはど うい う

VANに なるのですか。

古江委員 フ ァームバ ンキ ングに限 らず、企業間ネ ッ トワー クの中にVAN業

者を使 って いる場合が 多い。銀行 はまず除 いて考えて いただいて、企業 と企 業

が直接 コンピュータ ・ツー ・コンピュータでや る場合があ るのですが 、その間

にVANを 入れ る方法 もある し、入れない方法 もあ るわけで して、入れ ている

ケースが1割 ぐらい とい うことです。
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吉田委 員 相殺勘定 を金融VANの 方でや って しま うというのは別 に業法上 は

問題 ないのですか。

古江委 員 今 の ところ問題 ない とい う感 じです。

吉 田委 員 資金の移動を企業 と銀行の 間で結んでや る場合、例えばあ る銀行 の

支店 の口座か ら、同 じ銀行 なんです けれ ど、違 う支店 の口座 に移すよ うな こと

はで きますか。
り

古江委員 それ は もちろん で きる し、 よその銀行の 口座へ も移せ る。

パ ソコンによる即時資金移動の利用予定 について は、パ ソコンによる他行庫

他人名義 口座への即時資金移動が 、昨年4月 に認あ られた。

堀部座長 今 までそれぞれ の業種、業態で どのよ うに電子取引 とい うのが行わ

れて いるのか とい う実態をお話 しいただいたわ けですが、き ょうのお話をお聞

きにな って いかがで しょうか。

室町委員 まずやは り業態 ごとにかな り違 って いるだ ろうな とい う気がいた し

ます。

それか ら、例 えば繊維の関係でい きますと、商社 と合繊 メーカー、つま り大

きな企業 間の ものが従来多か った。 それ を川下まで下 げてい って 、そ うした場

合に例 えば受発注 データ交換に関す る基本的な契約 を個別の小 さなアパ レル メ

ーカー とか
、そ うい うところ と実 際に締結 してや っていけるのか ど うか、そ こ

ら辺の問題です。

それか ら、そ うい ったよ うな契約の締結可能性 、それか ら業界実態みたいな

ものを考えていかない と、かな り取引に関す る法的 な問題 の整理 というのが難

しいかな とい う印象を受 けま した。
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(古江委員資料)

〔別 表〕 フ ァー ムバ ンキ ングの サ ー ビ ス内容 ・区分 ・種 別

サ ー ビ ス 内 容 サー ビス区分 サ ー ビ ス 種 別

テ レフ ォ ンサ ー ビ ス

テ レ ックスサ ー ビス

一 一通 知連 絡

一 照 会

預 金 関 係 、取 立 手 形

H 融資関係、外為関係 他

フ ァク シ ミ リサ ー ビス 一 一情 報 提 供
国内相場 ・金利等、外為相場 ・

金利等 他

パ ソ コ ンサ ー ビス

コ ンピ ュ一 夕サ ー ビス

一 一通知連絡

照会

預 金 関係 、取立 手 形

H 融資関係、外為関係 他
一

情報提供 国内相場 ・金利等、外為 相場 ・

金利等 他

一 一受 付 総合振込、給与振込、口座振替

資金管理 資金 管 理 サービス 資金集中、資金配分、資金残高

サ ー ビス 国際CMS 管理 他

即時資金

移 動

ペイバイフォンサービス

キャプテンサービス /
振込振替依頼、依頼内容照会

]他

サ ー ビス パソコンによ る資

金移動

企業のCD 企業のCDに よ

るわライン資金

/

/ /
/

移 動 サービス
/

/
企業 の わ ラインCD

ショッピング代 銀行POS

金自動決 ICカ ー ド

済 サぜ ス
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口口ロロ 【調 査 レ ポ ー ト】ロロロ口口ロes口 口口口ロロロロロロロロ口口口口ロo口 口ロロロロ口口ロロロロロロロロロロ

第2回 企 業 間 ネ ッ トワー ク と フ ァー ムバ ン キ

ン グ ニ ー ズ に 関 す る ア ンケ ー ト調 査 結 果(下)

[UIMI|IMtlUM[[llll[Ulllmlll[ll111111[IIIIIIIII[UIIU"1|111uUII|ullllHUIIIII[111111TIIHUIII[[IUIIIIMil|IMUI・IIII・lll]lllUllT[[IIIII|1|llull||]lllll[1[tlllllll]lllilllll|ll[[IMII|[IIIIIIillllll‖M||‖|1業務 調 査 部[II|IIIillll川MII|

は じめに

前号 で企業 の コン ピュータ化状況 と企 業間 ネ ッ トワ

ー クの状 況 につい て,調 査結 果を報 告 した。本稿 では

企業 におけ る ファームバ ンキ ングの利用 状況 と ニー ズ

につ いて報告 す る。

調 査概要 調 査対象企 業数3,634社

有効回答 数1,191社

有効回答 率32.8%

なお,調 査 概要等の詳細 につ いて は前号 資料編 を参

照 願い ます 。

1.フ ァ ー ム バ ン キ ン グ の 利 用

(1)フ ァームバ ンキ ング利 用の現状及び

今後 の計画

① 概 況

現在,フ ァームバ ンキ ングを利 用 してい る企 業は,

1,071社89.9%(前 回88.0%)で,大 多数 の企業が利

用 してお り,今 後2年 以 内に利 用を予 定 してい る企業

を含め る と,1,098社92.2%に 達す る見込 みであ る。

利 用率 の高 い業種を あげ ると,金 融(金 融機関,証

券,保 険 は ア ンケ ー ト対象外)95.0%,サ ー ビ ス 業

94.1%,製 造 業92.2%,卸 売 業91.0%等 で,逆 に低 い

業種 は,電 気 ・ガス63.2%,そ のde80.0%,不 動 産

82.9%等 であ る。 しか し,電 気 ・ガス について は前回

17.6%で あ ったが,今 回は63.2%'と 大幅 に利用 率が伸

びてい る。 また,製 造業の中 では食料 品95.9%,輸 送

用機器94.6%,化 学94.3%等 で利用 率が高 い。

今 後2年 以 内に利用が進展 す ると見込 まれ る業種 と

しては,電 気 ・ガス(63.2%叫73.7%),小 売 業(84.5

%→93.1%),建 設業(88.2%・ →94.1%),サ ー ビス業

(94.1%→98.5%)等 があげ られ る(第1,2図 参照)。

② メデ ィア別利 用状 況

ファー ムバ ンキン グにおけ るメデ ィア別利 用状 況を

み ると,フ ァクシ ミリ690社64.4%,テ レ フォン504

社47.1%,テ レ ックス402社37.5%が 多 くの企業 で利

用 されてい る。 パ ソコンは前回調 査時点 の23.0%か ら

27.9%299社 に増 加 してお り,他 の メデ ィアに比べ て大

きく伸びてい る。 オ ンライン伝送107社10.O%,専 用

端 末54社5.0%は まだ利 用が少 な く,キ ャ プテ ン端末

4社0.4%は ほ とん ど利用 されてい ない。

今後2年 以内 の利 用予定 をみ る と,テ レフ ォン,テ

レ ックス,フ ァク シ ミリは ほぼ 現状維持 に留 ま り,パ

ソコン(299社27.9%→507社46.2%)及 びオ ンライ ン

伝送(107社1α0%→211社19.2%)の 利 用が進展す る

ものとみ られ る。 また,専 用端 末 も現状 では利用が 少

ない ものの,増 加傾向を示 してい る(54社5.0%→91社

8.3%)。

以上,現 在 はテ レフォン,テ レ ックス,フ ァクシ ミ

リが メデ ィアの主流で あるが,今 後 はパ ソコン,オ ソ

金融情 報 システ ムNo.581989.1
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〔第1図 〕 ファームバ ンキング利用推移

単位:%

[=コ61.9

囲63,7

ZZZ今 後2年 後

100.0・

フ

80.0

60.0・

40.0

20.0

0.0

一1
㌢

・i

l
・!

i/

シ
i!
i!
./

//

./

//

ノ
!!

!!

/
!
レ/

/

影
.レ

レ!

^

i
二

}

一

歩
i./

il
iiフ
{ノ
.i!
i/

i/
i/
i/

iγ
:!

γ
i!
i=レ

γ
iレ
iレ
iy

iレ

影

フ
・/

多-
!
:ダ

i多

/!

!/

/ノ

//

!ノ

=/
=!

iγ
iレ

iソ
i/

iづ
i/
i!

./:ノ

..ノ

多

ii…ン

ii厚
ツ

藷

iil

…il

ii
i多
シ
;i多

:}'

i;

il

…il
c1'

iγ
1、!

一 ,

諮
iiノ
=・/

多
i/

i/
)ノ
iノ
.i/
i/
i!

i/

i/
1/
:.ノ
i:/

iil

ii
き!
=シ
i/

髪
i/

iγ
.iレ

シ
:レ
iy

iγ
・イ

一

'

iiレ

i窮

i・

i影

ii'
:

.
,

i'
:ン,

フ
i.! ■

ii夢
i.!

i!

::レ

i膓

i多
γ

多
ii!

iiγ
=二γ

〆

y

'

'

'

'

多 ・

v
v

/!

//

!!

!
ンレ

ノ
ノ
ノ
/
y
!
/
レ
ノ
ノ
/
レ
ノ

γレ

!
レ
v

⊃

ii

烏

》

揚
レ
レ
レ

彰
iv
i/
i/

…多
i.〆

il

〆

iil
〆

iシ

ii膓'

声

一

'.

i'

P

、/
:/

=γ

iシ

ix

iil
;iン

・}ン

1!
'/

二/

ン

!
'「ノ

!

ノ

ノ

/

レ
"ノ

ノ

/

"

iノ
=ノ

.!

!

/

!

.!
=!

!

・/

L

1
!

i{
ii/

iiメ

,li〕

i薪
i:ン

i7
iiy

ii夢
i∨
i'

i〃
iレ

iγ
;レ

iv
=シ

iy

i多.:'

li'
～γ

を
:i〆

i多

多

一

↓
,レ
γ
!

iレ
iγ
./

/

》
/
/
!
γ
ン
レ
レ
γ
〆
レ
γ
!
γ
/
/
/
/

//

レ
レ/

γノ

レ
レ
レ
/

建 製 卸 小 金 不 運 電 サ そ 全

設 造 売'・ 鳴 記 ・ ・

業 業 業 業 融 産 信 ス ス 他 種

〔第2図 〕ファームバンキング利用状況(製 造業内訳)
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ライ ン伝送,専 用 端末 とい った メデ 元アを利 用 した フ

ァームバ ンキ ン グが 進 展 してい くものと思われ る(第

1表 参照)。

〔第1表 〕 メディ7別 ファームバンキング利用推移

(単位:社,()内%)
.

髄 時 ∋6L・1・ …i轍 ・年以内

テ レ7ォ ン 527(5&2)15・4(47.1)i 515(46.9)

テ レ ッ ク ス 424(46.9) 402(37,5) 404(36.8)

フ ァ ク シ ミ リ 559(61.8) 690(64・4川709(64・6)

パ ソ コ ン 208(23.0) 299(27.9)1507(46.2)

オン ライ ン伝 送 158(17.5) 107(10.0) 211(19.2)

キャ プテ ン端 末 6(0.7) 4(0.4) 15(1.4)

専 用 端 末 一(一) 54(5,0) 91(8.3)

61.9利 用企業数905社,()内 は利用企業数に対する割

合。

63.7利 用企業数1,071社,()内 は利用企業数に対する

割合。

今後2年 以内は1,098社 の現在利用中及び今後利用予定の

合計。

③ メデ ィア別(業 種別)利 用状況

利 用 メデ ィアを 業種 別 にみ てみ ると,テ レフ ォンは

不動 産(17社58.6%),電 気 ・ガス(7社58.3%),金 融

(11社57.9%)で,テ レックスは,金 融(9社47.4%),

卸売 業(44社43.6%),サ ー ビス業(27社42.2%)で,

フ ァクシ ミリは建設 業(62社68.9%),製 造 業(384社

66.7%),卸 売業(65社64.4%)で 利用率 が高か った。

また 製造業 の中で は,テ レ フォンは輸送 用機 器(32社

60.4%),食 料品(27社57.4%),テ レ ックスは機械(44

社57.9%),輸 送 用機 器(27社50.9%),フ ァ クシ ミリ

は鉄 鋼(20社74.1%),電 気機器(70社72.9%)で そ

れ ぞれ利用率 が高 か った。 しか し,今 後の利用 メデ ィ

アを業種別 にみた場 合で も,テ レフ ォン,テ レックス,

フ ァクシ ミリにつ いて はほぼ現状維持 に留 ま り,大 き

な変 化はみ られな い。

次 に,パ ソコンは金融(9社47.4%),小 売業(22社

44.9%),電 気 ・ガス(5社41.7%)で 利 用率が 高い。

今 後2年 以 内の 利 用予定 では,不 動 産(22.4%増),

小売 業(19.9%増),サ ー ビス業(19.4%増)で パ ソ

金 融情 報 システ ムNo.581989.1
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〔第3図 〕 業種 別パソ コン ・オ ンライ ン伝 送の利用状況
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コン利 用が進み,特 に小 売業 では現在 利用 してい る企

業 も含めて64.8%に 達す る見込み で あ る。製造 業 の中

で は食 料品(19社40,4%),化 学(30社36.1%)で の

パ ソコ ン利用率 が高 く,今 後 も利 用が 進む見込 み であ

る。

また,オ ン ライン伝送 は,金 融(9社47,4%),小 売

業(12社24.5%)で 利用 率が 高い。今 後2年 以内 の利

用予定 では,金 融(52.6%),小 売 業(31、5%),卸 売

業(28.4%)と な るが,特 に利用 が進 展す る業種 とし

ては,卸 売業(15.5%増),不 動産(13.3%増),サ ー

ビス業(10.1%増)が あげ られる。

この ように,今 後の利 用 メデ ィアを業種別 にみ ても

パ ソコン,オ ンライン伝送 につ いて は,大 幅に利用企

業が増 加す るこ とが見込 まれ る(第3図 参照)。

④ サー ビス内容別 メデ ィア利 用 状況

サ ー ビス 内容別 に多 く利 用 されて い るメデ ィアをみ

ると,残 高照 会で はテ レフ ォン(280社),7ァ クシ ミ

リ(234社),パ ソコン(230社),取 引明細連 絡照 会で

は フ ァクシ ミ リ(632社),テ レフ ォン(386社),テ レ

ックス(377社)と な ってい る。取引受 付サ ー ビスでは

パ ソコン(120社),オ ンライ ン伝送(59社),即 時 資

金移動 サ ー ビスで はテレ フ ォン(94社),パ ソコン(80

0

オンライン伝送(%)
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〈注〉 囲:現 在の利用状況(利用率)

口:2年 後の利用予定(率)

社),情 報提供サ ー ビスでは(外 国為替 関係130社,そ

の他117社),パ ソコン(同99社,91社)と なってい る。

次に メデ ィア別 に今後2年 以内 の利 用予定 をみ る と

特 にパ ソコンが残 高照会(412社1.8倍 増),取 引受 付サ

ー ビス(240社2倍 増)
,即 時資 金移動 サー ビス(312

社3.9倍 増),情 報提供 サー ビス(外 国為替関係179社

1.8倍 増,そ の他159社1.7倍 増)と,ほ ぼすべ てのサ

ー ビスにおいて メデ ィアの主 流 とな り,利 用が進展す

る もの と見込 まれ る。オ ン ライン伝送 について も,現

在 地の メデ ィアと比べて,利 用企業 数は少ない ものの

各 サ ービスで利 用が増え る見込 み であ る。

⑤ フ ァームバ ンキン グに対す る要望

現在の ファームバ ンキ ングに対す る金融機関への要

望事項について 最 も多 く指摘 された のは,各 金融機関

のサ ービスの統一 ・標準化 であ った。 この中で,操 作

方法,デ ータフ ォーマ ッ ト,コ ー ド,通 信手順,ア ウ

トプ ットレイア ウ トの統一,パ ソコンの機種規格の統

一のほか,サ ー ビス メニューの統一 等が あげ られてい

る。

この他,手 数料 の軽減,開 発 コス トの軽減な どコス

トに関する要望や,リ アル タイム処理,利 用時間の拡

大,デ ータ転送速度短 縮等の時 間に関す るもの,ま た
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サ ー ビス メ ニ ュ ー の レベ ル ア ッ プ,拡 大 とい った サ ー

ビスそ の もの に 対 す る もの も あ った 。

(2)企 業内CD,資 金集中 ・配分サービス,

パ ソコンによる即時資金移動

① 企業 内CDの 設 置状況

企業 内CDを 設置 してい る企 業 は,回 答企業 数1,191

社中399社 でそ の割 合は33,5%と なってい る。設置企 業

の台数 は1台 とす る企 業が最 も多 く179社(44.9%),

2台 が84社(21.1%),3～5台84社(21.1%),6～

10台30社(7.5%),11台 以上22社(5.5%),の 順 にな

ってい る。

設置企業 を業種別 にみ ると,製 造業 が271社(43.3

%),卸 売業41社(36,9%),小 売業18社(31.0%),

サ ービス業21社(30.9%)と な ってお り,こ れ らの業

種におい て企業内CDの 設置 が進 んでい る。製造 業の

中では電気 機器62社(59.0%),輸 送用 機器27社(48.2

%)で 設置 率が高い。

また,企 業内CDC)設 置状 況を 従業 員規模 別にみ る

と,300人 未満 では45社(10.7%),以 下300～499人50

社(29.2%),500～999人81社(38.6%),1,000～4,999

人158社(53.7%),5,000～9,999人43社(67.2%),

10,000人 以上22社(70.9%)と な ってい る。 また台数

でみ ると300人 未満 では1台 とす る企 業が93.3%と 多

く,10,000人 以上 の企 業につ いて は11台 以上 とす る企

業が63.6%を 占めて い る。

(注)企 業内CDと は,企 業内に設置 した現金自動支 払 機

(CD)を いい,従 業員の金融機関にある預金 口座からの

現金引出 しを行えるようにしたものを指す。

② 資 金集中 ・配分 サー ビスの利 用状況

「資金集 中
.・配分 サー ビス」 の利 用状 況につい ては,

全 体で103社(8.7%)が 利用 して お り,今 後2年 以 内

の利用予定 を含め ると211社(17.9%)と ほぼ倍増す

る見込み である。 このサ ー ビスを利 用企 業は どの よ う

に評 価 してい るかについ ては,「 大変便利 であ る」とし

た企 業が68社(66、0%),「 多少物足 りない」 とした企

業 が25社(24.3%),「 大 いに物足 りない」 とした企業

が8社(7.8%)で あ り,か な り評 価 されてい るもの

の,一 層の利 便性の 向上を望む声 も少な か らず あった。

業種別に サー ビスの利 用状況 をみ ると,小 売 業が20

社(34.5%)と 他業種 に比べ て利 用が進 んで お り,今

後2年 以 内の利 用予 定の企業 も12社(20.7%)あ り,

合わせて50%を 超 え る企 業が利 用す る見込み であ る。

その他の業 種で は,金 融,電 気 ・ガス10.5%,サ ー ビ

ス業9.O%,卸 売業8.1%等 とな ってい る。 また,製 造

業の中 では食料品10。4%,電 気機器9.5%等 とな って

い る。今 後2年 以内 に利 用が増 える業種 と しては,前

述 の小売 業を除 き,金 融(15.8%増),建 設業(12.9

%増),サ ー ビス 業(10.4%増)と なってい る。 また,

製造 業の中 では食料品(16.7%増),化 学(11.4%増)

等 となってい る。

以上,現 在 の利用 中の企 業は少ない もの の,今 後利

用 する企業 は 大 幅 に増 加す る 見込 みで あ る(第4図 参

照)。

③ パ ソコン によ る即時 資金移動 の利用予 定

パ ソコ ンに よる他行庫 他人名義 口座 への即 時資金移

〔第4図 〕 資金集中 ・配分サ ービスの利用状況 と予定

。1。m3。405。 留

金ま特

小売 賞

金 毎

電気・カス

サービス

即売頁

硬鯵・醐

Vl透 貢

¢設藁

イこ動座

〈注〉圏:現 在の利 用状況(利 用率)

〔コ:2年 後の 利用予定(率)

(注)資 金集中 ・配分 サー ビス とは,本 社 の口座へ各地 の

支店 ・営業所 等の 口座 か ら売上代金 等を 自動 的に集 中

した り,逆 に本 社の口座か ら各 地の支店 ・営 業所等の

口座へ 経費等 を 自動配 分す るサー ビスを い う。
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〔第5図 〕 パソコンに よる即時資金移動(他 行庫 他人名義)の 利用予定
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動(振 込)が,昨 年の4月 に認め られ たが,サ ー ビス

の利 用予 定につ いて全 業種でみ てみ る と,「 す ぐ に も

利 用 した い」 とす る企 業が94社(8.0%),「 少 し様子

を見てか ら」 とす る企 業457社(38.9%),「 当面利用

予 定な し」 とす る企業558社(47.5%),「 利 用 しな い」

とす る企 業が59社(5.O%)で あ った。

業種別 にみ る と,小 売 業が 「す ぐに利 用 したい」9

社(15.8%),「 少 し様子 を見 てか ら」28社(49.1%)

と最 も多 く,合 わせ て利 用子定 は37社(64.9%)で あ

り,他 業種 に比 べ て利 用に積 極的であ る。小売 業以外

では,建 設業(「す ぐに利 用 したい」9社8.9%,「 少 し

様子 を見てか ら」44社43.6%),サ ー ビス業(同5社

7.5%,同29社43.3%),製 造 業(同54社8,7%,同224

社39.5%)等 とな ってい る。 製造 業の 中で は 食 料 品

(同8社17.0%,同19社40.4%)の 利 用予定 が特に高

くな ってい る。 全 体でみ ると,「 す ぐに も利 用 したい」

とす る企業 ぽ 少ない ものの,「 少 し様 子 を 見 てか ら」

とす る企業 を合わせ る とほぼ 半数の企 業で パ ソ コ'ン

に よる即時資 金移動 サ ービスを利 用 したい と してい る

(第5図 参照)o

その他

(3)債 権の 回収方法,売 掛金 の管理 ・消込方

法

① 債権の回 収方法

全業 種の債権 の回収方法 の割 合(企 業 の回収件 数の

差 を考慮せず,単 純 に割合 の平均 とす る)は,振 込 が

最 も多 く48%(前 回45%),手 形36%(同37%),現 金

・小切手10%(同12%),そ の他6%(同6%)と な って

お り,前 回調査時 点 とあ ま り大 きな 変化 はみ られ ない。

振込 の割合 は製 造業40%(前 回37%),卸 売業38%

(同34%),小 売 業38%(同44%),電 気 ・ガス27%(同

31%)等 を除い て,そ の他 の業種で は概ね60%～70%

前後 となってい る。

手形 の割 合が 高い業種 は製造 業50%(前 回54%),卸

売 業47%(同48%)で あ る。 ただ し製造 業 の中で も特

に鉄鋼67%(前 回60%),化 学62%(同67%)で その割

合が高 く,逆 に 食料品30%(同36%),輸 送 用機 器35

%(同38%),電 気機器42%(同44%)で そ の割 合は

低 くな ってい る。

現金 ・小切手の割 合が 高い業 種は,小 売業32%(前

回30%),電 気 ・ガス21%(同19%)で,逆 に化学3%
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〔第6図 〕 債 権 の 回 収 方法
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(同7%),輸 送 用機器5%(同2%)等 でその割 合は

低 くな ってい る。

その他 の中で,特 に 口座振 替 の割 合は電 気 ・ガス52

%(前 回49%)で 高 く,続 いて小 売業12%(同11%),

サ ー ビス業9%(同8%)が 目立 ってい る(第6図 参照)。

前 回調査 では現金 ・小切手 及び手形 を減少 させ,振

込,口 座 振替 を増 加 させ たい とす る企 業が 多か ったが

実態上 は大 きな変化 はみ られ ない。

② 振 込入金連 絡の受取 方法

振込 入金連 絡 に利 用 され てい る ファームバ ンキ ング

を多い順 に挙げ ると,フ ァ クシ ミ リ640社56.1%(前 回

467社45.4%),テ レックス398社34.9%(同428社41.6

%),テ レフ ォン329社28、8%(同279社27.1%),パ ソ

コ ン192社16 .8%(同111社10.8%),オ ンライン 伝 送

＼
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へ1、

ノ 〉

小 金 不 運 電 サ そ 金
売 動 輸 気1の 業
業 融 愛 念 ・ ビ 他 種

庫 ガ ス
'ス

通
信

65社5.7%(同53社5.2%)と な ってお り,前 回調 査時

点 よ りもテ レ ックスは減少,フ ァクシ ミリ,パ ソ コン

は増加,オ ンライ ン伝送 は微増 とな ってい る。 これ ら

以外 の受取方 法で は,電 話(口 頭)561社492%(同

624社60.7%),文 書145社12.7%(同154社15.0%),

磁気 テ ープ ・フロ ッピィデ ス ク46社4.0%(同51社5.0

%)と な って お り,す ぺて前 回調査時点 よ り減少 して

い る。

次 に,現 在利 用 してい る受取 方法に対 して不 満 を感

じてい る利用 者の割 合を み る と,テ レフ ォン26 .1%

(前回27.2%),パ ソコ ン14.6%(同20.7%o),ナ ンラ

イ ン伝送13.8%(同17.0%),フ ァ クシ ミリ10.6%(同

7,9%),テ レ ックス10.3%(同14.7%)の 順 とな って

い る。
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〔第7図 〕振 込入金通 知の現状の受取方 法(左)と

今後利用 したい受取方法(右)
TO60曳)40ぷ}20to1020加

不 満 とす る理 由を具 体的に記載 してい る企 業をみ る

と,全 体 的に入 金の 「連 絡が遅 い」,消 込 をす る た め

に 「自社 シス テムへの 入力に再処 理が必 要」 とする も

のが前 回調査 に引 き続 き多 くな ってい る。

今 後利用 した い受取 方法 としては,オ ンライ ン伝送

223社二19.5%(前 回220社21.4%),パ ソコン222社19 .5

%(同228社22.2%),フ ァ クシ ミリ166社14 .5%(同

167社16.2%),テ レ ックス49社4 .3%(同49社4.8%)

等 にな ってい る。企 業内,企 業間に おけ る コンピュー

タ化,ネ ッ トワーク化 の進展 を受 け,コ ン ピュータ,

パ ソコンを メデ ィアとす るフ ァー ムバ ンキ ン グを利用

し,事 務合理化 ・資金運 用の効率 化 を図 りた い とす る

企 業ニーズが前 回調査 同様 うかが え る(第7図 参照)。

③ 振込 入金連 絡の受 取方法(月 間振 込件数別)

月間振込 入金 件数 と入金連絡の受 取 方法の関係 につ

いてみ てみ る と,50件 以 下の ケースで は電 話(口 頭)

49.6%,フ ァクシ ミリ45.O%o,テ レ フォン31.8%,テ

レ ックス18 .6%の 順 とな る。1,000件 以上 の ケ ースで

もフ ァクシ ミリ62.8%,電 話(口 頭)53.4%,テ レ ッ

クス41.7%,テ レフ ォン25.6%と メデ ィアはほ とん ど

変わ らないが,多 量の デ ータ受取 りに適 したパ ソコン

24.8%(50件 以下 では3,1%),オ ンライ ン伝送13 .9%

(同0%),磁 気 テー プ・フ ロッピィデ ィス ク10.5%(同

0.8%)の 利 用割 合が 高 くな ってい る』(第S図参照)。

業 種別にみ てみ ると,振 込 入金件 数の 多い 金融 で オ

ンライ ン伝送,パ ソコン利用が 多 く,続 いて小売 業,

食料品 で多 くな って いる。 電気 ・ガスでは磁気 テー プ・

〔第8図 〕振込入金通知の受取方法

〔月間振込入金件数別〕
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フロ ッピ ィデ ィス ク利 用が多 くな ってい る。

④ 売掛金の 自動 消込 状況

売掛 金の コンピ ュータ管 理 と自動 消込 の状 況につい

て は,売 掛金の管理を紙 ベースで 行い,手 作業 で消込

を行 っている企 業は283社23.8%(前 回245社23.8%),

コンピ ュータで管 理 し,手 作業 で消込 を行 ってい る企

業は759社63.7%(同562社54.8%),ま た コンピ ュ ー

タで管理 し,か つ一 部で も自動消込 を行 っている企 業

は121tklO.2%(同169社16.4%)で あ る。 業 種別 に 自

動消込 の進 んでい るところをみ る と,電 気 ・ガス47.4
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〔第9図 〕 債 務 の 支払 方 法
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0

%,金 融40.0%,小 売 業27、6%で あ り,そ の他 の業種

で は5%前 後～15%前 後であ る。

次 に 「自動消込 を行 う上 で金 融機関 に何を望む か」

との質 問におい ては,「 振込 入金連絡 の リアル タ イム

化」568社59.9%(前 回505社49.1%),「 統 一企業 コー

ドの制定」403社42.5%(同433社42 .1%),「 消込 処理

に使 用で き る キ ー コー ド(売 掛 金番号等)の 通知 連

絡」348社36,7%(同384社37.4%),「 画面表示,電 文

フォーマ ットの統 一」306社32.3%(同322社31 .3%),

「マルチパ ン クサ ー ビスの提 供」124社13.1%(同220

社21.4%)と な ってい る。前 回調 査に比 べて入金 連絡

の リアル タイム化 の要 望が増 加 し,マ ル チパ ンクに対

す る要 望は減 少(注),そ の 他につ いてはほ ぼ同 じ とい

う結果 とな ってい る。

卸
売
業

運
輸
倉
庫

・通
信

不
動
産

金

融

小
売
業

全

業

種

そ

の
他

サ
ー
ビ

ス

電

気

・
ガ

ス

(注)前 回調査時点では,一 部業態でマルチパンクサービス

の提供がなされていなかったため,要 望が多 くなってい

た もの と思われる。

今後2年 以 内の 自動消込 の導入予 定 につ いて は,現

在導 入 してい るところ も含 めて425社36.5%と な って

お り,電 気 ・ガス で63%,小 売業 で59%,金 融 で50'%,

繊維,化 学,電 気機 器,輸 送 用機器,卸 売業等 で40%

前後 の企 業が 導入 を予定 している。

(4)債 務の支払方 法,買 掛金の管理方 法

① 債務 の支払方 法

全 業種 の債務 の支払方 法の割 合(企 業の支払件 数 の

差 を考慮せ ず,単 純に割 合の平 均 とす る)は 振 込が最

も多 く54%(前 回53%),手 形36%(同36%),現 金 ・
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小 切手7%(同9%),そ の他2%(同3%)と な っ

てお り,債 権の 回収方法 と同様前 回調 査時点 とあ ま り

大 きな変化 はみ られない。

振込 の割 合は,製 造 業が45%(前 回42%),卸 売 業44

%(同46%o)を 除 いてそ の他の業種 で は60%前 後 ～80

%前 後 とな ってい る。

手形 の割合 の高い 業種は製造 業47%(前 回50%),卸

売業46%(同46%)で あ る。製 造業 の 中で も特 にそ の

割 合が 高いの は機械57%(同62%),鉄 鋼53%(同54%)

であ り,逆 に低 いの は食料品25%(同21%)で あ る。

現金 ・小切手 の割 合が高い業 種は不 動 産15%(同11

%),運 輸倉庫 ・通 信14%(同13%)で あ り,逆 に輸送

用 機器3%(同3%),機 械,電 気 機 器4%(同4%)

が 低 くな ってい る(第9図 参照)。

② 一括 支払 システ ムの利用状 況

債務 の支払 手段 と して の,一 括 支払 シス テムの導 入

済企 業は52社(4.4%)と な ってい る。利 用企 業の実施

状況 はピ平均 で元受 金融機 関3.9行 庫,提 携 金融 機 関

3.7行 庫,対 象企 業数259社 とな ってい る。 業種別 での

利 用状 況は製造 業32社,運 輸 倉庫 ・通 信7社 寺 とな っ

てい る。

同 システ ム利 用企業 の評価 は 「大 変事 務合理化 に役

立 った」28社,「 大 変経費 削減に役 立 った」16社 ,「 多

少 事務 合理 化 に役立 った」,「多少経 費削 減に役立 った」

とす る企 業がそ れぞれ14社,9社 とな ってお り,事 務

合理 化面 での効 果を評価 してい る ところが 多い。 しか

し,Lsifは 「同 システムの改 良の必 要あ り」と してい る。

今 後2年 以内 に新た に導 入 を予 定 してい る企業は全

業種 で192社(16.2%)と な ってお り,特 に製造 業 で

関心が 高 く122社 が導 入を予定 してい る。その 中で もそ

の他31社,電 気機器,輸 送 用機器 でそれ ぞれ21社 と多

くな ってい る。

(注)「 一括 支払 システ ム」は,多 数 の 手形 を 振 り出す 代わ

りに,企 業 の コ ンピ ューダな どか ら銀 行 の コン ビュー タ

へ支払データを送 り,こ のデータに基づ き銀行は支払 と

与信(従 来の手形割引機能)を 行 うものをい う。これに
より,支 払企業側は手形振出事務の省力化 ・合理化が可

能となる。

③ 総合振込 データの持込 方法 と買掛金の コン ピュ

ー タ管理

a .総 合振込 データの持込 方法

現在,フ ァー ムバ ンキ ングを利用 して総合振込 デ ー

タを金融 機関 に持ち込ん でい る企 業は,パ ソコ ン接 続

152社13.3%(前 回57社5.5%),コ ンピュータ接 続70社

6.1%(同43社4.2%)と な ってい る。 前回 調査に比較

してパ ソコン接続 で約2.7倍,コ ンビ=一 夕接続 で約

1.6倍 に利用企 業数は増 加 してい る。一方,手 書 き(金

融 機関打出 しサ ー ビスも含む)で 作成 してい る企 業は

717tr62.9%(前 回652社63.4%),自 社 コンピ ュー タ

打出 し リス トを利用 してい る企 業は433社38.0%(同

424社41.2%)、 t磁 気テ ープ,フ ロッピィデ ィス クを利

用 してい る企業 は285社25.0%(同271社26,4%)と な

ってい る。

現在利 用 してい る持込 方法 に対 して不 満を感 じてい

る利 用者の割 合は,紙 ベース の ものに対す る不満 が強

く,手 書作成29,0%(前 回35.3%),自 社 コンピュー

タ打出 し15.5%(同14.9%)と な ってお り,そ の他 で

は磁気 テー プ,フ ロッ ピィデ ィス ク利用8 .4%(同8.1

%)・ パ ソコン接続6.6%(同8.8%),コ ンピ ュー タ接

続5.7%(同9.3%)と な ってい る。

不満 とす る理 由を具 体的に 記載 してし
、・る企業 をみ る

と,前 回調査 とほ とん ど同 じであ り,紙 ペース におい

ては人的,時 間的労力が かか り,か つ作成 ミス をど う

してもな くせ ない ことが 多 くあ げ られてい る。 また金

融 機関 によ りフォーマ ッ トが不統一 であ ること,登 録

内容の抹消 ・変更が大 変で ある とす るもの もあ る。 パ

ソコン,コ ン ピュータ接続 につ いて は送 信に時間がか

か り過 ぎること,金 融 機関に よって受付時間 が不統一

であること等が挙げ られ てい る。 また,全 般的 に デー
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〔第10図〕総合振込データの現状の持込方法(左)と

今後利用 したい持込方法(右)'
70

タ持込み の締切 り時間 が早す ぎ ることを挙げ るところ

が引 き続 き多 くなって い る;

次 に今 後利 用 した い持込 方法 と しては,コ ンピュー

タ接続266社23.4%(前 回223社21 .7%),パ ソコ ン 接

続246社21.6%(同229社22.3%),磁 気テ ープ,フ ロッ

ピィデ ィス ク利 用157社13 .8%(同157社15 .3%),紙 ベ

ース自社 コン ピ
ュータ打 出 し127社11.2%(同92社8 .9

%),紙 ペ ース手書 き25社2 .2%(同20社1.9%)と な っ

てお り,パ ソコン,コ ン ピュー タ利 用 を希望 す ると こ

ろが 多い(第 ユ0図参照)。

b.買 掛金 の コン ピュータ管理

また,買 掛金を コン ピュー タ管理 してい る 企 業 は

857社72.O%(前 回728社70 .8%)と な っている。業 種

別 に ⇔ ピ・一権 理 の進 んで いると ころ をみ る と
,

輸送 用機器91・1%(同91 .1%),卸 売業865%(同79 .0

%),小 売 業86.2%(同92.9%) ,機 械82.7%(同71.2

%),繊 維81.8%(同70 .8%)等 となって いる。

今後2年 以 内の予 定 では,現 在 ・ン ピ。一夕管理 を

実施 してい る ところ も含め て986社82 .8%と な ってお

り,特 に,輸 送 用機器96 .4%,電 気 機器95 .2%,小 売

業94・8%・ 卸 売業91 .0%等 で高 くな ってい る。

(5)相 殺決済

相殺決済 につ いては,「 既 に実 施 してい る」54社4
.6

%,「 具体 的に検討 してい る」7社0 .6%,「 大 い に関心

を持 ってい る」134社11.5%,「 多少関心が ある」466社

39・9%・ 「特 に関心 はない」508社43 .5%と な ってお り,

半数 以上の企 業は何 らか の関心 を示 してい る。

現在,相 殺決済 を実施 してい る企業を 業種別にみ る

と製造業 で37社 が実 施 して お り,中 で もそ の他11社 ,

電 気機器9社 が 多 くなってい る。 「大 いに関心 を 持 っ

て いる」,「多少関心が ある」 も製造業 で多 く
,合 せ て

324社52.6%で,中 で も繊 維62 .8%,化 学60.9%で 特 「

に関心が 高 くな ってお り,そ の他 では建設 業59.4%,

小売 業58.9%等 となって いる。

相 殺決済実 施対象企 業数で は,5社 以 下が12社22 .2

%,6～10社 が9社16.7%,11～30社 が19社35 .2%,

31社 以上 が14社25 ,9%と なって いる。

(注)特 定機関(た とえばグループの中核企業,VAN会 社

等)に 複数の企業間(相 対は除 く)で 発生す る決済デー

タを集中 し.コ ンピュータを使 ってそれらを相互に相殺

することによ り債権 ・債務を消滅させ,決 済事務の効率

化を図 るものをいう。

2.お わ りに

企 業 は自社 内及び企業間 の様 々な業務 の コンピ ュー

タ化 を指 向 して お り,そ の 中で金融 機関が提 供 して い

るフ ァームバ ンキ ング利 用 に も積極的 に取 り組 んでい

る。 しか し,企 業 は現状 の7ア ームバ ンキ ングに対 し

て様 々な問題点 を指摘 してい る。 その 中で
,特 に金 融

機関 相互 の ファームバ ンキ ングサ ー ビス の統 一化 ・標

準化 を強 く望 んでい る。す なわ ち,通 常,企 業 は複数

の金融機 関 と取 引を行 ってお り,個 々の金融機 関 ごと

にそのサ ー ビス 内容が相違す ることは,そ れ が些細 な

相違 で も企 業に とって大 きな負担 とな っているのが現

状 であ る。 金 融機関 と しては,相 互 に統 一化 ・標 準化

が 可能な 部分 につ いて は前向 きに企業 ニーズに応 えて

い く必要が あ ろ う。

こ うした こ とを含 め,企 業 は金融 機関 に対 して よ り

利 便性 の高い サー ビスを今後 の フ。一ム・・ンキ ングで

提 供 して くれ るこ とを望 んでい る といえ よう。

最 後に今 回 のア ンケー ト調査 に ご協力 いただ いた 皆

様 に厚 くお 礼申 し上 げ ます。
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1.フ ァームバンキング利用状況

(業種別推移)

回 答

企業数
現 在 2年 後

合 計 1,191 1,071 1,098
100.0 89.9 92.2

農林 ・水産 8 8 8

100.0 100.0 100.0

鉱 業 9 6 6

100.0 66.7 66.7

建 設 業 102 90 96

}00.0 88.2 94.1

製 造 業 625 576 582

100.0 92.2 93.1

食 料 品 49 47 47

100.0 95.9 95.9

繊 維 44 40 41

100.0 90.9 93.2

化 学 88 83 84

100.0 94.3 95.5

鉄 鋼 33 27 28

100.0 81.8 84.8

機 械 81 76 77

100.0 93.8 95.1

電気機 器 105 96 97

100.0 9L4 92.4

輸送用機器 56 53 53

100.0 94.6 94,6,

そ の 他 169 154 155

100.0 91」 91.7

卸 売 業 111 |OI 102

100.0 91.0 9L9

小 売 業 58 49 54

100.0 84.5 93.1

金 融 20 19 19

100.0 95.0 95.0

不 動 産 35 29 30
100.0 82.9 85.7

運輸倉庫 ・通信 116 101 102

100.0 87.1 879

電 気'ガ ス .
!9 12 14

100.0 63.2 73.7

サ ー ビ ス 68 64 67

100.0 94.1 98.5

そ の 他 20 16 18

100.0 80.0 90.0

(単 位:上 段 社,下 段%)

資 料 編

2.メ デ ィア別 利用状況

(単 位:社,%… 母数=1.071)

取引情報通知照会サービス 情報提供
サ ー ビ ス

利 用 残高 取引明 融資 外国為 取引受 即時資 外国為 その他 端
企業数 照会 細連絡 関係 替関係 付 サー 金移動 替関係 .

メデ ィア 照会 ビス サ」ヒス

一

ア レフ ォン 504 280 386 83 89 ' 94 60 36 一

47.1 26.1 36.0 7.7 8.3 ● 8.8 5.6 3.4 ←

テ レックス 402 47 377 8 39 ← 一 '54
18 一

37.5 4.4 35.2 0.7 3.6 一 一 5.0 L7 一

ファクシミリ 690 234 632 40 86 ～ '

130 117 2
64.4 21.8 59.0 3.7

一8

.0
≡ 一 12.1 10.9 0.2

パ ソ コ ン 299 230 249 31 52 120 80 99 91 4
27.9 2L5 23.2 2.9 4.9 11.2 7.5 9.2 8.5 0.4

オン引 ン伝送 107 37 68 4 10 59 ≡ 8 5 5
10.0 3.5 6.3 0.4 0.9 5.5 一 0.7 0.5 0.5

キ砂テン端末 4 1 1 ● 一 一 1 2 3 '

0.4 0.1 0」 ' 一 一 0.1 α2 0.3 '

専 用 端末 54 29 28 4 6 8 9 32 24 一

5.0 2.7 2.6 0.4 0.6 α7 0.8 3.0 2.2 一

3.メ デ ィア別利用状況(2年 後)

(単 位:杜%… 母数=1.098)

取引情報通知照会サービス
情 報提供
サー ビス

利 用 残高 取引明 融資 外国為 取引受 即時資外国為 その他 その他

企業数 照会 細連絡 関係 替関係 付サ ー 金移動 替関係
メデ ィア 照会 ビス サ」ヒス

テ レフォン 515 292 393 90 92 一 108 63 38 1
46.9 26.6 35.8 8.2 8.4 - 9.8 5.7 3.5 0」

テ レックス 404 51 378 9 44 一 ≡

56 19 一

36.8 4.6 34.4 0.8 4.0 一 一 5」 1.7
一

ファクシミリ 709 263 650 65 105 一 一 145 130 2

64.6 24.0 59.2 5.9 9.6 一 一 13.2 11.8 0.2

パ ソ コ ン 507 412 419 132 137 240 312 179 159 17

46.2 37.5 3&2 12.0 12.5 2L9 28.4 16.3 14.5 L5

オンライン伝送 211 ll4 150 47 44 132 一 30 19
「9

19.2 10.4 13.7 4.3 4.0 12.0 一

2.7 1.7 0.8

キ+プテン端末 15 9 8 4 2 一

4 6 7- 一

1.4 0.8 0.7 0.4 0.2 ≡ 0.4 0.5 0.6 一

専 用 端末 91 60 59 25 23 32 37 48 37 1
8.3 5.5 5.4 2.3 2.1 2.9 3.4 4.4 3.4 0.1
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皿.電 子取 引 システ ムの法 的問題

1.電 子 取 引 に お け る 民 事 法 的 問 題 の 考 え 方(野 村委員)

前記の事務局 の調査研究の概要 の説明 によると、基本的 な枠組 みはスケ ジュ

ールにあるよ うな ことか と思 うが
、私 自身 の関心か らい くと、 この全体の シス

テムあ るいは、構造の中で いろん な当事者が 出て くるわ けで、それぞれの間の

法的関係 とい うか 、契約内容 とい うか、その辺が非常 に興味が ある。 それぞれ

現在行われているところで もいろいろな場合があ って 、必ず しも一律 にいかな

いと思 う。 そ ういう当事者間の法的関係 、その中で特 に物 と情報が流れ るとい

う意 味ではVAN会 社 、あ るいは倉庫 、運送業者の配送セ ンターみた いな もの

が、一体取引の中で どういう地位を持 ってい るのか というの に非常 に興味があ

るが 、そ うい う権利義務関係を明 らかにす るとい うことが 、事故が起 こった場

合 の損害賠償の問題 、あるいは責任 の範 囲 とい うことを考え る上での非常 に大

きな前提 にな るので はないか とい うふ うに思 う。

電子取引 とい うことが対象 にな って いるわ けであるが、従来 電子取 引に関す

る議論 とい うのは常 に既存の法制度 との関連で議論 されて きてい るわ けで あり、

例 えば こうい う複数の主体が物流な ら物流の システムをっ くって、電子的 な情

報 のや りとりを行わないでや るとい うこと も理論的 には十分可能 なわ けであ る。

そ うい う場合の法的環境を前提 に して、情報 の部分が電子的 なデータ処理 によ

るとい うことで、ど ういう違 いが 出て きて、ど ういう特色が出て くるか、 こう

い うアプ ローチがなされているよ うに思 うわ けで、それ はそれでいい と思 うが 、

問題 はその出発点の既存 の、例えば民法 な ら民法でそ うい う場合 どう扱 われて

い るか とい うこと自身が実 は必ず しも明 らかで はないので はないか とい うのが

私 の疑問で ある。

っま り売買契約な ら売買契約 で売 り主 と買い主 との関係 とか、そ うい うのは
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比較的単純 とい うか、民 法である程度かた まって いるところだ ろうと思 うが 、

例えば中間 にそ うい う配送 セ ンターとい うものがあ って、そ こを経 由 して物が

流れてい く場合 に、その配送 セ ンターが破産 したとき、一体その物 について は

ど うい う関係 にあるのか 、っ ま り売 り主 と買 い主 とが直接売買契約 とい う点で

結ばれてい るのか 、やは り配送セ ンター とを通 して所有権が移転 した とい うよ

うに考 え るのか、そ の辺で結論が変わ って くる。従来 あたか も既存 の法制度 と

いうのは比較的明確に確立 しているという前提で電子取引は議論されているよ

うに思 うが 、 もとの ところ自身が必ず しも明 らかで ないと思 うわ けで ある。

電子 資金移動(EFT)に っいて も同 じよ うに思われ、既存の法制度か ら出

発す るとい うことであ るけれ ども、既存の法制度その ものがか な りあ いまいな

もので あるとい うことで、常 に既存の法制度その ものを考え直す とい うか、既

存の法制度について十分考えることが必要ではないかというのが現在私が考え

て い る こ とで あ る。

(質 疑 応 答)

曹

堀部座長 既存の法制度その ものが あいまいである とい うことで、将来的に は

何か法制度の改革 とかそ ういうことも出て くる必要が あるとい うことに もっな

が ってい くか と思い ます。

永 田委員 最初の問題 点ですが、 こうい うシステム的 な取 引における契約 関係

をはっ きりさせない と権利 関係 とい うの は明確 に出て こない とい うことですが、

今 まで若干 の経験で はど うも実務で必 ず しもそれが、 どうい う合意があ るのか、

その ものがは っきり しないよ うな感 じが します。

例えばVAN会 社 のかかわ り方で、単 に システ ムの開発を引 き受けて、そ し

て システムを引 き渡す。 あるいは売買 したのか、あ るいは システ ムを開発 して

賃貸 しているのか、 あるいは システム開発 を して事 務処理を請け負 っているの

か、あるいは事務処 理の委任を受 けているのか。 そのあた りも、 もう実 際動 い
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ているのですが 、契約書 とい うか、取 り交わ された取 り決 めを見 ま して もそれ

がはっきり しない。 システ ムの側 と売買契約の当事者の その システ ムが どこに

かかわ ってい るのか とい うのが非常 にわか りに くいよ うな感 じが します。

ですか ら、実態その ものを分析 して も、VAN会 社が 開発 し始めた当初はは

っきりしなか ったのですが、それが ある程度契約 関係で は っきりして きている

のか とい うあた りが私 は非常 に興味 あ ります。

堀部座長 大野委員、 その辺いかがですか。実際にVANを や ってお られま し

て……。

大野委員 我 々、少 な くと も当社の場合 などはその辺 は請負 とい うことでは っ

きりさせてい るっ もりです。ただ、我 々実務でや っている と、それがだんだん

発展 して いって、VANの セ ンター同士をっないでい くとい うよ うな問題に既

に発展 してお り、そ うす ると技術上 は レベルが違 うところをど う調整 してい く

か というような問題 に直面す る。

その結果 と して、 もうご存 じだ と思 うのですが、全体 を窓 口で と らえて しま

うという システム責任論 とい うよ うなのがあ らわれて きていま して 、我 々は一

種の窓 口責任論 になるので非常 に脅威 を感 じてお ります。 この辺 につ いて、す

べてVANと い うの は同 じレベルの もので はない、先 ほど も出ま したが 、個 々

の特異性 と共通性 とい うのをよ く認識 して、素材 を我 々は提供で きますので、

切 り分けをぜひ して いただ きたい とい うことです。
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2.電 子 取 引 に お け る 取 引 成 立 に 関 す る 問 題(永 田委員)

今度 の調査研究の対象 と私 の研究が重なる部分が、二つ ある。一つ は電子取

引の場合の契約の成立の仕組 みの問題、他 の一 つはその過程で起 こって トラブ

ル、エラーの問題であ る。

簡単 な問題意識を述 べる と、第一 は契約成立の仕組 みの問題であるが 、これ

までの議論の展開のあ り方 とい うのか電子取引を どう定義す るかは別 と して、

デー タ交換 によ る取 引を契約法の粋内で議論 しようとい うの は実務家 も共通の

議論だ と思われ る。

いわゆ る合意 による拘束 という見方か ら離れて、全 く別の議論で考え るとい

うことではないよ うで ある。その意味で 、まず最初の議論の展開の仕方 と して

は現行の契約法 あるいは伝統 的な契約理論 とのす り合わせをす る必要があ る。

実際に行 われ ているデータ交換 を契約、すなわち申 し込 み ・承諾構成 、 日本で

はそ うい う構成を とるわけですが 、それにどのよ うに当てはめるか とい うす り

合わせ をす るとい うのがまず 出発点であ る。 そ して、 どうもうま くいかない、

不都合 な結果 とな る部分及 び不明確な部分 とい うものを探 し出 して、それへの

対応 を考え る。そ して、一つの最 も大 きな対応の仕方 は、本来の 目的にか な っ

たよ うな結果 とな るよ うな特約のあ り方 、そ ういうもので カバ ー して全体が う

ま くい くように しよ うとい う議論の展 開の仕方がなされて いるよ うで ある。

これ は要す るに電子取引を、今 までの申 し込み ・承諾構成 に当てはめると こ

うい う問題 が出て くる。従 って、 こうい うことは特約で このよ うにカバ ー して

お く必 要が あ る。 そのよ うな議 論の展開であ ったか と思 う。 こうい う展開の仕

方にっいて若干研究者 と して気 になる、そ うい う点を四つほど述べ る。

一つ は
、 これ は野村先生が お っしゃっていた ところであるが 、最初のす り合

わせの段階で、現行契約法の解釈 、それか ら、伝統的契約理論 という ものが あ

るが 、それ 自体が必ず しも完全 な ものではない とい うことで 、さまざまな議論

が ある。多義性 とい うか 、解釈 について も一義的ではないとい うことであ る。
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例えばデータの ア ンマ ッチ とい うよ うなことが 問題 にな って くるが 、合意が

ない、すなわ ちこれ は法律で言 うと契約が不成立 である。合意がない 不

合意 なのか、合意 はあ るけれ ど も一方があ るいは双方が思い違いを してい るの

か 、錯誤なのか。 ここで前者 は不成立であ り、後者 は有効無効の問題であ るが 、

その議論 自体 もこの電子取 引が 出て くる以前の契約法で必ず しも一致 した考え

方が あるわけで はない。 あるいは発信主義 とい うよ うな ものにっいて も、 これ

は民法526条 で承諾 の発信 の ときに契約が成立す る とい う規定があるが、その

意味 について もいろんな議論が ある。

例えば発信の ときに成立す るのだが 、到達 しな くて も成立 す るのか 、や はり

到達 はい るのか。 この526条 は契約成立の時期 だけを定めてい る。 これに大 き

な議論がある。それは電子取 引が始 まる前か らある議論であ って、その意味で

必ず しも解釈 というのは一義的で はな いとい うことで ある。 あ るいは錯誤 と相

手方 との問題で もこれはな大 きな理論上の多数 の説が ある。

それか ら、電子取 引に関係深 い もの と して意思 の合致 、合意論 か ら少 し離れ

て 、事実的契約関係 の理論 や類型的行為論、 これ は 自動販売機での取引や 、公

共 の交通機関の利用取 引などで生 まれて きた。具体 的な合意がな くて もい い、

合意の意思の合致理論 か ら離れて もいい、 こうい う議論があ るわけだが、 これ

につ いて も賛否があ り、そ うい うものの必要性 、あるいは適用 の場面 について

伝統的な議論があ る。す り合わせ るとい って もす り合わせ る相手 の方 も随分不

完全であ り、多義性が ある とい う点が注意 すべ きことであ る。 これ は野村先生

が指摘 された ところ と同 じか と思 う。

それか ら、あ とは特約 による処理 とい うことを考えてみ ると、特約万能では

な くて、特約 については三つの注意 すべ き点が ある と考え られ る。

一つは特約の法的な可能性 とい う問題 で、 これ は法律的には有効性の問題 と

っ なが るが、その問題 と分 けたの は、その内容 の有効性の問題 ではな くて、そ

もそもそ ういう合意がで きるか とい うことで ある。 とい うのは、民 法の91条 は

公の秩序 に関す る規定 と異 なる合意 は効 力が ない と言 ってい るわけで、すなわ
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ち公の秩序に関する規定 にかかわ る問題 は合意 はで きない、合意 を して も意味

が ない、一応 そ うい う形式 を とっているわけであ る。 かっ民法93条 か ら96条 に

至 る意思表示 の規定 は公の秩序 に関す る規定である と一般に考え られている。

そ うな ると、例えばデ ータのエ ラー打 ち込みのよ うな場合に錯誤の規定 を排

除す るとい うよ うな ことがそ もそ もで きるのかど うか とい うことで、すなわ ち

意思表示 の粋組みの民法 のル ールであるか ら、その部分につ いて特約がで きる

のか。結果的 にはその次 の有効性 の問題 になるが、 まずそ うい う枠組み と して

で きるのか どうか とい う可能性 の問題を考えない といけない。

例えば契約法の方の契約 の成立時点、あるいは申 し込みの拘束力、 これは粋

組みの問題 なのか、あ るいは債権法の問題であるか ら合意でいけ るのか、排除

で きるのか、 このよ うな問題があ って、厳密に91条 が抽象的にであ るが 、すべ

てに働 く。公の秩序 に関す る規定 だか らすべてに働 いて、そ うい う特約の可能

性が全然な い。 こうい う議論 とい うのは問題があろ うかと思 うが 、まずそれ も

考え なければな らない。そ うい う粋組みの規定がある場合 にそれの外 し方 とか

外す ことがで きるか どうか とい うことを考えてみなければな らない とい うこと

であ る。

これは梅本先生が ご指摘 にな ると思 うが、例えば証拠についての契約等 につ

いて も同様であ る。証拠契約 をどのよ うな公法的な関係にっいての処分 とみ る

のか、私的な拘束力が ある もの と見 るのか、そ ういう議論があ ると思われ るが 、

そ もそ もそ うい う特約がで きるのか という問題 は一 つ念頭 に置 いてお く必要が

あ ると思 う。結論 と して余 りかた苦 しく考え ないに して も、今 までの考え方か

らす るとこれ は一つ ひっかか るべ きところだ とい うことであ る。

その次は特約の有効性 、 これは従来 か ら言われて いるところで あ って、民法

90条 の公序良俗に反 す る合意 は無効で あるので、内容の有効性の問題で ある。

著 しく社会的妥 当性 を欠 くよ うな合意 は無効 とい うよ うに、目的適合的であ っ

て も、社会全体か ら見 ると妥当性を欠 くことはあ るわけで 、目的手段思考だけ

で一 定の特約 を選択す る場 合 には注意すべ きところで ある。
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これ は2の 枠組 みの問題 に も出て くるか と思われ るが、例え ば強迫によ って

アクセスを したとい う場合 に、第三者保護の規定 はないが 、それで は電子取 引

では不都合だか らとい うことでそれを外 して しま うとい うよ うな ことがで きる

か。 これ は電子取引を外す と、電子取 引にっいて は比較的問題 が少 な くな るか

もしれな いが、 これは法的可能性の問題で あるとと もに、内容 の有効性 におい

て一体それは社 会的妥 当性があ るカ・ど うか。強迫 されてい る場合 にそれ を取 り

消せない とい うよ うな ことでいいのか ど うか とい う議論が 出て くる。幾 ら合意

を した ところで 、その ような問題が出て くる。

それか ら、公序良俗違反90条 の有効性 の問題で はな くて、 もう少 し別の レベ

ルの法的な適正 の問題が 出て くると思 う。 これ は具体 的には独禁法関係 の問題

も一つである。 それか ら、これは事業者間取 引だか ら余 り気 にす る必要 はない

と思 うが 、消費者保護的な問題 もあ る。 さらに、 これ は有効無効の問題の レベ

ルまでいか な くて も、信義則 とか権利乱用 とか そ うい うもので修正 され ざるを

得 ない場合 もあ る。 こうい うような こともこの特約 について出て くるか と思 う
。

従 って、有効性 の問題 と少 しレベルを変えて、法的な適正 とい うこともここで

考慮 に入れてお く必要があろ うと思 う。

特約で うま くい くという場合であ って も、最終的 には内容の有効性で無効 に

された り、そ こまでいかな くて も現実 にはど うい うことが起 こるか とい うと、

その特約の射程が制 限 され る。切角 そ うい う形で特約 を入れて安心 していたつ

もりで も、当該事情を見てみ ると、その特 約 はここまで しか働かない とい うふ

うに最終 的には判断 されざるを得 ないとい うことが起 こり得 る。

そ こで 、議論の展開 と して 、結局最後 ど うい う特約を した らいいのか とい う

ところに、電子取 引 と しての 目的適 合的 な特約 というだ けでな くて 、法的可能

性、内容の有効性 、内容の法的適正 とい うよ うな特約 についての考慮すべ き点

を一緒に考え ざるを得 ない と思 う。 これが成立 の仕組 みの問題であ る
。

次に、 トラブルの方 の問題で あるが、 トラブルを議論す る場合に、結局 トラ

ブルで最終的に一方が要求 して いるのは契約の成立で履行請求 一 そ うい う
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トラブルがある、そ うい う食 い違 いがあ るけれ ども、契約 は成立 してい るので

あ るか ら履行せよ とい う議 論 と、原則 と して不成立 の場合であ るが、不成立の

責任 はその人には問われな いが、法的責任、損害賠償請求 とい う形で トラブル

が起 こって くる、 こうい う場 合があ る。

例えば無資格者が何 らかの電子 取引にかかわ ったという場 合に、 これは無資

格者の取引が、その名義人 の とい うか、その システムを使 ってい る者 に法的効

力が及ぶかど うか とい う議論 と、それは抜 きに して 、そのよ うな ものは契約は

成立 した り履行請求 され た りは しないけれ ども、そ こで生 じた損害 はその当事

者が、あるいはだれがかぶ るのか とい う問題 と二つあ るわけで ある。成立段 階

で は当然の ことであ るが、 この二つの トラブルを分けて考え なけれ ばな らない。

履 行責任 は負わないけれ ど、暗証番号の管理が悪か ったのだか ら、 この分だけ

損害賠償の請求をす る、 こ うい う議論 と二つあ る。

それか ら、その次 に法的責任 を検討す る場合の基本的 な要素、大 したことで

はないけれ ども、考えない とな らないのはどうい う事故か とい うことと、それ

か ら責任の問題であ る。 その事 故をだれか人間に、主体に還 元す るわ けだか ら、

その人の法的な位 置、 この二 つをかみ合わせて議論 しなければな らない。 これ

は当然の ことであるが、事故 の種類 、事故の損害の態様、損害が 発生 しないと

責任の問題が生 じないか ら、そのあたりが どうい う損害か、損害 を生 じた保護

法益に応 じた保護法規が あるわ けだか ら、それ も一つの要素で あ る。

それか ら、事故が いわ ゆる 自然災害 なのか、あるいは人為 的な事故 なのか と

い うことで 、自然災害であ って も責任を負 うとい うこともあ り得 るわけであ る。

それ もまず一つの注 目すべ きところであ る。

それ か ら、当然の ことだが、主体の帰責性の有無、程度 とい うことが問題で

ある。故意にやったのか、過 失があ ったのか、あ るいは過失で も重過失 なのか 、

あるいは軽過失なのか、 こうい うよ うな形で帰資性 の有無、それか ら程度 とい

うことが重要であ る。過失 か重過失 か も免責特約 の及ぶ範囲 とい うよ うな こと

を考え ると、これは重要 な要 素であ る。
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システム関与者 の法的位置、 これ は野村先生が ご指摘の ところか と思 うが、

責任 を負わせ る場 合 に合意 に基 づ く約束違反 なのか、単な る第三者関係 と して

の一般的な注意義務 違反なのか ということ、 これ は法の適用の仕方、 日本で は

それ ほど大 きなずれ はないけれ ど も、問題が出て くるわけであ る。 そ して また、

契約関係 につ いて は、契約類型が重要か と思 う。 システムを開発 して、ユーザ

ーに売却 され たのか
、あるいはユーザーが貸借 りとい うか、 システム開発者 か

らす ると賃貸を して いるのか、あ るいはシステムの構築を請 け負 ったのか とい

うよ うな問題があ る し、事務 処理 にっいては事務処理の請負を してい るのか 、

事務処理の委任 を受 けてい るのか、それ らによって適用法規 も違 う。結論的 に

はそれ ほど大 きな差が出て こないか もしれ ないけれ ども、やは り法的構成 にお

いて微妙な違 いが 出て くるので、そ うい う問題 を押 さえてお く必要が ある。

それか ら、契約関係 の場合 、その法的位置に関 しては、その周辺 にあ る もの

が補助者 なのか 、あるいは代行者なのか、あ るいは請負人 なのか、被用者なの

か、あるいは履行担保者 と して関与 してい るのか 、あるいは損 害担保者 と して

関与 して いるのか、 こ うい うような位置づけ もしておか ない と最終的に法的責

任を問え るか、問えな いか、あ るいは問い方 に違 いが 出て くる。 その問題 も考

えてお く必要 があ る。

最後 にシステ ム関与者 、ユーザーの責任配分の考え方 であるが、 これ は大野

さんか らも指摘 され るけれ ど も、幾つかの考え方 が出て き始めてい る。 この責

任 については伝統的 な契約法の理論 、不法行為 法の理論 による分配 をす るのか、

契約法で言 うといわ ゆる契約 当事者 としての責任 とか 、あ るいは履行補助者 と

い う位置づ けで責任を問 うというよ うな仕組みで い くのか、あ るいは不法行為

の理論であ ると、請負の場合のよ うに注文者が責任を負わない とい う形、あ る

いは雇用 とい うよ うな関係 と してと らえて使用者責任型の責任 を負 うとい うよ

うな形であ るとか、工作物責任 的な考え方 、そ うい う伝統 的な理論によ る分配

とい うのが一つの考 え方 である。

その ほか新 しい もの として システム責任論 とい うのが大野 さんの方 か ら批判
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的 な観点か ら出 ま したけれ ど も、 もう一つ前には責任 分界点の理論 とい う問題

が 出て くる。 これは、 システムの中で技術上の保安責任を負 う箇所 において生

じた事故、障害について は、その者が民事責任 も負担 するとい うふ うに考えて

はど うか、保 安責任 と民事責任 と、範 囲 とい うか、 カバーす る範囲を同 じくし

ようというよ うな考え方か と思われ るが、それが本当に民事 責任 に当てはまる

のか、 どこまで当て はめて よいのか とい う射程の問題 があ る。内部 的な処理 と

してそれが働 き得 るが、民事責任一般 の理論 と してそれが働 くかど うか とい う

ことが 問題で ある。

それか ら、 システム責任論、 システムを本来的に危 険性 を もった ものであ る

と、 自動車 と同 じよ うな と らえ方 を して、危険責任論で システム運用者が一時

的に責任を負 う、無過失責任を負 う、 こういう考 え方 を通常 の物理的な危険性

を持つ もの と システ ムの危 険 と同 じよ うに置 きかえて展開で きるか ど うか、 こ

れは多 いに疑問があ る。 そ うい う形で リスクをカバ ーさせるだけの経済的な対

応 とい うのがあ るのかど うか とい うこと も問題があ る。そ うい うことで、責任

分配の考え方 については幾 つかの試みが出始 めて いるが、それ らを どのよ うな

ポ ジションで と らえてい くか とい うことが問題であ る。
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(永田委員資料)

電子取引をめ ぐる問題点

1.電 子取引の場合の契約成立の問題

1-1議 論の展開

電子取引←⇔←現行契約法 ・伝統的契約理論との擦 り合わせ

〔「契約=申 込 ・承諾」構成へのあてはめ〕

↓

不都合な結果となる部分および不明確な部分への対応

↓

目的適合的な結果となる特約のあり方の追究

1-2問 題点

① 現行契約法解釈 ・伝統的契約理論の不完全性 ・多義性

② 特約の法的な可能性

③ 特約の内容の有効性

④ 特約の内容の法的な適正

2.電 子取引成立過程での トラブルの問題

2-1取 引成立過程での トラブルの2っ の類型

① 契約の成否にかかわる トラブル(成 立⇒履行請求)

② 法的責任にかかわる トラブル(損 害賠償請求)

2-2法 的責任を検討する場合の基本的要素

① 事故の種類

事故 ・損害の態様 事故を惹起 した主体 主体の帰資性有無 ・程度
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② システム関与者の法的位置

契約関係か第三者関係か 契約関係の場合の契約類型

契約関係の場合の当事者以外の関与者の位置づけ

2-3シ ステム関与者 ・ユーザーの責任分配の考え方

① 伝統的な契約法理論 ・不法行為法理論による分配

② いわゆる 「責任分界点の理論」の射程

③ いわゆる 「システム責任論」の妥当性
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3.VAN会 社 と 電 子 取 引 シ ス テ ム (大野委員)

私の資料 は 「情報化 白書」 とい うJIPDECが 作 ってい るもの に去年書 い

た ものの抜粋であ る。

ネ ッ トワー クシステムの法的諸問題の前提 と して、ネ ッ トワー クによ る物流

があ り、そ こに当然反対方 向にお金の流れがあ るとい うふ うに以前か ら考 えて

いたので、 ここで は電子取 引という もの はネ ッ トワー クシステムによる取引を

要す るに電子取引 とい うふ うに定義 して しま っているが、 これは必ず しも通常

使われている定義 とは一致 していない とい うふ うに思 う。普通 はお金の振 り込

み とかそ うい う関係 をEFTSと 言 っているので、私 は もう少 し広 くここでは

使わせて いただ く。

私 自身 、会社がVANも や って お り、親会社 は銀行なので、金融関係の取引

について非常に興味が あ り、物流 その ものが今ではVANが 主なので あ るが、

やがて金融の方 にいろいろ流れが行 くであろ うと思 う。 その一つ と して最近手

形 とか小切手の使われ方が激減 してい る。 それ にかわ る ものが何 か とい うとや

は り振込 、振替 とい う手続 で企業間の決済が行われっっあ る。 これ は手形を振

り出す リス クとか小切手 を持 ち運ぶ リス クが ないので、やがてそれが ほとんど

取引のすべてを賄 うで あろ うとい うふ うに考えてい る。

ここでの問題意識 はその よ うな法的構造 その ものが解 明され ないま まに実際

の システ ムは行われて いる。例えばデ ィー リングの システムなどはど うい う形

で行われているか とい うと、 ロイター取 引 とい うふ うに呼 ばれているが 、 ロイ

ターとい う会社が提供 して いる画面を呼 び出 して 、後 は瞬時に現在 の相場を見

て、 自分がそ こへ割 り込 んでい く。全世界 的にそれが為替の高い安 い というよ

うな ことが決ま ってい く。24時 間で運用 して いるとい うような もので ある。

従 って、 どこかその過程で トラブルがあ って も実際上 は非常 に証明 も難 しい

し、だれが責任 を もって いるのか ということ もわか らない。 いろん な トラブル

が あるわけで 、 システ ムその ものの トラブル もあ り、何 か詐欺的な取 引が あっ
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て問題が起 きる とい うような こともあると思 うが、そのどれ について もきちっ

と した対応が なされて いない。 日本の場合、その前提 としてのそ うい う実態の

議論 その ものが あま りな され ていないとい うところが非常に問題 ではないか と

い うふ うに考えて いる。116頁 の資料で法的構造の解明とい うことを書 いたの

はその辺の問題意識である。

例え ば今金融情報 システムセ ンターな どで も金融関係のそ うい うお金の出入

りとい うの は特別な システムに しよ うとい うよ うな議論がな されてい るが 、 し

か し、実際上 はロイター取引 に示 されてい るよ うに全世界で共通 に使 われ てい

る システ ムを一応前提 に しなければいけない し、特別なものを 日本で つ くって

もコス ト的に も割 りに合わない し、また、利用 もされないと思 う。従 って 、そ

ういう現実を踏 まえてぜひ この場 の議論 も今後 してい っていただ きたい と思 う。

特別 な システムをつ くるとい うことになると、我 々業者 として は非常 に大 き

な コス トをかけて開発を しなければな らない し、運用 もしなければ な らない。

そ うな るとそれ はや は り使 うユーザーの方 に も、 これ は銀行だ けで はな くて、

受 発注 する業者の方 に もその コス トは転嫁 されてい くし、当然社会的 に も大 き

な コス トにな って はねかえ って くるとい う問題 になってい くか と思 う。

それ か ら、責任関係の明確化 、 これ は永田先生が指摘された最後の責任配分

の ところになるか と思 うが 、この辺の ところ はUNCITRALの リーガルガ

イ ドが 出て いて、 これが非常 に大 きなイ ンパ ク トを日本の金融関係で は与 えて

いる。 日本の銀行な どは これ に立脚 して システ ムはっ くらない とい う建前 を と

って いると聞いてい るが 、こ うい うものがそのまま全世界的な標 準にな り得 る

ので、 日本で も反対 するのな らば早 く業界 の方 か らも声を上 げ るべ きであろ う。

さ もな いとこれは一種の窓 口責任なので 、我 々VAN業 界のPOSの 端末 の と

ころか ら責任 がす ぐに始ま るとい うことにな ると、消 費者の方が スーパーに買

い物 に きて、そ こで レジの人が端末 をたた く。 そこを当社のネ ッ トワー クが そ

の時点か らサー ビス してい るとな ると、す ぐ我 々の責任にな って くるとい う問

題 にな りかね ないわ けである。銀行の よ うに もう何百年 も歴史が あ って、お金
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の受け払 い とか信頼関係 とかが はっき りしてい る場合 には、銀行に言 って窓 口

でお金を渡 せば、すべて後はブラ ックボ ックスで責任 を銀行が持 つ とい うよ う

な 、後 は中で求償す るとい うことで もいいのか もしれないが、我 々のよ うな新

しいVANの よ うなサ ー ビスで ある と、そ うい う考え方で は非常に物事 の決着

において求 償関係 に して も難 しくなる と思 う。従 って、先生方 に新 しい法 的な

意味での解 決方法 をお考えいただ きたい。

それか ら、ち ょうど62年 の10月19日 はブラ ックマ ンデーの例の暴落 の問題が

あ った様 に、 システムその ものが そ うい う リス クを ほとん ど考えな くて個別業

種 、ない しは産 業の利便だけでっ くられて いるとい う要素があ る。そ こにお金

の流れが 自然に入 って きた場 合、一 つど こかで歯車が狂 うととんで もない問題

が起 きるとい う問題意識を ここで述 べたい。一般論であるが 、制度的な問題 も

やは りに らんで、物流か ら入 られ るに して もこうい う問題の と ころを どうす る

のか とい うこと もぜ ひ将来的にはお考 えいただ きたいと思 う。

(質 疑 応 答)

古 江委員 私 ど もで も検討 してい るところなんで すが、IJNCITRALの こ

とに関 して言わせていただ きます と、ネ ッ トワー ク責任論 はやや最近の情報で

は後退 して いるようです。当初はそ うい うものを盛 り込んだ ドラフ トがでて い

たよ うです けれ ど も、その後の新 しい ごく直近の はまだ入手 して いない

んですが 、去年の夏過 ぎぐらいの ドラフ トではネ ッ トワーク責任論 は明示的 に

は出て こな くなっています。

大野委員 いずれ に して も物流 とか金融 とか システムによってあ る程度責任の

内部の分 け方 、危険の分配 といいま しょ うか、それが変わ って きて もいい とい

うふ うに私 は個人的 には思 います。一律 にこうあ るのが法の建前だ とい うふ う

に現在の ところは議論 は進 めない方が いいので はないかというふ うに個人 的に

は考えているのですが、 これ は全 く私の個人の意 見です。
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堀部座長UNCITRALの ネ ッ トワーク責任論が明示的に出て こな くな っ

た とい うの は、 日本あた りが どうか した とい うことですか。

古江委員 日本 も言いま した し、いろいろ議論があ ったのだろ うと思 います。

堀部座長 電子取 引の定義 といいます か、永 田さんのイメー ジと大野 さんの定

義 とで は違 うよ うに思 いますけれ ど、ど うなんで しょうか。

永田委 員 広 くデー タ交換 によ って合意形成がな され る、そ うい う取 引 とい う

感 じです。

大野委員 私 のと らえ方 も同 じよ うな と らえ方 です。ただ、普通EFTSと 使

う場合 には こうい う広 いと らえ方は していないので はないか と思 います。 これ

はいろ いろ見てい る限 りそ う思 ったので、先 ほどち ょっと申 し上 げま した。エ

レク トロニ ック ・ファン ド・トランス ファーという場合には普通 は資金の移動

のみを指 しているよ うに思 います。ですか ら、 ここで私がEFTSと ち ょっと

引用 したのはあるいは不適切か もしれ ません。

堀部座長 た しか アメ リカの法律 には定義が あ りま したね。エ レク トロニ ック

・フ ァン ド・トラ ンスフ ァー ・ア ク トの中には
。消費者保護の一環 と してつ く

った法律です。
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(大野委員資料)

14・ 電子 取 り引 き

4.1課 題

金融分野 においては,ネ ットワーク ・シス

テムによる取 り引 き(以 下 「電子取 り引き」

という)が 取 り入 れられて以来,急 速に業態

が変化しつつある。EFTSに よって振 り込み

や振 り替えが行われるのはもちろん,前 述の

MMMFの 典型例 としてメリル リンチの開発

したCMAの ように投資信託,証 券,保 険,

金融 クレジッ ト・カー ドなどを統合化 した新

規金融商品まで作 られている。かつての労働

集約的な金融事務手続きでは,到 底処理でき

ない複雑な与信,金 利計算,記 帳業務等が コ

ンピュータおよびネッ トワークの利用によっ

て初めて可能 となったのである。 しかも,こ

のようなシステムは,情 報 そのものの価値が

高いために,全 地球的規模 での金融経済一体

化の巨大な流れ(VANか らGANへ の原動

力となっている)に のって必然的に複合化 し

ていく。 したがって,舵 取 りを怠れば,1987

年10月19日 に起 きたような事態(世 界的株価

暴落)が 形を変えて招来 される危険性 はます

ます大きくなる一方なのである。

そこで電子取 り引きの問題点 をみていくに

は,① 法的構造の解明,② 責任関係の明確化,

③ システム ・リスクの分散の諸点に注意を払

う必要がある。

4.2法 的構造の解明

従前の支払 い ・送金や手形 ・小切手の果た

していた役割 をネ ットワーク ・システムが代

替 しつつあるので,新 しい法的位置づ けが求

められている。例えば,EFTSで 送信者が一

定の手順でデータを送 り,受 信者がこれを確

認すれば,振 り込み ・振 り替えはシステム上

ペーパーレスで完了する。このような電子取

り引きシステムでは手形小切手法上の流通保

護に類する特別な法的枠組み(振 り出 し人 ・

裏書人の責任,不 渡制度)は 全 く用意 されて

いない。そこで,同 一のネッ トワーク ・シス

テム上では,金 融関係などの重要なデータの

送受信と商品の受発注とを区分 して取 り扱 う

ことはできないので,い ずれの電子取 り引き

においても,ベ ンダーは単なる情報の伝達者

(仲介者)の 域を出ることはあ りえないとい

うべきであろう。 もしも後述するシステム責

任論による重 い負担 を課すのであれば,ユ ー

ザーはそれに見合 うコス ト負担を覚悟 し,ベ

ンダーに対 して特別の指示(コ ールバ ック ・

システム,特 別回線,暗 号化などの措置)を

なす必要があろう。なお,電 子取 り引きでは

電子化,ペ ーパーレス化に加えて自動的処理

(例えばスワップの勘定科 目間の資金移動)

をも考慮 しておかないと紛争解決の前提 自体

を見誤 ってしまうおそれがある。従来の法律

上の原則がこの分野での著 しく複雑に結合さ

れた事実関係 に対 しては,そ のままでは妥当

しない場面が増えているので,さ まざまな角

度か ら電子取 り引 きと契約の解明をなすこと

が望まれている。特 に,今 後現れて くる各種

のカー ドは手形,小 切手に類するものから,

乗車券がわりの ものまで端末で使用 されると

予測 されるので,将 来の混乱を避 けるために
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も,そ れ らの法的位置 づけが急務 と思われ

る鋤。

4.3責 任関係の明確化

銀行間の資金移動 に関 し,UNCITRALの

リーガルガ イ ドに よりネ ッ トワーク責任論

(送信銀行が仲介銀行を含め受信銀行 までの

責任 を負担するという考え方)が 主張 されて

いる。これは事故の原因究明立証が利用者に

は難 しいことと,送 金者 たる銀行は,自 ら送

信の経路 を含めたシステムを選択 しており,

専業者(プ ロ)と して責任をもつのが当然だと

する考え方が背後 にある。システム責任論品

は,こ の立場 を一歩進め た理論 であり,VAN

などを運用 しているベンダーはユーザー側か

らみて一種のブラック ・ボ ックスたるネッ ト

ワーク全体につき責任 を負担すべきだと主張

するものである。 しか し,こ れをネッ トワー

ク ・システムによる取 り引き全体(生 産→流

通→販売→決済)に まで及ぼすのは危険であ

る。なぜならば,ベ ンダーは,通 信 その もの

を担っている場合 には,前 述のとお り,単 な

る伝達者(仲 介者)に す ぎないことや⑳,相

互接続 により,関 係当事者が際限な く拡大 し

ていけば(1-4-1図 第3類 型参tt"),か えって

解決が難 しくなるうえに,ベ ンダーに大変重

い義務(常 に最新の安全措置 を要求する)を

(注}1今 後 は,DebitCard(ク レジッ ト・カー ドとキャッ

シュ ・カー ドの機能 をあ わせて もつ)も 登場 し,プ リ

ペ イ ド・カー ドも金 券類似 の ものか ら回数券,定 期 券

がわ りの もの も利 用 され るとみ られ る。山岸 良太/中

村 直 人 「プ リペ イ ド・カー ドの法 的性 質」(NBLNo

393P6～141988年)a

{注}2松 本恒 雄 「電 子取引 システムの事 故 とシステム責

任論の展開」(NBL385P6--13)。

(注)3ベ ン ダーは通信の 秘密 を守るべ き義 務を課 され て

いる(憲 法2i条2項.事 ・業法4条1項)。

課すため,利 用 コス トも上昇 し,必 ず しもユー

ザーに有利な結果になるとは思 えないか らで

ある。

4.4シ ステム ・リスクの分散

西 ドイツのヘルシュタッ'ト銀行(1974年)

やアメリカでのコンチネンタルイリノイ銀行

(1984年)の 倒産時 には,時 差の関係もあっ

て,多 くの企業,個 人が巻 き込まれ,一 部で

は取 りつけ騒 ぎまで起 き,大 混乱 となった例

があるため,シ ステム ・リスクの分散が大 き

な課題となっている。金融取 り引き分野では,

GANを 利用する24時 間稼働 システムが運用

されているため,地 球 のどこかで起きた トラ

ブルがただちに他のGANに 連鎖波及 し,わ

れわれの経済生活に打撃を与える レベルに達

しているわけである(今 回の世界的な株の大

暴落はこれを証明 した)。

そ こで,こ のようなグローバ ルなシステ

ム ・リスクへの対処 として次の ような提案が

なされている。

例えば,銀 行間では取 り引きのつど生ずる

債権 ・債務関係について決裁日を待つことな

く直ちに相殺すること(ObligationNetting)

や一括清算(各 契約当事者のネッティング特

別勘定 を一定事由発生時に一括清算時の円価

換算の残額債権 とする)な どの方法であるil'}。

いずれも個々の債権債務が対立関係にない

(注)1岩 原紳 作 「電子 的 資 金 移動(EFT)」(NBL385

p.14～251987}

その他 下記 を参照 されたい。

「金 融情 報 シス テム(FISC)(No34.p.59～71)

曽野和 明 「UNCITRALに よるEFTリ ー ガルガ イ

ド作成の国 際的背景 と今後 の予 測」。「金融情 報 シス

テム(FISC)」(No.26,p.10～19)「EFT(電 子 資

金移動}取 引におけ る法律問題 明確化」 の要約。
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のに相殺できるようにする手法だが,第 三者

の介入を防 ぎ,当 事者の実質的公平 を図る趣

旨である。なお,今 回の大暴落に関 しても,

ネットワークを介 してのプログラム売買がそ

の一因となったと指摘されているため,ア メ

リカではその対策 としてプログラム売買の規

制や,株 式のバスケッ ト取 り引 き(複 数株式

を一度に売買 しリスクを分散する手法)な ど

が提案 されている劫ので,今 後検討 していく

必要があろう。

〈大野幸夫 日本情報サービス㈱法務室長〉

参 考 文 献

「コン ピュータ システ ムと取引 法」三 省堂1987年,北 川

善太郎 編著

「コ ンピュー タ ・ビジネス ・ロー」 商事 法務 研究 会1987

年,松 田政行 編著

「金融革 命 の衝 撃」 ダイヤ モ ン ド社1987年,A.ハ ミル

トン(鈴 田敦之訳}

「日本の金融」[1]新 しい見方 東京大学出版会1987年,

館龍一郎 ・蝶 山昌一 編,第4章 黒 田厳 「金融 技術革新」

P145--175参 照

「国際VAN」 一 現状 と展望一 日刊工 業新聞社1987年,郵

政省電 気通信 局 データ通 信課,国 際 第2種 電 気通信事業問

題研究会編

「国際 デー タ流 通問 題」 委託 郵政 省電 気通信 局,受 託

㈱旭 リサ ーチセン ター,】987年

(注}2日 本 経 済 新 聞(1987.2,3.,同2.5」
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4.情 報 化 社 会 に お け る 民 事 訴 訟 法 (梅本委員)

章末 に掲載 した私 の論文 は、 この末尾 の134ペ ージにあ るよ うに、今か ら約

3年 前 、昭和61年5月 の民事訴訟法学会で私が報告 したところの結果に基づ く

もので ある。

この きっか けにな ったの は、数年前 ごろよ りいろいろな機会 に各企業 、あ る

いは弁護士か らこの種の問題 につ いて質問を受 け ることがめ っきりふ えて きて、

たまた ま私が民事訴訟法専攻で あるとともに、法 とコンピュータ学会で も堀部

教授 とと もに関係 しているので 、民事訴訟法学会で表記のテーマを もって報告

した ところであ る。

この論文 は、学会誌であ る民事訴訟雑 誌に掲載 したものであ るが、学会誌の

の性格上 、一般 に は余 り目に触れ ることが なか ろうか と思 い、全文の複写を皆

様 の ご参考 に供 す ることと したわけで ある。

幸 い この論文 は既 に各方面に配付 して 、それぞれ各方面 にお いて ここ2、3

年 の各種の報告書 の作成に際 して直接間接に利用 されている。

既 に学会発表か ら3年 を経過 して いるが、 この分野 にお ける月 日の流 れに伴

うコンピュータをめ ぐる技術 の進捗状況 は、大変顕著であるので、今 日の時点

か ら見れば もとよ り修正 を必要 とす るところ もあるか と思 う。 これを逐一指摘

す るの は時間の関係 もあるので 、重点的に説 明 し、後ほど もし皆様 に拝読 いた

だいて御教 示、御批判を受 け られ るな らば幸 いで ある。.

さて、新種 証拠 と手続法 という観 点か ら幾つかの問題を取 り上 げてみ たい。

まず第1に はこの種の磁気記録媒体 とい う新種証拠 、そ このデータにつ いて

の証拠調べ とい うものは一体法的に見てどの よ うに考えれ ばいいのだ ろ うか と

い うことで あ る。既 に明治時代 に制定 したところの我が国の民事訴訟法 は、 も

とよ りこうした記録媒体の存在 を想定 して いない。 しか しなが ら、現 実問題の

処理 と して 、現行法規に照 らして どこに類似性 を求 めて具体的な統 制のあ る処

理を図 るか とい うことが実務的 には必要 にな って くる。
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そ こで、 この磁気記録媒体 は各種あ るが、一体 これをどのよ うに見 るか。 も

う少 し具体的に言え ば文書 と見ていいのか、あるいはそれ以外 の もの と見 るべ

きか とい うことが まず問題にな る。

これが我が国の裁判実務の中において一 番最初 に問題にあ ったのは、公表 さ

れて いる限 りにおいて見 るところで は、関西電 力の多奈川火 力発電所 に係 る建

設差 しとめ請求訴訟が その事例 であ るとされ ている。 ここで観測 データを記録

したところの磁気 テープについて、民事訴訟法で言 うところの文書提出命令が

原告側か ら申 し出 られ た。

そ こで、一体磁気 テープ とい うものが文書 なのか どうか とい うことが当事者

間で争点にな ったわ けであ る。結論 と して、大阪高等裁判所 は、判決理 由の中

で これを肯定 したわ けであ る。 この骨子 は、磁気 テープを民事訴訟法 に言 うと

ころの文書に準ず る ものであ るとす るとともに、磁気テープの提 出を命ぜ られ

た もの は、磁気 テープとともにその内容 を紙面等 にアウ トプ ッ トす るに必要 な

プ ログラムを作成 して 、これをあわせて提 出す べ しと した点が特徴であ ろうと

思 う。 この決定が さまざまな機会 に一 つの リーデ ィングケース となって 、賛否

は別であ るが、 しば しば引用 され る ところで ある。

この種の ものを一体文書 と見 るか どうか、 これ は大変難 しい ところであ る。

磁気テ ープ はそれ 自体で は可読性が ない ことは もとよりの こと、収録 されてい

るデータについての可視性 もない。

また、一般 に裁判所 に文書 を提 出す るには原本 、正本 または認証あ る謄本を

もって行 うのを建て前 とす るとともに、裁判所 は原本の提 出を命 じること もで

きるとされている。 したが って 、私文書 の提 出は原本によるのが原則 と考えて

よい。

ところが、磁気 テープについて 見 ると、一体何 を原本 と見 るべ きか とい うこ

とはす こぶ る難 しい問題である。 あ る人は磁気 テープ自体 を原本 と考え る。あ

る人 はそれか らプ リン トアウ トした ところの文書 を原本 と見 る。細か い見解の

対立の紹 介 は省略す ると して、私 は磁気 テープ 自体を原本 と見 る立場を と って
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いる。 プ リン トアウ トした ものを、 したが ってその謄本を見 るわけである。

ここで問題にな るのは、そ う した場合 にデー タの改 ざん等 とい う リスクを考

え ると、その点 をどのよ うに担保す るか とい うことであ る。 それのみ な らず、

そ もそ もプ リン トアウ トしただ けで なるほど文字を読めるとい う意味で可読性

はあ って も、内容を果 た して了知 し得 るという意味での可読性 はあ るだろ うか

とい うことが疑問にな って くる。

とい うの は、各企 業にお けるデー タの入力等 につ いて、で きる限 りコス トダ

ウンを図 るために、で きるだけ暗号化 して入 力す るというのが今 日広 く行 き渡

っているよ うであ る。 そ うす ると、私が実 際に各方面を取材 したところでは
、

プ リン トアウ トした と ころの もの は、一 見す ると単 な る数字の羅列 で しかない

とい うのが少な くな い。 す なわ ちそれ だけで はなか なか内容を了知 し得 るには

至 らな いとい うことであ る。

そ こで、私の結論 と しては、 この種の証拠 を提出す る際には単 にプ リン トア

ウ トした もののみ な らず 、 これを暗号化す る前に、言いかえれば複号化 した と

ころのオ リジナル文書、 これをあわせ て提 出す ることが必要 だろ うと思 う。

その際に原本 のデ ータと相 違ない とい うことはどのよ うに して担保 するか と

い うことが問題 にな って くるが、 この点にっいて は、それぞれ のデー タ保管企

業における担 当責任者の一種 のサ イ ン証 明、すなわ ちこのデータは これ これの

記録媒体か らプ リン トした ものであ ることを証明す るとい う、それを署名捺 印

するとと もに、通常 は弁護士の連署 によ って これを担保す るとい うのが さしあ

た り考え られ る方 法ではなかろ うか と思 う。

これ らは理論的 に考え た場合の構成であ るが 、一 つの企業等 において行為規

範 と してそれで はど うか とい う観点か ら見てい くと、 この種の場合 に備えて企

業にお いて は日常の記録媒体の管理 、 これ をいかに厳正かっ適正 に行 ってい る

かとい うこと、 この実績 が、一たび トラブルを生 じた場合 に第三者であ る審判

機関に対 して個別事案 におけ る問題発生 に対 して、そのデー タの信悪性 を心証

づけ るさ しあた り考え られ るところで は一番有効 な方 法ではないか と考え てい
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る。

2番 目の問題 と して 、執行手続 における新種証拠 とい うところで、担保権の

存在を証す る文書を取 り上げてみた い。

これは動産売買先取 り特権 に基づ く物上代位の行使の 際に問題にな るところ

である。言 いかえれば相手企業が倒産 した場合 に実 は一番 この種の問題で緊張

関係を生ず る ところであ る。現在電子取 引あるいは電話 あるいはファックスと

さまざまな方法 によ って取引が行われ るわけであ るが 、 この動産売買先取 り特

権 とい う担保権の存在を証す る文書、 これ はどのよ うな文書であ ることが必要

かとい うことが買 い主倒産の場合 に問題 になる。民事執行法の解釈 と して、現

在の裁判実務 にお いて は非常 に大 まかな言 い方をあえて すれ ば、東京を中心 と

する裁判所で は これを非常 に厳格 に解 している』債務名義 またはこれに準ず る

書面、賛否 は別 として 、東京 、横浜等、東京高裁管内で はほぼ この解釈が定着

して いる。 だんだん西 に行 くに従 って緩 やかになって、名古屋 、大阪あた りで

は債務名義 に準ず る書面で な くと も、関係書類を総合 して動産売買先取 り特権

の存在が認定で きれ ば差 し支え ないと見 るべきで はなか ろ うとい う決定が散在

するよ うであ る。

私 は、章 末資料143ペ ー ジ以下 に書いた理 由に基づ いて 、後者の これを緩や

かに考え る立場 を支持 して いる。学会報告 を したときの反応 として は、む しろ

その考え方 を多 くの方 に支持 して いただけたという印象 を持 って いる。

この種の新種証拠 とい うものの法的対応 、 こうい った場合 にど うい う手順で

その考えが形成 され るか とい うと、一般 にはまず実務上 の慣行 の積み重ね、そ

れ によ る定着 とい うのが先行す る。 これが定着 した ときに後か らこの法的構成

を単に理論 的側面か ら割 り切 って行 うとい うことはす こぶ る困難であ る。そ う

した定着 をあ る一定段階 にな ったと ころで法文化す る、あ るいは法制化す ると

い うのが従来 の大体 この種の問題処理 におけるプ ロセ スであ ると言 って よろ し

いのではないか と思 う。

現実にそのほか この種の問題 と して既に幾つかの事例 が発生 している。新聞
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等で御承知の とお り、銀行 のキ ャッシュカー ドをめ ぐって、 これ は公表 され た

ところだか ら実名で 申 し上 げると、富士 銀行 とキ ャッシュカー ドを持 っていた

顧客 との間で、いっの間にか第三者 にキ ャッシュカー ドが不正 に使 用 されて し

まった。それに伴 ってその顧客が富士銀 行を被告 と して損害賠償請 求訴訟 を提

起 した とい う事件が ある。一時期和解 が成立 しそうだ とい うことであ ったが 、

事情があ って近時原告 の請求棄却 とい う結果で報道 されている。 この点につ い

て担当弁 護士 か らも報告を受 けてい るが 、いずれ法律雑誌等で判決 全文が正式

に公刊物 の形で公表 され た時点で また機会が あれば御紹介 したい。

最後 に、 こうした コンピュータデー タの問題を考 える場合に、記録 の保存 と

い うことが問題 になる。な るほど広 くネ ッ トワークとい うものが拡大 され た場

合に、それ ぞれの段階、段階における記録を保存すれ ば、あ るいは何か問題が

生 じた場合 に非常 に有効な手 がか りになるか も しれ ない。

しか しなが ら、翻 って考 えてみると、そ うした ものをすべて保存す るとい う

ことは、実 はこの種の電子取 引を行 うということと逆行す ることに もな りかね

ないわ けであ って、その辺 におけるバ ラ ンスの とれた対応が要請 されて こよ う

か と思 う。

以上、問題 の素材 を指摘す るにとどめた。

(質 疑 応 答)

堀部 座長 特 に証拠 の問題をお話 しいただ きま して 、最後の方 に もあ りま した

よ うに、紛争が生 じた ときにどうい うふ うにそれを記録 として とっておいて証

明するのか とい うこ とに も関連 して くるわ けですが、実際には記録 とい うのは

どの程度 とってお くのですか。

村上 さんの ところはいかがです。

村上委員7年 。経 理が伝票 を とってお くの と同 じだけ磁気テープは とってあ

ります。
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堀部座長 それは何法 に基づ くんですか。

室町委員 法人税法既往通達 で帳票類 の保存期間は7年 とい うふ うに して、そ

れ に準 じた取 り扱いを してい るので はないか と思 います。大蔵省で コンピュー

タに入 っているデー タの保存期 間を はっきりさせ よ うとい う研究会 をつ くって、

それが結論が出たのかど うか よ くわか りません けれ ど……。

永田委員 それは電磁的記録の ま.まで残 してお られ るんですか。

村上委員 そ うです。

永 田委員 ハ ー ドコ ピーせず に……。

村上委員 ハ ー ドコ ピー もあ ります。それの もとデータを一応 とっているとい

うことです。

永田委員 両方残 って いるのですか。

村上委員 そ うですね。具体的には、 ここに もあ りま したけれ ど、本当はデー

タだ けではな くて、それをプ リン トで きるプログラムで あ った り、外部環境 を

全部保存 しなきゃいけない。 それで ない と本来打て ないのです。それ は1部 は

とってあ ったと して も、す べては保存 していない。7年 前の状 況を想定 して現

状の、例えば機械 自身が違 いますか らね。機械 自身が違 うとい うのは言語 も違

うし、 いろん な面が違 いますか ら、7年 前のプ ログラムと7年 前の データだけ

持 って きて、改めて7年 前のプ ログラムを見なが ら、また現状 にあわせてつ く

りかえてで した ら書類 をを とい うか、 プ リン トアウ ト可能 というのが現状 じゃ

ないか と思 います。 ただ、一応保存 しよ うとい うことは してい ます。

永田委員 関電の判決で プ ログラムを作成 して出せ というのはそ こなんですね。

もし仮に もうそ うい うのを使 っていな くて も読め るよ うに して出せ ということ

ですね。

梅本委員1点 補足 させていただ きます と、 この関西電 力の事件で は裁 判所が

磁気テープ本体、 これ を提 出すべ しと言 っているわ けであ りますけれど も、 こ

れは実 は非常に問題が あるところであ りま して 、当該紛争に係 るデー タのみ な

らず 、他 のデー タが広 く収録 されてい るとまず考えなければな りません。記録
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として提出 した場合 に、一 たび訴訟記録 につづ られ ますと、当事者 は民事訴訟

法の規定 に基づ きま して 、それにっいて閲覧す ることはもとよ りの こと、それ

を謄写請求す る ことがで きます。

そ ういた します と、他の 目的のために行われ るおそれがあ る。例えば実 は企

業の持 ってい るデー タの うち、あ るデー タを見たい とい う場 合に、具体的 な訴

訟 にまでいか な くて も、証拠保全 とい う形で もって この磁気テープの提 出を求

める。そ して 、例えば本当 に見たいデー タは仮 に、Aだ と します と、その もの

ず ばりAと 表示 しないで、見たいのはBと 表示 して証拠保全で もって 申請す る。

そ してその磁気 テープが出 されます と、証拠につづ られるな らば閲覧 ない し謄

写請求で きますか ら、その磁気テープ全体を謄写 す るという、 こうい うお それ

が あ ります。

現に この関西電力事件で もそ こまで裁判所は恐 らくお考えにな らなか ったよ

うであ ります けれ ど も、磁気テープ本体の提出を先 ほ ど申 し上げたよ うに認 あ

た ものですか ら、間髪入れず謄写請求がな されたわけであります。その段階で

ど うも裁判所 は初めて事の重大性 に気づかれたよ うであ りま して、その必要性

な しとい う理 由で ここで ははねてお ります。

磁気テープ 自体を ダイ レク トにその ものを提 出をす るという場合 には、何 か

はかの不純 な動機を持 って証拠保全等で行いま した場 合に、当事者 に不 当な損

害を、あ るい は言 いかえれば場合によって は取 り返 しのっかない損害を生ぜ し

めない とも限 りませんので、 これはひとつ問題 として十二分に留意すべ きこと

であろ うと思 います。

永 田委 員 謄 本の問題ですが、本来記録 された ものの一文書だけをバ ックア ッ

プなり何 な り した、 この磁気テープは もう原本で はな いんですか。

梅本委 員 それ は原本ではな いと思 います。

永 田委 員 関電の場 合は天気情報ですか、それ の欲 しいところは この部分 だ と

い う、その部分 だけ コ ピー した ものがあ った場合 、全部その ときに現 にと った

ものを指定 して くればそれが原本で、一部だけ必要 な文書だけ コピー した磁気
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テープは これは謄本にな って しま う。

梅本委員 と思 います。 ですか ら、その場合 には証拠 申請 す る場合 に特定性の

問題 と して処理す る可能性が あるので はないだ ろうか とい うふ うに考 えてお り

ます。

ただ、 この関西電 力事件 につ きま して私が射程距離 とい う点で慎重 に考えて

ほ しい とい うふ うに裁判所 に学会報告で 申 しま したのは、 これ は文書提 出命令

の事案なんです。そ うします と、 申 し立て人の方ではど うい うデー タが そ こに

あ るか とい うことは、ある一定限度 まで はわか ります けれ ど、それ以上 はわか

らない とい う点があるわけです。

したが って、その点で は特殊性が あ りますけれど も、一般論 といた しま した

永 田さん ご指摘のよ うな場合 には、や は りこの種 の問題 にっ いて は証拠 申 し出

の際の特定性 とい うこ とが一つ考慮 されて よろ しいので はないか とい うふ うに

考えています。

種部委員 特定の部分だ けを コ ピー したん じゃな くて 、テープ丸 ごとそっ くり

同 じもの をバ ックア ップ用 にとった といった場合 はどち らが原本か 、両方 とも

原本……。

梅本委員 実はその問題が ほかで問題 にな りま して 、私 はメカニ ックの方の専

門家で はないので確かなお答 えをいた しかねるんです けれ ど も、原本 というこ

とか ら考えれば、厳密に はそれが複数存在 する とい うことは考え られな いだろ

うというふ うに考えてお ります。

種部委員 確か にお っ しゃるとお りだ と思 います けれ ど も、 ビデオテ ープのよ

うなアナ ログの ものは どう して も劣化 する性格があ ると思 います けれ ども、デ

ィジタルの ものです と何百回や って も内容 は一向 に劣化 しない とい うことで、

日常的に一発で消 えて しま うおそれが ある ものですか ら、テ ープよ り もフロ ッ

ピーなんかそ うなんです けれ ど、 自分で使 うためのバ ックア ップ とい うのはよ

くや っている ものですか ら。

堀部座長 原本は複数存在 しない とい うふ うにいうん ですか。紙 を媒体 と した
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場合 と違 うよ うな気 もす るんですけれ ど、どうなんで しょうか。

梅本委員 民事訴訟法が原本の提出を建て前 と している ということは、やは り

それだけ証拠 と しての信頼性の確保 とい う点にその趣 旨があ ると考え ますので、

プ リン トアウ トした もの、 これがオ リジナルデ ータと同一の もので あるとい う

ことを相手方及 び第三者を して納得せ しめ られ るかど うか とい うことに問題解

決のか ぎはかか って くると思い ます。 その点で先ほど申 し上げま したよ うに、

機械的に単 にプ リン トアウ トしただけで な くして、それ だけでは 私が見

た例で は、あ る リース会社、 クレジッ ト会社の資料で したけれ ども、顧客名か

に何か ら全部番号化 されて いるわ けです。例えば1回 で も支払 いが滞 った者は、

それが経済的理 由にあれ、あ るいは過失 による もので あれ、例えば99と いう数

字で表示 して いるわ けです。 そ この会社 の担当者で ない限 り絶 対に意味内容 は

わか らない。

そ うい う点でや はりこの種の ものを証拠 と して出す というのは、単 に読めれ

ばいいとい うので はな くして 、ち ょうど外国文書を裁判所に提 出するときは必

ずその翻訳文書を添付すべ しと民事訴訟方が言 って いるの と同様 に、裁判官 を

して内容を理解せ しめ られ るだ けの ものでなければな らない。そ うい う点では

暗号化する前の 、すなわ ち復号化 した文書、 これをあわせて提出す るというこ

とが必要不可欠であ ろうと思 います。

堀部座長 実際 にはど うや るんですか。実務で扱 った ことはないですが。

椙 山委員 銀行の例えば預 金残高なんか について、本来 は機械に入 って いるか、

デ ィスクに入 って いるかだ けなんですけれ ど、実 際に出 して くれ と言われた と

きに、要す るにプ リン トアウ トした ものを出す。 もうそれで原本 とい う扱いで

済んでいる例が多 いので はな いで しょうか。

堀部座長 プ リン トアウ トしたの は謄本 という扱 いで な くて原本なんですか。

椙 山委員 それが原本 とい うことで……。原本性 は考えてな いのか も しれない

んですけれ ど も……。

大野委員 そ うす ると、特 定の例えば、Aな らAと い う顧客のだ け抜 き出す と
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い うので もよろ しいのですか。

椙 山委員 そ うや っていた と思います。周 りが入 って いる場合 もあ りますけれ

ども、そ うい うのだ けを抜 き書 き した もの とい うのは、 もともとそ ういう文書

とい うの はないはずですね。 ピックア ップ して きた もののはずです ので 、その

まま出 して、特 にイ ンチキや ったとい う形跡で もない限 りそのまま通す とい う

感 じ……。それは全部 の場合で はな くて、その部分だけの話ですけれど……。

梅本委員 実 は私 も今椙 山さんが ご指摘のよ うに考えた ことがあ るんですが、

複数の リース会社 、 ク レジ ッ ト会社 について実際 にプ リン トアウ トして もらい

ま したところ、やは り企業によ って入 ってい るところの コンピュータの性能等

に もかな り差があ るわ けです。 そ うす ると、例 えばある特定の顧客のデー タを

出す とい うので もその 出方に はかな り差があ る。 そ うい うことを考え ます と、

先 ほど申 し上 げた方向で もって理論的には処理 した方が 妥当ではないだ ろうか。

ただ、実際には先 ほどお話 ししま したよ うに、記録媒 体の管理 の 日常の管理

状況の確実性 とい う点 か ら、多 くの場合には証拠の真正な成立について、これ

が争いになることは少 ないだろ うと思 います。

椙 山委員 梅本先生 にお伺 い したいんですけれ ど も、相手方の持 ってい る証拠

を何 らかの形で出す場 合に、 自分 の ところでっ くった もので あれば、 こち らの

会社の者 が判読 して出す とい うのはわかるんですが 、相手方 に出させよ うとす

る場合 に、相手方に判読 した ものを出せ と、 こう言 え るわけですか。

梅本委員 そ うい うふ うに考えてお ります。

椙 山委員 普通の場合 、例えば英文の文献を出す とい うよ うな場 合に、相手方

の要求 して訳 して くれ と、 こうはなかなか言えな い話ですけれ ど も、その整合

性みたいな ものはいかがで しょうか。

梅本委員 外国文書 の場 合 とこの種 の新種記録媒体 につ いて は、その点 では違

いがあろ うと思います。

椙山委員 弁護士の立 場で言 うと、相手方が欲 しい ものを労 力をかけて訳 して

や るとい うのはち ょっと普通考えに くいよ うな気 もす るんで すが。
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梅本委員 それ は確 かに単 にその点のみ な らず、 この プ リン トア ウ トす るコス

トの点で も一体 申請者側が 負担 す るのか、それ とも相手方が記録 の保管者 と し

て負担す るのか とい うことが問題 になってまい りますが、一体 それ にどの程度

の コス トがかか る ものなのか、 これ はむ しろ メーカー等の皆 さん に私の方で お

教えいただ きたい点で あ ります けれ ど、いかがで しょう。

堀部座長 いかがで しょうか。 その辺わかれば……。

古 江委員 先 ほどの椙山 さんの お話ですけれ ど も、磁 気テープ も蓄え る段階で

いろん な方法が多分あ るわ けで して、英語 と 日本語 のよ うにほぼ一義 的に訳せ

るよ うな もの じゃないか らで はないですか。例えば暗号化 してい る。 その暗号

は企業 しか知 らな いとい うことだ ってあ り得 るで しょうし……。

椙 山委員 手 間が どの程度 かか るのか とい うのはよ くわか らないのですが 、人

間が了知で きるよ うな状態 にす るとい うことに対 して 、普通 の場 合です と相手

方の証拠 を こち らが 出させ る場合 に、それを了知で きる状態 にす るにはこち ら

がや らなけれ ばいけない とい う気がす るのですけれ ども、ど うですかね。

古江委員 私 も専門家で ないのでわか りません けれ ど、のぞいてみて も読 めな

い文字 しか 出て こないので は意味 ないのではないで しょうか。

永田委員 翻訳です と共通の ルールを持 っていますか らこち らがで きます けれ

ども、翻訳のル ールが こち らにない場合 に、それは負担 の問題 はあ ります けれ

ど も、や っぱ り相手方がそれをや らざ るを得 ないので はないか とい う感 じが し

ます。

椙 山委員 ち ょっと話が変 わ りますが 、提 出命令を出 した後で裁判所が検出す

るとい うよ うな ことにな るのですか。 どち らかが証拠 として出す ことになるわ

けですね。 その場合 に相手 方に副本 を渡 さなければ いけない とい うよ うな場合

には、原本 を謄写 した もので はな くて、翻訳 された後の ものを出せばいいと、

こうい う感覚ですか。

梅本委員 その よ うに考え ています。

永 田委員 契約不成立の問題 、事故が起 こった場合の責任 の問題 も、私 はあ る
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程度証拠契約的な もので逃 げざ るを得 ないん じゃな いかな とい う感 じがす るが、

知 りたいのは、例 えば注文デー タだけで 、データ交換 といい ますか、伝送だけ

で契約が成立す るとい うよ うな場 合、注文者の方 に蓄積 されたデー タとそれか

ら受注者側のデー タとあ るのですが、簡単 に改 ざんで きるのですか。改 ざんで

きるか ら問題があ るといつ も机の上で議論 して いるのですが、例えば注文デー

タについて争 いがあ った場合。一 方の ファイルが消えて しまってい る。それで 、

片方の ファイルだけで見 ると、 これ は容易 に注文す るとか値段が変え られ る可

能性 はあ るのですか。本当 はど うなので しょうか。

梅本委員 私が報告 に 際 して 、この種の問題 はむ しろ技術者 に取材する方が妥

当だ と思いま して、複数の メーカーの技術者 に取材 を したところでは、いずれ

も可能だ とい う回答で した。

永田委員 そ うす ると証拠契約 に非常 に危 険性が あ るとい うこ とですか。

梅本委員 技術者の立場か ら見れば危険だ とい うふ うに異 口同音 に言 ってお り

ま した。

永田委員 理論上 は非常 に簡単だ と思 うんです けれ どね。 しか し、大 きな シス

テムで動 いている場合 に、商社 とメーカーとあ る部 分のある取 引に トラブルが

起 こったか ら、す ぐに 自分 の磁気 テープをそ こだけで変え るとい うような こと

がそ う簡単 に本 当にで きるのかど うか とい うことですが。

梅本委員 その点 は全 く専 門外 なんで私 はわか らな いんです。

大野委員 組織 的にや れば十分可能 じゃないですか。例えば今の時期 に消費税

を免れるために受発注 関係 を先倒 しして、内部 の生産管理 の記録 とかそ うい う

もの も変えて しま うとい うよ うな ことをやれば一応つ じつまは合います。物理

的 に可能か どうかわか りませんけれ ど も、証拠 だ けとい うことであれど、形式

名をつ くるとい うのは非常 に簡単 にで きるので はないで しょうか。

種部委員 注文書が1件 だけだ った らそ この単価を入れ るとい うのは、打 ち込

めば変わ って しまいます。普通 は単 価マス ターとい うのを別に置 いておきま し

て、 この品物が きた らその品物をキーに して＼単価 を別の フ ァイルか ら読んで
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きます。ですか ら、そ うい う場合 も単価マスターを変えて しまえばで きて しま

うとい うことで、何月何 日にア クセス したとい うよ うな記録があ るいは残 る シ

ステムがあ ると思 います。 その 日付 も実はスター ト時点で変えて しまえば変え

られ ないことはない と思 います。

堀部座長 実際には、さ っき永 田さんが最初の方で言われ た証拠契約 みたいな

もの というの は実務 的には何か結んでい るもの なんですか。

梅本委員 私 が調 べた ところで は、章末の報告 を したときか ら3年 間た って お

りますので、その後状 況が変わ って いるかと思 いますが、キ ャプテ ン端末 によ

る資金移動取 引規定試案で は、 ここにご紹介 したよ うな条項が盛 られているよ

うです けれ ど、その後 この問題が どのよ うになって いるか 、む しろ古 江さんの

方か らお教えいただ きたい と思 います。

古江委員 キ ャプテ ン端末 に関 して はこのままの はずです。 というのは相手側

にないですか ら。 こち ら側 に しかそ もそ も物理的 にない仕組みの ものですか ら。

永 田委員 プ リンターつ きの もあ りますね。その場合 は電磁記録 と紙 は、紙 は

こち らに残 りますね。

古江委員 パ ソコンなんかでやれば こち らに残 るで しょう。

堀部座長 キ ャプテ ンで もハ ー ドコピーはとれ ますか。

永 田委員 ハ ー ドコピーは残 ります。

古江委員 そのままハ ー ドコピーを確 かにその ときの記録を証言 する何か方法

が実際にはあるみ たいです けれ ど、認証何 とか とい うんですか。 こち らか ら暗

号 も含めて相手の名前 とか月 日とかを材料 に して、一定の算式 で変換 して相手

に返 してやる。 それをその紙 に印字 してお くというよ うなや り方で 、実質的 に

何 か もうそろそろで きそ うですけれど、まだ採用 されていないよ うです。相手

のお客 さんの方が勝手 にそれをつ くることがで きないよ うに、再生す る ことが

で きないよ うにす る ものです。

小野委員 紙をな くして しま った らいかがですか。 どっちが持 って いるか とい

うの も問題です けれ ども、む しろ端末側 は注文主 さん に何かや ったときに うっ
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か り してそれを紛失 して しまった というときに、証拠書類 は片方 に しか残 って

いない。その ときにこち らは覚えていない といったとき、 これ は クレジ ッ ト取

引でよ く発生す るんですけれ ども、そのために ク レジ ッ ト会社 は本人が サイ ン

したの も3年 とか5年 とか7年 残 しておかなければいけない といっていますが。

堀部座長 これは残 してやるわ けですか。

小野委員 通常 は半永久で保管す るわけです。

大野委員 永 田先生が言われた問題 は、売掛の元帳 とか当然買掛の元帳 とか個

別取引があ って、記録が残 るよ うにな って いれば当然 システムを幾 ら変 えて も

確認 はで きるはずです。普通 の会社 の場合 はそれは必ずあ ります し、そち らの

方か ら追 っていけば、 システムで幾 らごまか して もだめだ と思 います。 その問

題を どこまで システム取引の方 に入れてい くのか 一 ネ ッ トワー ク取引 とい

うので しょうか、 これ にはこのよ うな問題 は残 って くるのですね。

吉 田委員 完全 にペ ーパ ー レスにな ったときは、電磁記録だ けが手がか りです

か ら、その場合 は余計 に難 しくな る。

大野委員 そ うだ と思います。 デ ィー リングの場合 など音声を記録 に とるとか

そ うい うこと しかないか もしれ ません。

吉 田委員 卑近 な例で ホーム トレー ドなん かあ りますね。株 の受発注。あんな

のは全然何 も残 りませんよね。パ ソコンか ら銘柄の コー ド番号を入れて
、差 し

値 は幾 らとか 、何株 とか、 こち らは何 に も残 らないか ら非常 に不安なわけです。

あれ はどうい うことで確認 しているのかわか りません けれ ど も、典型的な事故

例 はあ りませんか ら、問題 な く今の ところ はきているんで しょうけれ ど も、あ

あい った面が もっと一般的な受発注で出て くると証拠の保存 といいますか、そ

うい う問題が 出て きますね。

堀部座長 大阪地裁の決定 があ るんですね。 た しか これは関西電力の人が法 と

コンピュー タ学会へ出て きて、今裁判所か ら文書提出命令が 出て いて困 ってい

る、どう した らいいか とい うふ うに、学会の席 と して大変お もしろい発言 なん

ですけれ ど、教えてほ しいとい うよ うな ことで、私 は壇上にいたのですが 、ち
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よっと名前を忘れ ま したけれ ど、 日弁連 、当時の コンピュータ研究委員会 の委

員長か どなたですか 、たまた ま六法で いろいろ文書提 出命令の と ころで、 こう

いうふ うに も言え る、ああい うふ うに も言えるとい うよ うな ことを言 っていて、

そ こで もとにか く明確 な ことはだれ も言 えないとい うよ うな状況だ ったのです。

その後、大阪地裁 の決定 が出て、高裁 のが出て とい うよ うな ことで、準文書

化 とい うよ うな話 しにな って きた とい うような、10何 年か前を思 い出 してみま

す と、本当にあの ころまだ全 くわか らないとい う状況で、本当 にど うしていい

のか ということだ ったわ けですけれ ど も、梅本 さんの3年 前の報告 に しま して

も大変明快 にいろん な ことを出 していただいていますので、今後 と もいろいろ

参考に してい きたい と思 います。
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情
報
化
社
会

に
お
け
る
民
事
訴
訟
法

梅

本

吉

彦

一

問

題

の

所

在

二

法
と

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
の
交
錯
す
る
態
様

三

従
来

の
法
体
系
と
新
た
な
法
的
対
応

〔
こ

新
種
証
拠
と
手
続
法

〔二
〕

証
拠
の
所
在
と
保
存

四

結

語

問

題

の

所

在

高
度
情
報
化
時
代

の
到
来
は
、
今

日
社
会
の
い
た
る
と

こ
ろ
に
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
を
も
た
ら
し
て

い
る
。

と
り
わ
け
、
企
業

の
販
売

・

生
産
取
引
、
債
権
管

理
、
事
務
管
理
等

の
側
面

に
お
い
て
顕
著

な
も

の
が
あ
る
。
経
済
社
会

の
発
展
は
、
国
際
化
時
代
を
迎

え
、
企
業

の
体
質

の
向
上
を
は
か
る
と
と
も
に
、
企
業
活
動

の
迅
速
性
と
経
営

の
合
理
化

の
要
求
は
科
学
技
術

の
め
ざ
ま
し

い
発
達

の
成
果
と
し

て

の
コ
ン
,ビ

ュ
ー
タ
の
導
入
を
必
然
的
に
求
め
る
と
こ
ろ
と
な

っ
た
。

こ
う
し
た
事
態
は
、

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
利
用

に
対
す

る
時
代

の
要

請
に
押
し
切
ら
れ
る
形
で
前
述

の
よ
う
な
分
野
を
中

心
に
浸
透
す
る
と
と
も
に
、

コ
ン
ピ

ュ
ー

タ
の
正
確
か

つ
迅
速
性
と
い
う
特
質
か

一

一
ω
《
ー



ら
、
そ
れ
は
年
と
と
も
拡
大

の

一
途
に
あ

る
と

い
え
る
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
現
象
は
企
業

レ
ベ

ル
に
と
ど
ま
ら
ず
、
今

日
で
は
わ
れ

わ
れ

の
生
活

に
も
入

っ
て
来

つ
つ
あ
り
、
意
識

的
に
し
ろ
無
意
識
的

に
し
ろ

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
と

い
う
も

の
を
避
け
て
は
現
代

の
社
会
生

活
を
論
じ
る
こ
と

の
で
き
な

い
時
代
に
な

っ
て
き
て
い
る
と

い

っ
て
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
状
況
に
法
は
ど
の
よ
う
な
対
応
を
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
の
利
用
が
企
業
実
務
の
中

に
導
入
さ

れ

て
き
て
も
、
そ
れ
が
事
務
管
理
部
門
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
と
き
に
は
、
法
的
問
題
点
は
あ
ま
り
認
識
さ
れ
な
か

っ
た
。

し
か
し
、
こ

(↓

れ

が
企
業
会
計
、
株
式
事
務

の
部
門

に
及
ぶ
に

い
た

っ
て
は
じ
め
て
法
的
問
題

と
の
関
係

が
認
識
さ
れ
る
に
い
た

っ
た
よ
う
で
あ

る
。

す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
企
業
会
計

に
お
い
て
、
従
来
は
会
計
帳
簿
か
ら

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
の
プ
リ
ン
タ
ー
で
打
ち
出

さ
れ
た
パ

ン
チ
カ
ー

ド
等

に
変
容
さ
れ
る
よ
う
に
な
り

、
は
た
し
て

こ
れ
が
商
法
で
定
め
る
会
計
帳
簿

と
し
て
適
法
か
、
あ
る

い
は
そ
れ
と
な
ら
ん
で

マ
イ

ク

ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る

の
は
ど
う

か
と

い

っ
た
問
題
と
し
て
顕
在
化
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ

こ
に
は
、
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
、
す
な
わ
ち

書

面
に
よ
ら
な
い
企
業
活
動

の
合

理
化

の
は
し
り

の
姿
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
間
、
経
済
社
会

の
著

し
い
高
度
成
長
に
よ
る

「
豊
か
な
社
会
」

の
到
来

は
経
済
活
力

の
低
下
を
生
じ
る
に
い
た

っ
た
た
め
、
経

済

の
活
性
化
を
要
請
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
社
会

の
構
成
員

で
あ
る
企
業
、
個

人
、
家
庭
等
を
69
報
通
信

シ
ス
テ
ム
に
よ

っ
て
結
び

つ

け
る
こ
と

に
よ
り
、
情
報

の
収
集

、
伝
達
、
整
理
、
加
工
等
69
報
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
活
動

の
展
開
を
は
か
る
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
化

の

推
進

が
、
国
民
生
活

の
向
上
、
経

済
活
動

の
維
持
発
達

の
た
め

に
大
き
く
寄
与
す
る
も

の
と
し
て
進
展
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

他
方
、

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
は
情
報

通
信
シ
ス
テ
ム
の
著
し
い
発
展
を
促
進
し
、
企
業
活
動

へ
の

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
の
普
及
は
、
株
式
、
文

書
事
務
管
理
か
ら
取
引
部
門

へ
と
進

ん
で

い

っ
た

の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
の
急
速
な
進
展
は
、
社
会
と
り
わ
け
法
律
制
度
が
十
分
に
整
備

さ
れ
な
い
ま
ま
進
展
し
て
今

日
に
及
ん
で
き
た
た
め

に
、
従
来

の
法
制
度
を
も

っ
て
し
て
は
必
ず

し
も
適
切
に
対
応

で
き
な
い
問
題
を
生
じ
て
き
て
い
る
。

第

一
は
、
新
し
い
形
態
に
よ
る
文
書
管
理

の
出
現
で
あ
る
。
従
来
、
記
録
を
保
存
し
、
管
理
す
る

の
に
は
、
文
書
化
さ
れ
た
も

の
を

フ
ァ
イ
リ

ン
グ
す
る
こ
と
に
よ
り
、
大
量
か

つ
多
項
目
に
わ
た
る
記
録
を
安
全
に
保
管
す
る
こ
と
を
は
か
る
と
と
も
に
、
い
か
に
効
率

的

に
検
索
す
る
か
と
い
う
点
に
重

点
を
置

い
て

い
た
。
と
こ
ろ
が
、
前
述

の
よ
う
な
経
済

社
会

の
発
展
に
と
も
な

い
、
記
録

の
著
し
い

増

加
を
生

じ
、
そ
う
し
た
方
法
で
は
安
全

に
か

つ
ス
ペ
ー
ス
を
と
る
こ
と
な
く
保
存
、
管

理
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
時

に
目
的
用
途

、

に
合
致
し
た
記
録
を
迅
速
に
検
索

す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難

に
な

っ
た
。
そ
こ
に
、
新
し
い
文
書
管

理
の
出
現
を
要
請
す

る
必
然
性
を

生

じ
て
き
た

の
で
あ

る
。

第

二
に
、
取
引
形
態

の
変
化
で
あ
る
。
従
来

の
我
が
国
に
お
け
る
取
引
は
書
面
を
ベ
ー

ス
と
す
る
も
の
を
主
体
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
、

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
、
情
報
通
信
手
段

の
発
達
に
よ
り
、
ペ

ー
パ
ー
レ
ス
す
な
わ
ち
書
面
に
よ
ら
な
い
取
引
が
大
幅
に
拡
大
す

る
と
と
も
に
、

取
引
活
動
に
お
け
る

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
、
情
報
通
信
手
段

の
占
め

る
比
重
が
著
し
く
増
加
し
て
き
た
。

第
三
に
、
こ
う
し
た
変
容

は
こ
れ
を
も
た
ら
し
た

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
本
体
で
あ

る

ハ
ー
ド
ウ

ェ
ア
の
技
術
成
果
ば
か
り
で
な
く
、
現
実

に
可
動
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
開
発
成
果

で
あ
る

ソ
フ
ト
ウ

ェ
ア
に
大
き
く
依
存
す

る
こ
と
か
ら
、
そ
の
進
歩
は

ソ
フ
ト
ウ

ェ
ア
に

つ
い
て

ハ
ー
ド
ウ

ェ
ア
に
優

る
と
も
劣
ら

ぬ
経
済
的
価
値
を
生
じ
て
き
た
。

そ
こ
で
、

こ
れ
ら
を
法
的
に
保
護
す

べ
き
か
と

い
う

こ
と
が
問
題

に
な

っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら

の
問
題

は
、
法
的
観
点

か
ら
み
る
と
、
そ
れ
は
実
体
法
に
係
わ
る
こ
と
は
も
と
よ
り
の
こ
と
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
広
く
手

続
法
と
深
く
係
わ
り

の
あ
る
要
素

を
含
ん
で

い
る
。

こ
こ
で
は
、
以
下
に
お
い
て
手
続
法

の
観
点
か
ら
、
問
題
点

の
指
摘
と
考
察
を
進

め

る
こ
と
と
す
る
。

(
1
)

こ
の
問

の
経
済
社
会

に
お
け

る
状
況

の
経

口

に
つ
い
て
、
居
林
次
雄

「
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
利
川
と
商
法

・
会
計
実
務

」

ジ

ュ
リ
ス
ト
七
〇

七
号

(
昭
和
五

五
年

)

一
三
八
頁
以
下
参

照
。

ー

一
ω
O
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二

法

と

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ

の
交

錯
す

る
態

様

先
に

一
に
お
い
て
述
べ
た
、
書
面
を
べ

-
ス
と
し
な
い
↑

パ
ー
・
ス
取
引

お
よ
び
新
た
な
法
的
保
護
を
受
け
る
ぺ
き
利
益
は
そ
れ

ぞ
れ
実
際
に
ど
の
よ
う
な
態
様
に
お

い
て
顕
出
さ
れ
る
か
と

い
う
点
か
ら
具
体
的

に
み
て
み
よ
う
。

第

一
に
、
文
書
、
帳
簿
等

の
管
理

の
ペ
ー
パ
ー

レ
ス
化
で
あ

る
。
年
と
と
も

に
増
加
の

一
途
を
た
ど
る
多
量

の
記
録
を
文
書
、
帳
簿

等
書
面

の
形
で
保
管

、
管
理
す
る
か
わ
り
に
、

こ
れ
ら
を
圧
縮
し
て
蓄
積
す
る
と
と
も

に
、
必
要
な
際
に
は
目
的
に
適
合
し
た
記
録
を

容
易
に
検
索
で
き

る
よ
う
に
し
て
事

務
管
理

の
効
率
化
を
は
か
る
た
め
に
、
新
た
な
磁
気
記
録
媒
体
、
光

フ
ァ
イ

ル
媒
体
等
に
よ
る
情

報

の
蓄
積
、
管
理

へ
と
転
化
し
て
い

っ
た
。

第
二
に
、
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
に
よ
る
取
引
で
あ
る
。

こ
れ

に
は
、
ま
ず
ベ

ー
パ
ー
以
外

の
媒
体
を
用
い
て
行
う
取
引
が
あ

る
。
従
来

の

よ
う
に
記
録
の
収
録
さ
れ
た
書
面
を
取
り
交
す
方
式

の
代
わ
り
に
、
多
量
の
情
報
を
圧
縮
化

し
た

フ
ロ
ッ
ピ

ー
、
磁
気

テ
ー
プ
等
を
取

り
交
わ
す
方
式
を
も

・
て
行

・
も

の
で
あ
○

次

・
…

;

|
ク
取
引
と
総
称
さ
れ
る
取
引
が
塁

こ
れ
竺

ン
三

|
タ
と

情
報
通
信
回
線
を
用
い
て
デ

ー
タ
を
送
る
こ
と
に
よ

っ
て
取
引
行
為
を
行
う
も

の
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
情
報

が
書
面
に
よ
ら
ず
に
通
信

ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
取
引
行
為
の

一
方

の
当
事

者
か
ら
他
の
当
事
者

へ
送

ら
れ

る
。

そ

の
結
果

こ
の
取
引
行
為
が
係

わ
る
意

思
表
示

の
確
認

は
、
正
当
な
権
限
を
有
す

る
者
が
正
し
く
取
引
を
な
す
意
思
を
も

っ
て
行

っ
た

と

こ
ろ
に
よ
る
取
引

で
あ
る
か
と
い
う
問
題
を
生
じ
る
。

ま
た
、
情
報
通
信
回
線

に
お
け
る
ト
ラ
ブ

ル
、
誤

っ
た
あ

る
い
は
不
正
な
情

報

の
混
入
等
も
予
想
さ
れ
る
こ
と
か
ら

、
ひ
と
た
び
争
い
を
生
じ
た
と
き
に
は
、
書
面
ベ

ー
ス
に
よ

っ
た
取
引
行
為
に
お
け
る

の
と
異

な
り
、
決
め
手
と
な
る
証
拠

が
見
出

し
難

い
こ
と
か
ら
、
紛
争
の
処
理
に
難

し
い
問
題
を
生
じ
て
く
る
。

そ

し

て
、

今

日

で

は

、

こ
れ

ら

書

面

以
外

の
媒

体

を

用

い
て

行

う
取

引

と

ネ

ッ
ト

ワ

ー

ク
取

引

と

は

複

合

し

つ

つ
あ

る
。

第

三

に
、

新

し

い
無

体

財

産

権

の
法

制
化

で
あ

る
。

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ

の

ハ
ー

ド

ゥ
・エ
ア
、

ソ

フ
ト

ウ

ェ
ア
の
開

発

が
顕

著

に

な

る

と

、

新

た

な
経

済

的

価
値

の
あ

る

も

の
が

生

じ

て
き

た

こ
と

か

ら
、

そ

れ

を
法

的

に
保

護

す

ぺ
し

と
す

る
世

界

的
動

向

が

み
ら

れ

て

き

た
。

そ
め

結
果

、

我

が

国

に
お

い
て

は

、

コ
ン
ピ

ュ
ー

タ

・
プ

ロ
グ

ラ

ム
の
保

護

に

つ
い
て

、
著

作

権

法

の

一
部
改

正

(昭
和

六
〇
年
法
律
第

六
二
号
)
と

し

て

、

半

導

体

チ

ッ
プ

の
保

護

に

つ

い
て

は
、

「
半
導

体

集
積

回

路

の
回

路
配

置

に

関

す

る
法

律

」

(昭
和

六
〇
年
法
律
第

四

三
号
)
と

し

て
法

の
制

定

を
見

る

に

い

た

っ
た
。

(-
)

例
え
ば
、
銀
行
の
イ
ン
タ
ー
バ
ン
ク
シ
ス
テ
ム
の

一
つ
で
あ
る
磁
気
テ
ー
プ
交
換
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
来
は
、
一
般
に
帳
票
に
よ
っ
て
デ
ー
タ
の
授

受
が
行
わ
れ
て
い
た
の
に
代
わ
っ
て
、
定
め
ら
れ
た
期
日
に
複
数
の
銀
行
に
大
世
に
行
わ
れ
る
振
込
に
つ
い
て
は
磁
気
テ
ー
プ
交
換
制
度
が
採
ら
れ
て
い
る
。
全
国

銀
行
協
会
連
合
会
で
は
、
昭
和
四
八
年
に
株
式
配
当
金
の
振
込
に
つ
い
て
磁
気
テ
ー
プ
交
換
制
度
を
実
施
し
た
の
に
は
じ
ま
ウ
、
そ
の
後
昭
和
五
〇
年
に
給
与
振
込
、

五
二
年
に
年
金
振
込
、
さ
ら
に
五
八
年
に
は
貸
付
6
託
収
益
配
当
金
振
込
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
磁
気
テ
ー
プ
の
交
換
制
度
を
実
施
し
て
い
る
。
全
国
銀
行
協
会
連

合
会

「日
本
の
支
払
決
済
制
度
」
(第
九
回
支
払
決
済
制
度
国
際
会
議

(㊥
趨
ヨ
。三

⑩
W篇
・日
り
言
冨
鴫富
戸一〇
口巴

O
o三
2
00
0・
)
資
料
)
(昭
和
六
〇
年
)
三

一
頁

参
照
。

(
2
)

ネ

ッ
ト

ワ
ー
ク
取
引

と
い
う
概
念
を
は
じ

め
て
打
ら
出
し
た
も

の
と
し
て
、
松
田
政
行

「
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
取
引

と
表
見
☆
任
-

免
責
約
款

の
有
効
性

を
め
ぐ

っ
て
ー

」

N
B
L
三

一
六
号

(
昭
和
五
九
年

)

一
六
頁
以
下
参
照
。

三

従
来
の
法
体
系
と
新
た
な
法
的
対
応

微
意
書
類
、
各
種
帳
簿

に
よ

る
情
報
管
理
を
ペ
ー
パ
ー
か
ら
新
た
な
媒
体

へ
転
化
し
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ら
を
訴
訟

手
続

に
お
い

て
ど

の
よ
う

に
取
扱
う
ぺ
き
か
と

い
う

こ
と
が
問
題

に
な
る
。
そ

こ
で
は
、
従
来

の
実
定
法
体
系
が
ど
こ
ま
で
対
応
す
る

こ
と
が
で
き

る
か
、
か
り

に
対
応
が
困
難
で
あ

る
と
す
る
な
ら
ば
、
新
た
に
ど

の
よ
う
に
対
↑15
す

る
の
が
妥
当
か
と

い
う
点
に
問
題

の
所
在

が
あ
る

一

一
ω
α
ー



と

い
え
よ
う
。

こ
こ
で
は
、
訴
訟
手
続
の
面
と
執
行
手
続

の
面
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
て
い
く
こ
ど
と
す
る
。

〔
こ

新
種
証
拠
と
手
続

法

ω

新
種
証
拠

と
証
拠
調

べ

一
般
に
証

拠
の
申
出
に
際

し
、

こ
れ
を
い
か
な
る
証
拠
方
法

と
み
る
べ
き
か
、
ま
た
ど

の
よ
う
な

証
拠
調

べ
の
方
式

に
よ
る
か
は
ま
ず
要
証
事
実

に
よ

っ
て
区
別
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
属
性
に
よ

っ
て
判
断
す
べ
き
も

の
と
さ
れ
て
い

(1
)

る
。こ

れ
を
磁
気
記
録
媒
体
に

つ
い
て
み
る
と
、
磁
気
記
録
媒
体
そ

の
も
の
の
形
状
、
存
在
等
を
証
拠
調

ぺ
の
対
象
と
す
る
場
合

に
は
、

有
体
物

の
検
証
と
し
て
民
訴
法
三
三
三
条
ー
三

三
五
条
に
よ
る
こ
と
に

つ
い
て
は
問
題
は
な
い
。
問
題
と
な
る
の
は
、
磁
気
記
録
媒
体

に
収
録
さ
れ
て
い
る
情
報
、
記
録

の
内
容
を
要
証
事
実
と
す

る
場
合
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で

の
と

こ
ろ
書
証
説
と
検
証
説
と
が
対
立
し
て

い
る
。

書

証
に
よ
る
べ
し
と
す
る
説
は
・
そ
の
根
拠
を
次

の
よ
う

に
い
‥ぷ

す
な
わ
ち
・
磁
気
記
録
は
そ

の
ま
ま
で
は
内
容

を
見
議
す
る
こ

と
は

で
き
な

い
が
、

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
の
操
作
に
よ
り
プ
リ

ン
ト
ア
ウ
ト
し
た
も
の
は
、
文
字
そ
の
他

の
記
号

に
よ
り
人
の
思
想
を
表
現

し
た
文
書
で
あ
る
。
そ

の
内
容

は
、
磁
気
記
録
か
ら
そ

っ
く
り
そ
の
ま
ま
紙
の
上
に
可
視
的
状
態

に
移
し
か
え
ら
れ
る
も

の
に
す
ぎ
な

い
。
磁
気
記

録
媒
体

に
入
力

さ
れ
た
記
録
自
体
も
人

の
思
想
を
内
容
と
し
、
そ
れ
を
通
常

の
文
字

で
は
な
く

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
特
有

の
記

号
に
よ

っ
て
表
現
し
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
と
考
え
ら
れ
、
そ

の
意
味
で
、
磁
気
記
録
は
文
書
で
あ

る
と

い
う
。
こ
の
よ
う
に
磁
気
記
録

・

を
文
書
と
解

す
べ
き
で
あ
る
な
ら

ば
、
そ

の
内
容
を
証
拠
資
料
と
す
る
た
め
の
証
拠
調

べ
は
書
証
で
あ
る
と
す
る
。

証
拠
調
べ
に
つ
い
て
、
書
証

に
よ
る
べ
し
と
す
る
立
場
に
よ
る
と
、
次
に
書
証

の
申
出
に

つ
い
て
、
ど

の
よ
う
な
方
法
に
よ
る
べ
き

か
と

い
う

こ
と
が
問
題
に
な
る
。

こ
の
点

に

つ
き
、
書
証
説

は
、
電
磁
的
記
録

を
原
本
、
プ
リ

ン
ト
ア
ウ
ト
し
た
文
書
を

一
種

の
謄

本
と
理
解
し
、
民
訴
法
三

一
一
条

な
い
し
三

一
五
条

の
適

用
に
よ
り
、
電
磁
的
記
録

を
提
出
し
、
民
訴
法
二
四
八
条
の
類
推
適
用
に
よ
り
、
必
ず
プ
リ

ン
ト
ア
ウ
ト
し
た

藷

を
添
付
す

る
こ
と
を
要
す

る
と
し
て
い
拒

そ
し
て
・
電
磁
的
記
録
を
プ
…

ア
・
・
し
た
文
書
は
斐

た
る
貰

と
同
時

に

謄
本
た
る
性
質
を
有
す
る
が
、
認
証
あ
る
謄
本

と
は
い
え
な
い
か
ら
、
こ
の
提
出
方
法
は
遺
式
な
文
書

の
提
出
で
は
な
い
と
す
る
。
し

か
し
、
原
本

の
存
在
お
よ
び
成

立
の
真
正
に

つ
い
て
当
事
者
間
に
争

い
が
な
く
、
か

つ
謄
本
を
も

っ
て
原
本

に
代
え
る
こ
と
に

つ
き
面

当
48
者
に
異
議
が
な

い
と
き
に
は
、
プ

リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
た
文
書
の
提
出
の
み
で
足
り
る
と
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
原
本

の
存
在
ま

た
は
成
立

の
真
正
が
争
わ
れ
た
と
き
に
は
、
原
本

の
提
出
が
要
求
さ
れ
、
原
本

の
存
在
お
よ
び
成
立

の
真
正

に

つ
い
て
争

い
が
な

い
が
、

76
磁
的
記
録
自
体
の
内
容
と
プ

リ
ン
ト
ア
ウ
ト
さ
れ
た
文
書

の
内
容
と
の
同

一
性
が
争
わ
れ
た
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
申

立
に
よ
り
、

電
磁
的
記
録

の
内
容

に

つ
き
鑑
定
人

の
鑑
定

を
命
ず
る
か
、
プ

リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
た
者
を
証
人
尋
問
す

べ
し
と
す
る
。
そ
こ
で
、
実
際

に
は
、
ま
ず
プ
リ

ン
ト
ア
ウ
ト
し
た
文
書
の
み
を
提
出
し
、
ま
た
は
そ
れ

の
み
を
提
出
す
れ
ば
足
り
、
原
本
た
る
電
磁
的
記
録
は
そ

の

後

の
必
要

に
応
じ
て
提

出
す
れ
ば

よ
い
と
す

る
。
他
方
、
電
磁
的
記
録
の
形
式
的
証
拠
力

に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
会
社
の
商
業
帳
簿

等

に
お
い
て
は
、
会
社
の
代
表
者

の
意
思
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
要
す
る
と
こ
ろ
、
そ
れ

に
は
会
社

の
内
部
的
職
務
分
掌

の

上
で
そ
の
作

成
権
限
を
有
す
る
者
に
よ

っ
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
要
す
る
と

い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
証
明

の
た
め
に
は
、

コ
ン
ピ

ュ
ー

タ
が
標
準
的

性
能
を
有
し
、
か

つ
イ

ン
プ

ッ
ト
が
、
業
務

の
通
常

の
過
程
に
お

い
て
、
記
録
さ
れ
る
べ
き
事
項

の
発
生
し
た
時

か
ら
合

理
的
期
間
内
に
な
さ
れ
た
こ
と
を
証

明
す
れ
ば
足
り
、
個

々
の
事

項
に

つ
い
て
だ
れ
が
記
録
を
し
た
か
を
個
別
に
証
明
す
る
必
要

は
な

、

、

O

Lζ

、つ

し

し

近

時

、

こ

の
種

の
新

種

証

拠

に

つ

い
て
、

相

当

な

機

器

に

よ
り

、

一
定

の
操

作

を

加

え
れ

ば
当

然

に

文
書

に
す

る

こ
と

が

可
能

で
あ

(
4
)

る
と

い
う
意
味
で

「
可
能
文
書
」
と

い
う
概
念
を
定
立
す
る
見
解
が
あ

る
。
そ
こ
で
は
、
①
情
報

の
保
存

.
伝
達

の
機
能
を
有
し
、
②

そ

の
ま
ま
で
見
議

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
③
見
読
で
き
る
状
態
に
す
る

こ
と
が
予
定
さ
れ
て

い
る
情
報
媒
体
を
可
能
文
亀
と
称
し

ー

一
ω
『
ー



て
い
る
。
そ
れ
ら
に

つ
い
て
は
、
磁
気
記
録
媒
体

の
内
容
を
見
読
可
能
な
状
態

に
す

る
こ
と
は
証
拠

調
べ
前

に
当
事
者

の
負
担
と
責
任

に
お
い
て
な
さ
れ

る
べ
き
準
備
活
動
で
あ
る
と
し
、
当
事
者
は
磁
気
記
録
媒
体

を
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
利
用
し
て

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
に
か
け
、

記
録
内
容
を
プ

リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
て
書
面
化
し
、
そ
れ
に
作
成
名
義
人
が
署
名
押

印
し
文
書
と
し
て
体
裁
を
と
と

の
え
て
証
拠
調
べ
を

申
請
す

べ
し
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
、
プ
リ

ン
ト
ア
ウ
ト
し
作
成
さ
れ
た
文
書

が
原
本

で
あ
り
、
磁
気
記
録
媒
体
は
こ
れ
を
作
成
す
る

資
料
と

み
れ
ば

よ
い
と
し
て
い
る
。

(
5
)

こ
れ
に
対
し
て
、
検
証

に
よ

る
べ
し
と
す
る
有
力
な
見
解

が
あ
る
。

そ
こ
で
は
、

現
行
法

の
書
証

の
規
定
は
、
「
処
分
証
書
」
を
核

心
と
し
、
証
書
真
否
確
認

の
訴
え

の
対
象
を
な
す
範
囲
で
の
文
書
が
証
拠
方
法

と
し
て
取
調

べ
ら
れ
る
と
き

の
規
律

を
念
頭
に
お
い
て

い
る
と
し
て
、
法
律
専
門
家
な
ら
ば
、
そ
れ
が
自
己

の
専
門
知
識
経
験

の
こ
と
に
属
す
る
と
主
張
し
う

る
が
ご
と
き
類
型

の
証
拠
方
法

と
し
て
の
文
書
な

い
し
証
書
を
主
た
る
対
象

に
し
て

い
る
と
位
置
付
け
て
い
る
。

そ
う
し
た
観
点
か
ら
、
磁
気
テ
ー
プ
は
文
書
で
な
い

の
は
も
と
よ
り
、
思
想
な
い
し
情
報
を
含

む
記
録

の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
物
件

で
あ

る
か
ら
準
文
書
と
も
異
な
る
と
し
、
検
証
物
に
準

ず

る
と
解
す
べ
し
と
す

る
。

判
例
に

つ
い
て
み
る
と
、

こ
の
問
題

に
関
連
し
た
事
例
と
し
て
、
大
阪
高
決
昭
和

五
三
年

三
月
六
日
商
民
集
三

一
巻

一
号
三
八
頁
が

あ

る
。

本
件
は
、
X
等
が
Y
(関
西
電
力
株
式
会
社
)
の
多
奈
川
第

一
火
力
発
電
所
か
ら
排
出

さ
れ
る
大
気
汚
染

に
よ
る
健
康
被
害
に

つ
い
て
損

害
賠
償
お
よ
び
第
二
火
力
発
電
所

の
建

設
差
止
め

(後
に
運
転
差
止
め
に
変
更
)
を
求
め

る
訴
訟

を
提
起
し
た
と

こ
ろ
、

こ
の
訴
訟

に
お
い

て
、

X
等
は
、

Y
が
所
持
す
る
、
Y
測
定
に
か
か
る
二
酸
化

い
お
う

、
風
向
、
風
速
、
降
下

ば
い
じ

ん
の
測
定
記
録
、
第

一
火
力
発
電

所

の
出
力
の
記
録
、
ア

ン
モ

ニ
ア
注
入
量
の
記
録
を
イ

ン
プ

ッ
ト
し
た
磁
気

テ
ー
プ
及
び
こ
れ
を
取
出
す

の
に
必
要
不
可
欠
な
資
料

の

提
出
命
令
を
申
し
立
て
た
事
案
で
あ
る
。

原
審
は
、
磁
気

テ
ー
プ

を
準
文
書
と
し
て
、

こ
れ
を
取
り
出
す
の
に
必
要
不
可
欠
な
資
料

を
文
書
及
び
準
文
書
と
し
て
Y
に
提
出
を

命
ず
る
決
定
を
し
た
。

こ
れ

に
対
し
て
、
Y
は
抗
告
し
、
そ

の
理
由
と
し
て
、
ω
本
件
文
書
提
出
命
令
申

立
書

に
は
証
す

べ
き
事
実

の

記
載
が
な

い
、
②

磁
気
テ

ー
プ
は
文
書
で
も
準
文
書

で
も
な

い
、
③
本
件
測
定
記
録
に
関
す

る
磁
気
テ

ー
プ

は
三

=

一条
三
号

(
一
部
に

っ
い
て
は
同
条

一
号
)
に
該
当

し
な

い
、
ω
本
件
磁
気

テ
ー
プ
を
提
出
す

る
と

Y
の
日
常

の
業
務

に
支
障
を
生
じ

る
上
、
企
業
秘
密
が
洩

れ
る
恐
れ
が
あ

る
と
主
張

し
た
。

抗
告
裁
判
所

は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
、
Y
の
抗
告
を
棄
却
し
た
。

「民
訴
法
三

=

}条
に
い
う
文
書
と
は
、
文
字
そ

の
他
の
記
号
を
使

用
し
て
人
間

の
思
想
、
判
断
、
認
識
、
感
情
等
の
思
想
的
意
味

を
可
視
的
状
態

に
表
示
し
た
有
形
物
を

い
う
と
こ
ろ
、

一
般
的

に
み
て
磁
気
テ

ー
プ

(電
磁
的
記
録
)
自
体

は
通
常

の
文
字

に
よ
る
文
書

と
は
い
い
え
な
い
。
し
か
し
、
磁
気

テ
ー
プ
の
内
容
は
、
そ
れ
が
プ
リ

ン
ト
ア
ウ
ト
さ
れ
れ
ば
紙
面

の
上
に
可
視
的
状
態

に
移
し
か
え

ら

れ
る
の
で
あ

る
か
ら
、
磁
気

テ
ー
プ
は
同
条

に
い
う
文
書

に
準
ず

る
も

の
と
解
す
べ
く
、

本
件
測
定
資
料

(原
決
定
添
付
別
紙
日
記
載

の
う
ち
同
⇔
記
載
の
資
料
を
除
く
資
料
)
中

の
測
定
記
録
を
イ

ン
プ

ッ
ト
し
た
磁
気

テ
ー
プ
は
、
多
数

の
情
報

を
電
気
信
号
に
転
換
し
こ
れ

を
電
磁
的
に
記
録

し
た
有

形
物
で
あ

っ
て
、
そ
れ
を
プ
リ

ン
ト

・
ア
ウ
ト
す
れ
ば
可
視
的
状
態

に
な
し
う
る
か
ら
、
準
文
書
と

い
う
べ

き
で
あ

っ
て
、
磁
気
テ

ー
プ
が
そ

の
内
容
を
直
接
税
読
で
き
な
い
こ
と
、
あ

る
い
は
直
接
税
読

に
ょ
る
証
拠
調

の
困
難
な

こ
と
を
も

っ

て
、
そ

の
準
文
書
性
を
否
定
す

る
こ
と
が
で
き
な

い
。
即
ち
、
磁
気
テ
ー
プ

に
イ

ン
プ

ッ
ト
さ
れ
た
情
報

・
記
録

(本
件
に
お
い
て
は
単

な
る
情
報
で
は
な
く
記
録
で
あ
る
)
の
内
容
を
、
人
間

の
認
識

に
供
す
る
た
め
に
は

、
専
門
家
に
よ
り
、
知
ろ
う
と
す
る
情
報

・
記
録

の
内

容
形
態

に
応
じ
た
プ

ロ
グ

ラ
ム
を
作
成
し
、
当
該
磁
気

テ
ー
プ
に
適
合
し
た

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ー
装
置
を
用
い
て
、
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
指
示

し
た
形
式

に
従

い
、
数
字
、
ア

ル
フ
ァ
ベ

ッ
ト
、
カ
タ
カ
ナ
に
よ
り
プ
リ

ン
ト
ア
ウ
ト
す
る
等

の
方
法
に
よ
る
ほ
か
な
く
、

こ
の
限
り

に
お
い
て
、
磁
気
テ
ー
プ
そ
れ
自
体

は
、
紙
面
等

に
文
字
を
記
載
し
て
作
成
さ

れ
た
通
常
の
文
書

の
よ
う
に
、
そ

の
物
自
体
に
お
い
て

一

一
ω
o。
ー



文

吉

と

し

て

の
内

容

形

態

を
視

読

し

う

る

も

の
と

は

異

な

る

こ
と

は

い
う

ま

で
も

な

い
。

し

か

し

な

が

ら

、
種

々
の
情

報

な

い

し
記

録

を

磁

気

テ

ー
プ

に

イ

ン
プ

ッ
ト
し

て

保

存

す

る

方

法

は

、
近

年
急

速

に
発
達

し
た

技

術

の
所

産

で

あ

り

、
大

企

業

等

に

お

い
て

こ

の
方

法

が

急

速

に
採

用

さ

れ

て

い

る

の
は

、

膨

大

な

情

報

・
記

録

を
極

度

に
圧
縮

し
て

収

録

し
う

る
利

点

に

あ

る
と

考

え
ら

れ

る
と

こ

ろ
、

こ

の
よ

う

な
力

法

を

採

用

し
て

情

報

・
記

録

を

磁

気

テ

ー
プ

に

イ

ン
プ

ッ
ト
し

た

者

と

し
て

は

、

そ

の
当

初

か

ら

、

イ

ン
プ

ッ
ト
し

た

情

報

・
記

録

を
将

来
利

用

す

る

必

要

が

生

じ

た

と

き

は
、

こ
れ

に
要

す

る
プ

ロ
グ

ラ

ム
を

作

成

(記
録
の
選
択
、
配
列
、
演
算
等
、
専
門
家

の
意
思
に
基
づ

い
た
指
定
を
行
う

こ
と
)
し

、

こ

の
プ

p
グ

ラ

ム
を

使

用

し
、
磁

気

テ

ー
プ

に
適

合

し

た

コ
ン
ピ

ュ
ー

タ
ー
装

置

を

用

い
て

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト
す

る

こ

と

を
当

然

の

こ
と

と

し

て

予

定

し

(Y
も
従
来
か
ら
必
要
に
応
じ

こ
の
よ
う
な
使
用
を
し
て

い
る

こ
と
は
、
抗
告
理
由
の

記
載
か
ら

み
て
明
白
で
あ
る
)、

こ

の

よ
う

に
し

て

プ

リ

ン

ト

ア
ウ

ト
さ

れ
た

と

き

に
お

い
て

、
そ

れ

は

通
常

の
文

書

と
し

て

顕

出

さ
れ

る

に
至

る

の
で
あ

っ
て

、

こ

こ
に

磁

気

テ

ー
プ

利

川

の
本
来

の
効

果

が
生

ず

る

の
で

あ

る
。

情

報

な

い

し
記

録

を

磁

気

テ

ー
プ

に

イ

ン
プ

ッ
ト
す

る

の

は
、

将

来

必
要

と

な

っ
た

場

合

に

こ
れ

を
見

読

可
能

な
も

の
と

し

て

紙
面

等

に
顕

出

す

る

こ
と

を

目

的
と

し

て

い

る
も

の

で

あ

っ
て

、

イ

ン
プ

ッ
ト
し

た

情

報

・
記

録

等

を

見
読

不
能

の
状

態

で
保
存

す

る

こ

と

の
み

を

目

的
と

し

て

い
る

も

の
で

は

な

い
か

ら

、

こ
れ

を

イ

ン
プ

ッ
ト
し

た
者

は

、

将

来
訴

訟

上

相

手
方

と

の
間

に

お

い
て
、

そ

の
者

の
要

求

に

よ

り
磁

気

テ

ー
プ

に
イ

ン
プ

ッ
ト
さ

れ

て

い
る

情
報

・
記

録

を
相

手

方

に

示

す

必
要

が

生

じ

、
裁

判

所

か
ら

そ

の
提

出

を
命

じ

ら

れ

た

場

合

に
は

、

単

に

磁
気

テ

ー
プ

を

提

出

す

る

の
み

で

は
足

り
ず

、
少

く

と

も

そ

の
内

容

を

紙

面
等

に

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト
す

る

に

必
要

な

プ

p
グ

ラ

ム
を

作

成

し
て

こ
れ

を
併

せ

て

提

出
す

べ
き

義

務

を
負

っ
て

い

る

も

の
と

い
う

べ
き

で

あ

る

(提
出
さ
れ
た
磁
気
テ
ー
プ
お
よ
び
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
保
管
、
そ

の
証
拠
調
ぺ
に

つ
い

て
は
、
当
該
裁
判
所
の
訴
訟
指
揮

に
委

ね
ら
れ
る

べ
き
も

の
で
あ

る
が
、
保
管
に

っ
い
て
は
提
出
者
を
し
て

こ
れ
を
行
な
わ
せ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、

又
証

拠
調
べ
に

つ
い
て
は
鑑
定
人
を

し
て
鑑
定

さ
せ
る

の
も

一
方
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
場
合

の
鑑
定
費
用

な
い
し

ア
ウ
ト
プ

ッ
ト
し
た
結

果
を
記
載
し
た
書

面

(写

し
)

の
作

成
提
出

に
要
す
る
費
用

は
、
書
証
と
し
て
提
幽
す
る
老
が
負

担
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
)。
」

抗
告
審

の
決
定
は
、
ω
磁
気
テ

ー
プ
を
民
訴
法
三

一
二
条

の
文
書

に
準
ず

る
と
し
た
こ
と
、
②
磁
気

テ
ー
プ
の
提
出
を
命
じ
ら
れ
た

者
は
磁
気
テ
ー
プ
と
と
も
に
、
そ

の
内
容
を
紙
面
等
に
ア
ウ
ト
プ

ッ
ト
す
る
に
必
要
な
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
作
成
し
て
、
こ
れ
を
併

せ
て
提

出
す

べ
し
と
し
た
点

に
特
徴

が
あ

る
。

本
件
は
、
当
事
者
が
み
ず

か
ら
磁
気

テ
ー
プ
を
所
持
す
る
場
合

の
証
拠
調
べ
の
方
法
に
関
す
る
事
例
で
は
な
く
、
相
手
方

が
所
持
す

る
場
合

に
そ
れ
を
証
拠
と
し
て
活
用
す
る
た
め

に
文
書
提
出
命
令
を
申
し
立
て
た
事
案

で
あ
る
。
従

っ
て
、
本
件
を
文
書
提
出
命
令
に

関
す
る
事
例
と
し
て
限
定
的
に
理
解
す

べ
き

か
、
あ

る
い
は
、
証
拠
調

べ

一
般

に
お
け
る
扱
い
と
し
て
と
ら

え
る
べ
き
か
は
、

一
つ
の

問
題
で
あ
る
が
、
.文
書
提
出
命
令

の
中
立
も
広
く
証
拠
と
し
て

の
文
書

の
証
拠
調

べ
を
求
め
る
中
出
方
法

の

一
つ
で
あ
る
と
い
う
観
点

か
ら

み
れ
ば
、
後
者

の
立
場
に
お
い
て
理
解

し
て
差
し
支
え
な

い
で
あ

ろ
う
。

従
来

の
議
論
は
、
磁
気
記
録
媒
体

を
総
括

し
て
新
種
証
拠
と
し
て
論
じ
て
い
る
が
、
要

証
事
実
と
と
も

に
そ

の
属
性
を
重
視
す
る

こ

と
は
、
個

々
の
記
録
媒
体
ご
と
の
属

性
に
立
ち

入

っ
て
判
断
す

べ
き
も
の
と
考

え
る
。
広

く
新
種
証
拠
と
し
て

の
記
録
媒
体
と
い

っ
て

も
、
そ
れ
ら
は
必
ず

し
も

一
様
で
は
な
く

、
そ
の
属
性
に

つ
い
て
は
も
と
よ
り
共
通
点
も
あ
る
も

の
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
と
し
て
留

意

す
べ
き
点
も
少
な
く
な

い
。
従

っ
て
、
各
記
録
媒
体

の
証
拠
法
上

の
取
扱
い
を
考
え
る
に
際
し
て
は
、
そ
う
し
た
特
性
の
も

つ
差
異

を
考
慮
す

る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
と
考

え
る
。

そ
こ
で
、
証
拠
法
上

に
お

い
て
、
磁
気
記
録
媒
体

を
証
拠
方
法
と
し
て
ど
の
よ
う
に
位

置
付
け
る
か
と

い
う
問
題

の
前
提
と
し
て
、

証
拠
方
法

の
う
ち
こ
こ
で
関
係

の
あ
る
文
書

、
検
証
物
に

つ
い
て
従
来
の
考
え
方
か
ら
検

討
し
て

い
く
こ
と
と
す

る
。

(
6
)

文
書
と
は
、
文
字

そ
の
他

の
記
号

の
組
合

せ
に
よ

っ
て
思
想
的
意
味

を
表
現

し
た
有
形
物
を
い
う
と
さ
れ
て
い
る
。
文
字
等
に
よ

っ

て
作
成
者

の
事
実
認
識

・
意
見

・
意

図
等
が
客
観
的

に
表
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
特

色
が
あ
る
。

文
書
が
右
の
意
味
で
訴
訟
に
あ
ら

わ

れ
る
と
き
に
そ
の
証
拠
調
べ
の
方
法
は
書
.証

に
よ
る
こ
と
と
な
る
。
文
字
そ
の
他

の
・記
号
を
も

っ
て
構
成
さ
れ
て

い
て
も
思
想
的
意

一

一
ω
O
ー



味
を
表
現
し
て
い
る
と
は
い
え
な

い
も

の
、
あ
る
い
は
思
想
的
意
味
を
表
現
し
て
い
て
も
文
字
そ

の
他

の
記

号
に
よ
ら
な
い
も

の
は
文

書
と
は
い
え
ず
、
検
証
物
に
な
り
、
証
拠
調

べ
の
方
法

は
検
証

と
な

る
。

し
か
し
、
民
訴
法
は
検
証
物

の
う
ち

「証
徴

ノ
為
作

リ
タ

ル

物
件

ニ
シ
テ
文
部

二
非

サ
ル
モ
ノ
」
を
準
支
出
と
し
、
書
証
に
よ
る
こ
と
と
し
て

い
る
(民
訴
法
三
三
二
条
)。

.
そ
れ
で
は
、
磁
気

テ
ー
プ

に
つ
い
て
は
ど

の
よ
う
に
理
解
す
る
の
が
妥
当

で
あ
ろ
う
か
。

磁
気
テ
ー
プ
は
、
情
報

.
記
録
を
電
気
信
号
に
転
換
し
て
電
磁
的

に
収
録

し
た
有
形
物
で
あ

っ
て
、
多
量
の
も

の
を
圧
縮

し
て
収

録
・

保
管
し
、
そ

の
内
容
で
あ
る
情
報

・
記
録
を
必
要
と
す

る
と
き
に
は
、
そ
れ
ら
を
プ

・
グ
ラ

ム
の
指
示
し
た
方
式
に
よ
り
、

コ
ン
ピ

ュ

ー
タ
装
置
を
用
い
て
紙
面
に
プ

リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
(
あ

る
い
は
デ

ィ
ス
プ

レ
ー
に
写
し
出
す

こ
と
に
よ

っ
て
使
川
す
る
こ
と
を
そ
の
日

的
機
能
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
磁
気

テ
ー
プ
を
単
な
る
証
拠
と
す

る
た
め
に
残
し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
収
録
さ
れ
た
内
容
に
意

味
が
あ
り
、
そ
の
内
容
を
文
書
に
よ
る
代
わ
り
に
磁
気
記
録
媒
体
を
用
い
て
収
録

・
保
管
す

る
も

の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
外
見
か
ら

み

る
と
従
来

の
文
書
と

い
う
も

の
の
イ

メ
ー
ジ
か
ら
は
著
し
く
隔

た
り
が
あ

る
が
、
そ

の
目
的
機
能
に
則
し
て
、
か

つ
検
証
物
と

の
対
比

で
考
え
る
と
、
磁
気
テ
ー
プ
は
文
書
そ

の
も
の
で
は
な

い
が
文
書
に
準
じ

る
も

の
と
し
て
考
え
る
の
が
妥
当

で
あ
る
。

一
般
に
、
文
書

の
提
出
は
原
本
、
正
本
又
は
認
証
あ
る
謄
本

を
も

っ
て
行
う

こ
と
を
必
要
と
ず

る
と
と
も
に
、
裁
判
所
は
原
本

の
提

出
を
命
じ
る
こ
と
も
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る

(民
訴
法
三
二
二
条

一
項

・
二
項
)。
従

っ
て
、
私
文
書

の
提

出
は
原
本
に
よ
る
の
が
原
則
で

あ
る
。
し
か
し
、
私
文
番

に
つ
い
て
も
そ
の
写

、
す
な
わ
ち
認
証
な
き
謄
本

・
抄
本
に
よ
る

こ
と
も

、
そ
の
写

の
形
式
的
証
拠
力

の
存

在
に
争
い
が
な
く
、
か

つ
写
を
も

っ
て
原
本

に
代

え
る
こ
と
に
異
議
が
な

い
場
合
に
は
写

の
み
に
よ
る
書
証

の
申
出
も
差
し
支

え
な

い

と
さ
れ
て

い
る
。

こ
れ
を
磁
気

テ
ー
プ
に
つ
い
て
み
る
と
、
そ
も

そ
も
な
に
が
原
本
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
を
生
じ
て
く
る
。
磁
気

テ
ー
プ
を
文
書
に

準
じ
て
、
書
証

に
よ
る
べ
し
と
す
る
立
場
に
よ
る
と
、
①
磁
気

テ
ー
プ
を
原
本
と
す

る
と
と
も
に
、
プ

リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
た
文
書
も
原

本

と

み

る
説

、

②
磁

気

テ
ー
プ

を

原

本

、

プ

リ

ン

ト
ア

ウ

ト
し

た
文

書

を
謄

本

と

み

る
説

、

③

磁
気

テ

ー
プ

は
資

料

に
す

ぎ
ず

、

プ

リ

ン
ト

ア
ウ

ト
し

た
文

書

を

原
本

と

す

る
説

が

考

え

ら

れ

る
。

磁
気

テ

ー
プ

そ

の
も

の
を

文
書

に
準

じ

て
考

え
な

が

ら
、

磁

気

テ

ー
プ

と

そ

れ

を
プ

リ

ン
ト

ア

ウ

ト
し
た

文

書

を

と

も

に

原

本

と

み

る
考

え
方

は

、

磁
気

テ

ー
プ

の
文

書

性

を
押

し
進

め

る

と
全

く

成

り
立

ち

え

な

い
わ

け

で
は

な

い
ば

か

り

で
な

く

、

そ

れ

だ

け

原
本

に
幅

を

も

た

せ
る

こ

と
か

ら

極

め

て
実

践
的

な

よ
う

で

も
あ

る
。

し

か
し

、

こ

れ

ら

を

共

に
原

本

と

み
る

こ
と

は

、
原

本

と

い
う

も

の
の
性

質

上

か
ら

し

て
疑

問

で

あ

る
ば

か
り

で

な

く
、

か

り

に
原

本

の
併

存

を

肯

(
7
)

定

す

る
こ
と

が

政
策

的

に
妥
当

で

あ

る
な

ら

ば

、

特

に

そ
れ

を
認

め

る
旨

の
明
文

規

定

な

し

に
は

無

理

が
あ

る

と
考

え
る
。

ま

た
、

磁

気

テ

ー
プ

の
も

つ
機

器

を

用

い

る

こ
と

に

よ

っ
て

文

書

そ

の
も

の
に

な
る

可
能

性

を

考

え

て
、

こ
れ

を
資

料

と

し

て

、
プ

リ

ン
ト

ァ
ゥ

(
8

)

ト
さ
れ
た
も

の
を
原
本
と
み
る
の
は
注

目
す

べ
き
考
え
方
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
で
は
形
態
を
同
じ
く
す
る
原
本
が
複
数
存
在
す
る

と
い
う
事
態
を
生
じ
る
こ
と
に
な
り
、
大
き
な
疑
問
が
残
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
い
え
よ
う
。

磁
気

テ
ー
プ
を
文
書
に
準
じ
て
考

え
る
と
、
磁
気

テ
ー
プ
を
原
本
ど

し
、
そ
れ
か
ら
プ

リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
た
文
書
を
謄
本
と
み
る
の
が
素
直
な
考
え
方
で
あ
ろ
う
。
プ
リ

ン
ト
ア
ウ
ト
し
た
文
書

は
、
磁
気

テ
ー
プ

に
収
録

さ
れ
た
思
想
を
そ
の
ま
ま
形
態

を
変
え
た
だ
け
で
再
現
し
た
も
の
で
あ
る
点
で
証
拠

(9
)

と

し

て

の
価

値

が

あ

る

に
す

ぎ

な

い

か
ら

で
あ

る
。

先

に
述

べ

た

よ
う

に

、
磁

気

テ

ー

プ

に
収

録

さ

れ

て

い
る
情

報

.
記
録

を

見

讃
す

る
に

は

、

コ
ン
ピ

ュ
ー

タ
装

置

を
用

い
て

、
定

め

ら

れ

た
プ

ロ
グ

ラ

ム
に

従

っ
て

、

プ

リ

ン
ト

ア

ウ

ト

し
、

あ

る

い
は

デ

ィ

ス
プ

レ
イ

に
投

影
す

る
方

法

を
と

る

こ
と

を
必

要

と
す

る

も

の
で

あ

る
。

訴
訟

に
お

い
て
、

証

拠

と

し

て
証

拠

調

ぺ
す

る

に

は
裁

判
所

に
も

相

手
方

に
も

そ

の
内

容

に

つ
い
て

の
認

否

が

可
能

な

状

態

に

あ

る

こ
と

が
要

求

さ

れ

る
。

こ
れ

を

磁

気

テ

ー
プ

に

つ
い

て

み
る

と

、
そ

こ
に
収

録

さ

れ

た
情

報

・
記

録

を

見
読

可
能

な
状

態

に

す

る

こ
ど

を

意

味
す

る

。

こ

こ

に
、

見

読

可
能

な

状
態

と
は

、
単

に
可
視

的

状

態

に

お
か

れ

れ

ば

よ

い

の
で
は

な

く

、
記

載

内
容

が

了

知

で

き

る
状

態

に
置

く

こ
と

を
要

す

る
と

解

せ

ら

れ

る
。

磁

気

テ

ー
プ

は

、

も
と

よ

り
そ

の
ま

ま

で
は

収

録

さ
れ

て

い

る
情

報

・
記

録

1

=
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に

つ
い
て

可

読

的

状

態

に
な

い

の
み

な
ら

ず

、

可
視

的

状
態

に
も

な
く

、

プ

リ

ン
ト

ア
ウ

ト
さ
れ

て

は

じ
め

て

可
視

的

状

態

に

な

る
も

の

で
あ

る
。

他

方

、

コ
ン
ピ

ュ
ー

タ
は

、

多

量

の
情

報

・
記

録

を

で

き

る

だ

け

コ

ン
パ

ク
ト

に
収
録

し

、

必
要

な

時

に

は

ま
た

で

き

る

だ

け

迅
速

に
送

る

こ
と

を

本

旨

と
す

る

の

み
な

ら
ず

、

秘

密

保

護

と

い
う

コ

ン
ピ

ュ
ー

タ

・
セ
キ

ュ
リ
テ

ィ

の
た

め

に

、
情

報

・
記

録

に

つ

い
て

記

号

・
符

号

を

用

い
て

簡

略
な

形

に

し

て
収

録

す

る
も

の
で
あ

る
。

そ

の
結

果

、
プ

リ

ン
ト

ア
ウ

ト
さ

れ

た
書

面

は
、

一
見

す

る

と
記

号

・
符

号

の
羅

列

の
観

を

呈

し
、

そ

の
意

味

内

容

を
容

易

に

理
解

す

る

こ
と

は

ほ
と

ん

ど

不
可
能

に
近

い
状

態

に
あ

る
。

磁

気

テ
ー
プ

の
内

容

を
プ

リ

ン

ト

ア
ウ

ト
し

た
だ

け

で

は

、

可
視

的

状

態

に

な

っ
た
と

い
え

る

に
と
ど

ま

り

、
裁

判

所

及

び
相

手

方

を

し

て

意

味
内

容

を

了
知

で

き

る
可

読

的
状

態

に
な

っ
た

と

は

い

え
な

い
。
従

っ
て

、
磁

気

テ

ー
プ

を
書

証

と

し
て

提

出
す

る

に
は

、

民

訴

法

三

二

二

(
-o
)

条

一
項
に
よ
り
原
本
で
あ
る
磁
気

テ
ー
プ
を
提

出
す

る
の
を
原
則
と
す

る
と
と
も
に
、
プ

リ
ン
ト
ア
ウ
ト
さ
れ
た
文
書
及
び
そ
れ
に
用

い
た
プ

ロ
グ
ラ
ム
と
あ
わ
せ
て
、
民
訴
法
二
四
八
条
を
類
推
し
て
、
記
号

・
符
号
を
復
号
化
し
た
文
書
を
提

出
す

る
こ
と
を
要
す
る
と

(
11
)

考
え
る
。
磁
気

テ
ー
プ
と
と
も

に
プ

リ
ン
ト

ア
ウ
ト
し
た
文
書
を
提
出
さ
せ
る
根
拠
と
し
て
、
外
国
語
で
書

か
れ
た
文
書
と
そ

の
訳
文

(
12
)

の
関
係

に
類
似
性
を
求
め
、
民
訴
法

二
四
八
条

の
類
推
適
用
を
主
張
す

る
見
解
が
あ
る
。
し
か
し
、
同
条
は
外

国
語
で
書
か
れ
た
文
書

の
意
味
内
容

を
明
確

に
し
て
裁

判
所
及
び
相
手
方
に
了
知
さ
せ
る
趣
旨

に
あ
る
こ
と
か
ら
、
単
に
プ

リ
ン
ト
ア
ウ
ト
さ
れ
た
文
書
に
と

ど
ま
ら
ず

、
復

号
文
書

の
提
出
ま
で
求
め
る

の
が
同
条

を
類
推
適
用
す

る
趣
旨
に
も
合
致
す
る
と
考
え
る
。

そ

こ
で
、
文
書

の
実
質
的
証
拠
力
を
判
断
す
る
前
提

と
し
て
要
求
さ
れ
る
形
式
的
証
拠
力
に

つ
い
て
、
磁
気

テ
ー
プ

で
は
ど

の
よ
う

に
考
え
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
な
る
。

磁
気
テ
ー
プ

を
文
書

に
準
じ
る
も

の
と
考
え
る
と
、
そ
れ
自
体
に

つ
い
て
作
成
者

の
署
名
と
い
う

こ
と
が
問
題

に
な
る
が
、
書
面
で

は
な

い
と
い
う
意
味

で
文
書
そ

の
も

の
で
は
な

い
の
で
、
書
面
上
に
お
け

る
と
同

一
の
形
態
で
の
作
成
者

の
署
名
、
押
印
と
い
う

こ
と

は
差
し
当
り
考
え
ら
れ
な
い
と

い

・
て
よ
か
ろ
範

そ

こ
で
・
磁
気

テ
ー
プ

に
対
し
て
謄
本
と
な
る
プ

リ
ン
ト
ア
ウ
ト
さ
れ
た
文
書

に
・

機
種

に
よ

っ
て
性
能

の
異

な
る
点
に
着

目
し
、
使
用
し
た

ハ
ー
ド

ウ

ェ
ア
、
作
成
者
及
び
通
常

の
い
わ
ゆ
る
翻
訳
証
明

の
場
合
に
準

じ

て
会
社

の
担
当
責
任
者
、
弁
護
士
が
連
署
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
、
認
証
な
き
謄
本
の
形
式
的
証
拠
力
を
立
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考

(
14
)

え
る
。

こ
れ
は
、
前
述

の
復
号
文
書
に

つ
い
て
も
同
様
に
扱
う
の
が
妥
当
で
あ
る
。

・

次

に
、
磁
気

テ
ー
プ
本
体
及
び
プ

リ
ン
ト
ア
ウ
ト
す

る
の
に
使

用
し
た
プ

ロ
グ
ラ

ム
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体

の
有
す
る

機
密

性
か
ら
新
た
な
問
題
を
生
じ

る
。

証
拠

と
し

て
提
出
さ
れ
た
資
料

は
、
訴
訟
記

録
と
し
て
編
綴
さ
れ
、
当
事
者
は
そ
れ
ら
に

つ
い
て
閲
覧
し
、
あ
る
い
は
謄
写
を
請
求

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る

(民
訴
法

一
五

一
条
)。

そ

こ
で
、

相
手
方
が
磁
気
テ
ー
プ
及
び
そ

の
出
力

プ

ロ
グ
ラ

ム
に

つ
い
て

謄
写
を
請
求
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ

の
磁
気

テ

ー
プ

に
収
録
さ
れ
て
い
る
当
該
事
案
と
は
関
係
の
な

い
情
報

・
記
録
を
知
り
、
あ

る

い
は
当
該
磁
気

テ
ー
プ

の
出
力

に
係
る
プ

ロ
グ

ラ
ム
ま
で
も
入
手
で
き

る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も

こ
の
磁
気

テ
ー
プ
及
び

プ

ロ
グ
ラ
ム
は
証
拠
を
構
成
し
、
訴
訟
資
料
と
み
る
べ
き
な

の
で
あ
ろ
う
か
。

磁
気
テ
ー
プ

に
収
録
さ
れ
て
い
る
情
報

・
記

録

の
内
容
を
要
証
事
実
と
し
て
証
拠
の
申
出

を
す
る
に
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
磁
気

テ

ー
プ

と
出
力
プ

ロ
グ

ラ
ム
、
プ

リ

ン
ト
ア
ウ

ト
し
た
文
書
及
び
復

号
文
書
を
提
出
す
る
と
こ
ろ
、
こ
の
う
ち
プ
リ

ン
ト
ア
ウ
ト
し
た

文
書

に
よ

っ
て
裁
判
所
は
は
じ
め

て
判
断

の
資

料

の
手
掛
り
と
で
き
る
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
た
め
に
こ
そ
提

出
す
る
の
で
あ
る
。

こ

れ
に
対
し
て

、
磁
気

テ
ー
プ
及
び

出
力
プ

ロ
グ

ラ
ム
は
、
原
本

の
存
在
及
び
成
立

の
真
正
な
る
こ
と
と
原
本
と
謄

本
の
同

一
性
を
証

明

す
る
た
め

に
提
出
す

る
の
で
あ

っ
て
、
直
接
そ
れ
ら
が
訴
訟
資
料
を
構
成
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ

の
み
な
ら
ず
、
か
り
に
右

の
点

の
証

明
に
つ
い
て
相
手
方
が
疑
義

を
い
だ

い
た
と
し
て
も
、
閲
覧

・
謄
写
を
請
求
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
解
決
で
き
る
こ
と
で
は
な
く

、

作
成
者
の
証
人
尋
問
等

に
よ

っ
て
処
理
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
い
ず
れ
に
し
て
も
相
手
方

に
こ
れ
ら
の
資
料
に

つ
・い
て

ー
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(
15
)

閲
覧

・
謄
写
を
認
め
る
根
拠
も
必
要
性
も
認
め
ら
れ
な
い
と
考

え
る
。

証
拠
調

べ
に

つ
い
て
は
、
書
証
に
よ
る
の
が
妥
当
で
あ

る
と
し
て
も
、
証
拠
保
全
手
続

に
つ
い
て
は
あ
ら
た
め
て
検
討
す

る
こ
と
を

要
す

る
。

(
16
)

一
般
に
文
書

の
記
載
内
容
を
証
拠

資
料
と
す
る
証
拠
保
全
は
検
証
で
行
わ
れ

る
こ
と
が
多

い
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
改
ざ

ん
の
お
そ

(
17

)

'

れ
を
保
全
事
由
と
す

る
カ
ル
テ
等

の
証
拠
保
全
手
続
も
ほ
と
ん
ど
検
証
に
よ

っ
て
行
わ
れ

る
と

い
う
。
証
拠
保
全

の
多
く
は
訴

え
提
起

前

に
行
わ
れ
る

の
で
、
当
事
者
間
に
お
け
る
争
点
を
確
定
で
き
な

い
状
況

に
あ
る

こ
と
に
着
目
す
る
と
、
現
在
の
慣
行

と
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
に
特
段

の
異
論

は
な

い
と
と
も
に
、
そ
れ
を
否
定
す

べ
き
事
由
も
見
当
ら
な
い
。
磁
気
テ
ー
プ
に

つ
い
て
も

、
別

に
扱
う
べ
き

理
由
も
な

い
の
で
検
証
を
も

っ
て
す

る
の
が
妥
当
と
考

え
る
。

次

に
、
磁
気
デ

ィ
ス
ク
に

つ
い
て
も
磁
気

テ
ー
プ
に
お
け
る

の
と
同

一
に
考
え
て
よ
い
か
と
い
う

こ
と
が
問
題
に
な
る
。
磁
気
デ

ィ

ス
ク
は
磁
気
テ

ー
プ
と
異
な
り
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
デ

ー
タ
を
直
接
入
力
す

る
こ
と
が
で
き
ず
、

一
度
磁
気
テ

ー
プ
、

フ
ロ
ッ
ピ

ー
デ

ィ
ス

ク
、
汎
用
又
は
専
用
端
末
系
を
経
由
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
点
で
、
磁
気

テ
ー
プ
と
は
入
力
系
が
異
な
る

の
で
、
そ
れ
だ
け

オ
リ
ジ
ナ

ル
デ

ー
タ
か
ら
隔
り
が
あ
る
と
す
る
懸
念
が
予
想
さ
れ
る
が
、
磁
気
テ
ー
プ
も
磁
気
デ

ィ
ス
ク
も
外
側
か
ら

デ
ー
タ
プ

ロ
テ
ク
ト
さ
れ

て
い
る
点
に
お

い
て
は
か
わ
り
が
な
い

の
で
同
様
に
扱

っ
て
よ

い
と
考

え
る
。

も

っ
と
も
、
磁
気
テ
ー
プ

の
証
拠

調
べ
に
お

い
て
テ
ー
プ
自
体
を
提
出
す
べ
し
と
す
る
考
え
方
を
と
る
立
場

に
お

い
て
は

こ
れ
を
そ

の
ま
ま
磁
気
デ

ィ
ス
ク
に
応
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
来

の
磁
気
デ

ィ
ス
ク
は
、

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
本
体

か
ら
と
り
は
ず

す
こ
と
が

で
き
、
そ
れ
だ
け
を
携
帯
し
稼
動
す

る
こ
と
が
可
能

で
あ

っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
今

日
の
磁
気
デ

ィ
ス
ク
は
性
能

の
向
上
に
と
も
な
い
環

境
状

況
の
要
件
が
厳

し
く
な

っ
た
た
め
、

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
本
体
に
固
定

さ
れ
て
い
る
の
が
通
例
に
な

っ
て
、
磁
気
デ

ィ
ス
ク
だ
け
を
と

り
は
ず
し
て
稼
動
す
る
こ
と
は
不
可
能

に
な

っ
て
い
る
の
で
、
磁
気
デ

ィ
ス
ク
そ
れ
自
体
を
証
拠
と
し
て
提
出
す
る

こ
と
は
で
き
な

い

と

い

え
る
。

従

っ
て
、

磁

気

デ

ィ

ス
ク

に

つ
い

て

も
、

そ

れ

か
ら

プ

リ

ン
ト

ア

ウ

ト
さ

れ

た
も

の
と

、
プ

リ

ン
ト

ア

ウ

ト
す

る

の
に
要

し

た
プ

ロ
グ

ラ

ム
も
提

出

す

る

こ

と

を
要

求

す

る

と
と

も

に

、
磁

気

テ

ー
プ

に
お

け

る

と

同
様

に

、
使

用

機

器

を

明

示

し
、

作

成

者

の

署

名

押

印

と

そ

れ

を
証

明

す

る
弁

護

士

の
署

名
押

印

に

よ
る

と

い
う

方

式

を

と

る

べ
き

も

の
と

考

え

る
。

・
他

方

、
・光

デ

ィ

ス
ク
媒

体

に

つ
い

て

は
、

磁

気

記
録

媒

体

と

同

一
に
論

じ

る

こ

と
は

で
き

な

い
。

・
光

デ

ィ

ス

ク
は

、

レ
ー
ザ

ー
光

線

で

デ
ジ

タ

ル
化

し

た
情

報

を
記

録

し

て

お
く

レ

コ
ー
ド

の
よ

う

な
円

盤

型

の
物

体

で
高

い
密

度

の

記

録

が

可
能

で

あ

る
。

と
り

わ

け

、

情

報
を

画

像

情
報

と

し
て

そ

の
ま

ま
入

力

し

、
蓄

積

で

き

る
と

い
う
特

徴

が

あ

る
。

こ
れ

を

使

用

す

る

に
は

、

デ

ィ

ス
プ

レ
イ

に

出
力

す

る

こ
と

も

可
能

で
あ

る

し

、
プ

リ

ン
ト

ア

ウ

ト
す

る

こ
と

も

可
能

で

あ

る
。

情

報

が
画

像

と

し

て

入

力

、
蓄

積

さ

れ

て

い

る

の
で

、
・
プ

リ

ン
ト

ア
ウ

ト

さ

れ
た

も

の
は
乾

式

コ
ピ

ー
で
複

写

し
た

も

の
の
よ

う

に
オ

リ

ジ

ナ

ル
資

料

の

ま

ま

出
力

さ
れ

る
。

ま

た

、
光

デ

ィ

ス

ク
は
磁

気

記

録
媒

体

と

比

較

し

て
記

録

容

量

が
極

め

て
大

き

い
こ
と

に
特

徴

が

あ

る
。

一
般

に

、

磁

気

記
録

媒

体

に
デ

ー
タ

を
蓄

積

す

る

の
は
多

量

の
デ

ー
タ
を

コ
ン
パ

ク

ト
に

収

録

す

る

こ
と

に

一
つ
の
ね

ら

い
が

あ

る
。

そ

の
た

め

に
、

デ

ー
タ

を
あ

ら

か

じ

め
努

め

て
記

号

化

、
符

号

化

す

る

こ
と

に
よ

り

、
圧

縮

し

て

で
き

る

だ
け

多

く

の
デ

ー

タ
を

収
録

、
管

理

す

る

こ
と

を

は

か

る

の
で

あ

る
。

そ

の
観

点

か

ら

す

る
と

、

光

デ

ィ
ス

ク
は
記

憶

容

量

が
大

き

い
こ

と
、

オ

リ

ジ

ナ

ル
資

料

を

画
像

と

し

て

入
力

す

る

こ
と

か
ら

あ

ら

か

じ
め

記

号

化

、
符

号

化

す

る

手

間

が

か
か
ら

な

い
と

い
う

利

点

が
あ

る
。

従

っ
て
、

入

力

に
際

し
て

情

報

を

記

号

、
符

号

等

で
暗

号
化

さ

れ

て

い
な

い
こ

と

か
ら

、

出
力

さ
れ

た

も

の

に

つ
い
て
も

、

磁
気

記

録
媒

体

に
お

け

る

の

と
異

な

り

、

た

だ
ち

に

意

味
内

容

の
理

解

が

可
能

で
あ

る

の
で
報

告

書

の
添

付

は
要

し

な

い
と

い
え

る
。

ま

た
現

在

の
光

デ

ィ
ス

ク
は

い

っ
た

ん
入

力

し

た
デ

ー

タ
を

修

正

・
消

去

、
書

き

込

み

が
で

き

な

い

の
で

磁
気

テ

ー
プ

、

磁
気

デ

ィ

ス
ク
管

畿

し
て
証
拠
力
は
高

い
と
み
る
こ
と
が
で
き

よ
範

も

・
と
も
・
デ

ー
タ
を
記
号

・
符
号
等
に
よ

・
て
・
暗
号
化
す

る
に

つ
い

て
は

、

単

に

デ

ー
タ

の
圧

縮

に

と

ど
ま

ら
な

い
別

の
事

情

も

近
年

生

じ

て
き

て

い
る
。

す

な

わ
ち

、

コ
ン
ピ

ュ
ー

タ

・
セ
キ

ュ
リ

ー

=
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テ
ィ
の
確
保

の
た
め

の
方
策

の

一
つ
と
し
て
デ

ー
タ
を
で
き

る
だ
け
記
号

・
符
号
に
よ
り
暗
号
化
す

べ
し
と
す
る
要
請
を
生
じ

て
き
て

い
る
。
と
り
わ
け
、
光
デ

ィ
ス
ク
に
お
い
て
は
、
デ

ー
タ
を
画
像
と
し
て
入
力
す
る
の
で
、
暗
号
化
す

る
手
数
が
は
ぶ
け
る
反

面
、
出

力
し
た
と
き
に
、
原
デ

ー
タ
が
そ

の
ま
ま

の
形

で
可
視
的
状
態

に
お
か
れ
る
の
で
、
そ
の
点
で
は
、
デ
ー
タ
が
そ
の
ま
ま
他
人
の
目
に

ふ
れ
て
し
ま
う
危
険
が
高
く
な
る
。
従

っ
て

、
光
デ

ィ
ス
ク
を
用
い
て
も
、
デ

ー
タ
を
記
号

.
符

号
に
よ

っ
て
暗

号
化
し
た
も
の
を
画

像
と
し
て
入
力
し
た
と
き
に
は
、
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
さ
れ
た
デ
ー
タ
だ
け
で
は
可
視
的
状
態
に
あ

る
と
は
い
え
て
も
内
容
を
了
知
す

る

こ
と

が
で
き
な
い
の
で
、
入
力
す
る
前
の
段
階

の
デ

ー
タ
に

つ
い
て
の
復
号
文
書

を
あ
わ

せ
て
提

出
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

こ
の
よ
う

に
、

一
般
的

に
広
く
新
種
証
拠

と
い

っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ

の
属
性
が
異
な
り
、
ま
た
そ

の
性
能
が
向
上
す

る
と
き
に
、
証

拠

と
い
う
側
面
か
ら
み
る
と
新
た
な
対
応
を
要
す
る

こ
と
も
生
じ
て
く

る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
新
種
証
拠
に

つ
い
て
、
裁
判
所
側
に
お
け

る
物
的
設
備

の
対
応
が
変
わ

っ
て
く
れ
ば
、
証
拠
調

べ
の
具
体
的
方
法

に
っ
い
て
も
、
新
た
な
対
応
が
可
能

と
な
る
余
地
は
残
さ
れ
て

い
る
と
い
え
よ
う
。

㈲

執
行
手
続

に
お
け
る
新
種
証
拠

(
a
)

担
保
権

の
存
在

を
証
す
る
文
書

動
産
売
買
先
取
特
権

に
基
づ
く
物
上
代
位
権

行
使
の
要
件

と
し
て
、

民
事
執

行
法

一
九
三
条

一
項
に
基
づ
き
、
「
担
保
権

の
存
在
を
証
す

る
文
書
」
を
提
出
す

べ
き
と
こ
ろ
、

そ

の

意
味
内
容

に

つ
い
て
は
見
解
が
分

か
れ
て

い
る
。

一
般
に
は
、
債
務
名
義
が
な

い
だ
け

に
、
動
産
売
買
契
約
の
成
立

に
は
、
債
務
者
が

そ

の
作
成
に
関
与
し
た
公
文
書
や
私
文
書

の
契
約
書

で
あ
れ
ば
債
務
者
の
印
鑑
証
明
書

の
添
付
を
要
求
す
る
の
が
実
務
の
傾
向

で
あ

る

(
19
)

(
20
)

と
し
、
こ
こ
に
い
う

「
担
保
権

の
存
在
を
証

す
る
文
書
」
と
は
債
務
名
義
に
準
ず

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
す

る
。

今
日
に
お
け
る
動
産
売
買
取
引
は
、
対
象

と
す

る
物
件
が
極
め
て
多
様

で
あ

っ
て
、
そ

の
形
態

を

一
義
的
に
断
定
す
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
が
、

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ

・
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
を
媒
介
と
す
る
取
引
が
拡
大
す

る
傾
向

に
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
売
買
基
本
契
約
書
は
存

在
す

る
も

の
の
、
そ
の
後

の
個
別
的
取
引

は
契
約
書

を
取
り
交

わ
す

こ
と
な
く
、
テ

レ
ッ
ク
ス
、
テ

レ
フ

ァ
ッ
ク

ス
等
に
よ

っ
て
い
る

(
21
)

よ
う
で
あ
る
。

現
在

の
判
例
の
大
勢
は

こ
う
し
た
背
景

に
か
か
わ
り
な
・＼

前
述
の
よ
う
に

「
担
保
権

の
存
在
を
証
す
る
文
書
」
に

つ
い
て
債
務
名

(22
)

義

に
準
ず
る
も
の
を
必
要
と
す
る
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
点
に

つ
い
て
、
近
時
、
必
ず
し
も
債
務
名
義

に
準
ず

る
も

の
で
あ
る

こ
と
を
必
要
と
せ
ず

、
売
買
契
約
に
係
わ

る
各
種
文
書

を
総
合
し
て
売
買
契
約
が
成
立
し
た
こ
と
を
証
明
す
れ
ば
足
り
る
と
す

る
有
力

(23
)

な
見
解
が
あ
る
。

一
般
に
動
産
売
買
取
引
は
継
続
的
取
引
契

約
で
あ
る
こ
と
が
多

い
と
と
も

に
、
先
に
述
べ
た
よ
う

に
取
引
形
態
が
多
様
で
あ

り
、
そ

の
取
引
慣
行
に
も
種

々
差
異
が
あ
り
、
例
え
ば
消
費

貸
借
契
約
等
と
比
較

し
て
担
保
の
取
得
方
法
も
定
型
的
で
な

い
の
み
な
ら
ず

、
必

ず

し
も
容
易
で
な
い
も

の
も
少
な
く
な
い
。

ま
た
、
継

続
的
商
品
取
引
契
約

の
よ
う
に
基
本
契
約
だ
け
契
約
書
を
も

っ
て
文
書
化

さ
れ

て
い
て
、
個
別
的
取
引

は
文
書
化
さ
れ
ず
、
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
取
引
等
に
よ

っ
て
行
わ
れ
る
も
の
も
あ

る
。
動
産
売
買
先
取
特
権

は
、
こ

う
し
た
取
引

に
お
け
る
債
権

回
収
を
確
保
す
る
た
め

の
制
度
と
し
て
位
置
付
け

る
の
が
妥
当
と
い
う
ぺ
き
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
と
ら

え
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
実
体
法
と
手
続
法

の
交
錯
す
る
問
題
に

つ
い
て
、
バ

ラ

ン
ス
の
と
れ
た
処

理
を
行
う

こ
と
が
可
能
に
な
る
と
い

え
よ
う
。
従

っ
て
、
先

に
述

べ
た
近
時

の
有

力
説
を
支
持
す
る
と
と
も
に
、
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
取
引

に
係
わ
る
磁
気
記
録
媒
体

か
ら
プ

リ

ン
ト
ア
ウ
ト
さ
れ
た
も
の
は
、
当
然

に
民
事
執
行
法

一
九
三
条
に
い
う

「担
保
権

の
存
在
を
証
す

る
文
書
」
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
、

担
保

の
存
在

を
判
断
す
る

一
資
料

と
な
り
う

る
と
考
え
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
動
産
売
買
先
取
特
権
と

い
う
他

の
債
権
と
比
較
し
て
有
利
な
扱
い
を
受
け
る
の
で
あ
る
か
ら
、
民
事
執
行

の

ル
ー

(
24
)

ト
に
の
る
よ
う
な
文
書
を
m川
意
す

ぺ
し
と
す

る
批
判
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
は
動
産
売
買
先
取
特
権

の
被
担
保
債
権

に

つ
い
て

文
書
の
確
実
性
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
性
質

の
も

の
で
は
な
い
。
動
産
売
31
契
約

に
お
い
て
、
そ
の
取
引
形
態
と
の
相
関
関
係

に
お
い
て
、

売

買
代
金
債
権
を

い
か
に
保

護
す

べ
き
か
、
そ
れ

に
は
ど
の
よ
う
な
方
法
が
妥
当
で
あ
り
、
か

つ
期
待
で
き
る
か
と

い
う
視

点
か
ら

、

ー

=
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こ
の
制
度
が
存
在
し
て
い
る
と
み
る
べ
き
も
の
と
考

え
る
。

そ
の
点
で
、
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク
取
引
と
い
う
新
し
い
取
引
形
態

は
、
.既
存
の

動
産
売
買
先
取
特
権
に
む
し
ろ
最

も
適
応
す

る
も

の
と

い
え
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う

か
。

(
b
)

保
全
訴
訟
の
疏
明
方
法

保
全
処
分

の
申
請
に
お

い
て
は
、
債
権
者
は
、
被
保
全
権
利

お
よ
び
保

全
の
必
要

性
を
疏
明
し

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
こ
ろ
(民
訴
法
七
四
〇
条
二
項
)
、
疏
明
は
即
時

に
取
調

べ
ら
れ
る
こ
と

の
で
き

る
証
拠
に
よ

っ
て
な
す

こ
と
を
必

要
と
す

る
こ
と

(民
訴
法
二
六
七
条

一
項
)
か
ら
、
文
書

が
中
心
と
な
り
、
通
常
疏
明
原
本

を
提
出
す
る
と
と
も
に
、
そ

の
写
を
付
属
書
類

と
し
て
申
請
書

に
添
付
す

る
こ
と
と
な
る
。
従

っ
て
、
疏
明
資
料
は
、
文
書
お
よ
び
即
時

に
取
調
べ
る
こ
と

の
で
き
る
検
証
物

に
か
ぎ

ら
れ
て
く
る
。

'

そ

こ
で
、
磁
気
記
録
媒
体
が

こ
こ
に
お
け
る
疏
明
方
法
と
し
て
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
問
題
を
生
じ

る
。
先

に
述
べ
た
よ
う
に
、
磁

気
記
録
媒
体
に
内
包
さ
れ
た
記
録
は

い
か
な
る
種
類

の
磁
気
記
録
媒
体
で
あ

っ
て
も
、
そ
の
ま
ま
で
は
可
視
的
状
態
に
な
い
の
み
な
ら

ず
、
携
帯
で
き

る
磁
気
テ
ー
プ
で
あ

っ
て
も
、
現
状

で
は

こ
れ
を
法
廷
に
お

い
て
た
だ
ち
に
デ

ィ
ス
プ

レ
イ
に
投
影
す

る
こ
と
に
よ

っ

て
判
断
す
る
よ
う
な
物
的
設
備
状
況

に
も
な
い
の
で
、
そ

の
ま
ま
で
は
疏
明
方
法
と
し
て
は
不
適
格

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し

か
し

、
磁
気
テ
ー
プ
は
本
来
そ

の
ま
ま

の
状
態

で
使
用
す

る
こ
と
を
予
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
可
視
的
状
態

に
移
行
す
る

こ
と
に

よ

っ
て
使
用
目
的
を
か
な
え
ら
れ

る
も

の
で
あ

る
か
ら
、

こ
れ
を
プ

リ
ン
ト
ア
ウ
ト
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
可
視
的
状
態

に
移
行
さ
せ
る

こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
、
プ

リ

ン
ト
ア
ウ
ト
さ
れ
た
も

の
は
通
常
記
号

・
符
号
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
を
見

て
も
意
味
内
容

ま
で
理
解
す
る
こ
と
は
と
う
て

い
不
可
能
で
あ
る
の
で
、
た
と
え
プ

リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
疏
明
方
法
と
し
て
は
な

お
不
十
分
で
あ

る
。
従

っ
て
、
プ

リ

ン
ト
ア
ウ
ト
し
た
も

の
に
そ
れ

の
復
号
化
し
た
報
告
書
を
添
付
し
て
は
じ
め
て
疏
明
方
法
と
し
て

の
即
時
性
と
い
う
要
件
を
み
た
す

こ
と
が
で
き
る
と
考

え
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
対
処
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
単
に
可
視
的
状
態

に

お
か
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
実
質
的

に
可
読
的
状
態

に
お
く

こ
と
が
で
き
る

の
で
あ

る
か
ら
、
磁
気
記
録
媒
体
と
い
う

こ
と
だ
け
で
、

直
ち

に
疏
明
方
法
と
し
て
の
適
格
に
な
じ
ま
な

い
と
し
て
排
斥
す
る

こ
と
は
妥
当
で
な
い
。

も

っ
と
も
、
磁
気
記
録
媒
体

に

つ
い
て
は
原
本

の
提
出
が
物
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
か
、
著
し
く
妥
当
性
を
欠
く
も
の
が
あ
る
。
例

え
ば
、
前
者

の
例
と
し
て
は
磁
気

デ

ィ
ス
ク
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
後
者

に
つ
い
て
み
る
と
、
磁
気

テ
ー
プ
は
移
動
性

の
点
で
は
特

に
問
題
と
な
る
点
は
な

い
が
、
そ
こ
に
は
数
多
く

の
情
報

・
記
録
が
収
録
さ
れ
て

い
る
の
で
、
当
該
事
案
と
関
係
の
な

い
も

の
も
少
な

く
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

、
原
本

で
あ
る
と
の
理
由
か
ら
提

出
を
要
求
さ
れ
る
の
は
到
底
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ

る
。

し
か
し
、
そ
も
そ
も

一
般
に
疏

明
方
法

と
し
て
常

に
原
本

の
提
出
を
要
求
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
文
書
の
原
本
の
代
わ
り
に
謄
本
の

提
出
で
問
に
あ
わ
す

こ
と
も
差

し
支

え
な
い
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
磁
気
記
録
媒
体

に
お

い
て
は
、
磁
気
テ
ー
プ
等
の
原
本
に
対
す
る

プ
リ

ン
ト
ア
ウ
ト
さ
れ
た
文
書

に

つ
い
て
、
作
成
者
に
お
い
て
み
ず

か
ら
そ

の
旨

を
記
載
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
弁
護
士
が
連
署
す

る
こ
と
に
よ

っ
て

一
種

の
宣
誓
供
述
書

に
類
す
る
扱

い
が
、
現
行
法

の
下
で
も
疏

明
を
も

っ
て
足
り
る
保
全
訴
訟

の
被
保
全
権
利
に

つ

い
て
極
め
て
実
効
性

の
あ
る
も

の
と
し
て
意
味
を
も

っ
て
く
る

の
で
は
な

い
だ
ろ
う

か
。

(
c
)

帳
簿
の
執
行
官
保
管

の
仮
処
分
執
行

会
計
帳
簿
に
対
す
る
執
行
官
保
管

の
仮
処
分
に
お
い
て
債
務
者
に
そ
の
使
用
を
許

(
25
)

す
場
合

に
い
か
な
る
執
行
方
法
を
採

る
ぺ
き
か
と
い
う

こ
と
は
し
ば
し
ば
問
題

に
な

る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
会
計
帳
簿
が
磁

気
記
録
媒
体
に
よ

っ
て
作
成
さ
れ

て
い
る
場
合

に
お
い
て
は
、
通
常

の
会
計
帳
簿

が
過
去
の
記
録
に

つ
い
て
修
正

・
変
更

を
加
え
れ
ば
、

一
見
し
て
明
白

に
そ

の
跡

が
明
白

に
残

る
の
と
異
な
り

、
過
去

の
記
録
に

つ
い
て
も
結
果
を
変

え
な

い
で
修
正
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ

る
の
み
な
ら
ず

、
そ

の
修
正
を
し

た
こ
と

の
跡

を
も
残
す

こ
と
な
く
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
こ
で
、
現
状
を
変
更
す

る
こ
と
の
な

い

ま
ま
で
、
す
で
に
収
録
さ
れ
て

い
る
部
分

の
内
容

を
保
存
す
る
た
め

に
い
か
な
る
方
法
を
と
る
べ
き
か
と
な
る
と

一
層
難
し
い
問
題
を

含

ん
で

い
る
。

執
行
官
保
管

の
ま
ま
で
単

に
閲
覧

・
謄
写
を
許
す
場
合

に
は
、
端
末
機

の
画
面
上

に
表
示
す
る
か
、
あ
る
い
は
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
す

1
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る

こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
場
合

で
あ

っ
て
も
、
記
録

を
消
去

・
修
正
さ
れ
る
お
そ
れ

が
な
い
と
は
い
え
ず

、
そ

の
点
で
は
会
計
帳
簿

と

し
て
作
成
さ
れ
て

い
る
場
合
と
異
な
り
、
継
続
使

用
を
許
可
す
る
場
合
と
同
様

の
危
険
性
が
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

一
つ
の
方
法

と
し
て
は
、
磁
気
記
録
媒
体

に

つ
い
て
執

行
官
に
お
い
て
複
写
を
採

る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
債
務
者
に
交
付
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

も

っ
と
も
、

こ
の
方
法
も
記
録
が

ぽ
う
大
な
も
の
と
な

る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
そ

の
許
容
範
囲
に

つ
い
て
は
な
お
問
題
が
残
る
と

い

え
る
。

〔
二
〕

証
拠

の
所
在
と
保
存

ω

取
引
行
為

の
当
事
者

ペ
ー
パ
ー

レ
ス
取
引
と
り
わ
け
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
取
引
に
お
い
て
紛
争
を
生
じ
た
時
に
は
、
証
明
活
動

に
お
い
て
難
し
い
問
題
を
生
じ
る
。

わ
が
国
で
は
、
民
事
訴
訟
法
上

い
か
な

る
証
拠
資
料
に

つ
い
て
も
証
拠
能
力

の
制

限
は
な
い
の
で
、
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
取
引

に
係
る
磁

気
記
録
媒

体
の
内
容
も
証
拠
能
力
を
有
す

る
こ
と

に
つ
い
て
は
異
論
は
あ

る
ま

い
。

そ
れ
ら
を
、
証
拠
方
法
と
し
て
ど
の
よ
う
に
位
置

付
け
、
い
か
な
る
方
法
に
よ

っ
て
証
拠
調

べ
を
行
う

べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

〔
二

で
検
討
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、

証
拠

の
所
在
と
保
存
と
い
う
視
点

か
ら
、
証
拠
力
を
中
心
に
証
明
活
動

に
係
わ
る
問
題

に
つ
い
て
、
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
取
引

の
う
ち
か
ら

(
26
)

金
融
取
引

に
お
け
る
電
子
取
引

を
例
に
考
察
す
る
。

従
来

の
金
融
取
引
で
は
、
顧
客

が
銀
行
に
書
類

を
持
参
し
、
銀
行
が
顧
客

に
振
込
金
受
領
書
を
交
付
す
る

の
で
、
銀
行
と
顧
客

の
双

方
に
文
書
と
し
て
記
録
が
残

る
こ
と

に
な
る
。

銀
行
は
営
業
に
関
す
る
重
要
書
類
は

一
〇
年
間
保
管
す
る
こ
と
を
義
務
付

け
ら
れ

(商

法
三
六
条
)
、
顧
客
も
企
業

で
あ
れ
ば
原
則
と
し
て
七
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
さ
れ
て
い
る

(法
人
税
法
施
行
規
則
五
九
条
)
。

し
か
し
、
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
取
引

に
お
い
て
は
、
原

則
と
し
て
銀
行
側

・
顧
客
側

の
双
方

に
文
書

に
よ
る
記
録
は
残
ら
ず
、
銀
行
側
に

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ

・
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
処
理
の
結
果
が
磁
気
テ
ー
プ
と
し
て
残
る
だ
け
で
顧
客
側
に
は
な
に
も
残
ら
な

い
。
こ

の
よ

う

に
、
記
録

が
磁
気
記
録
媒
体

に
よ
り
、
か

つ
取
引

の

一
方

の
当
事
者
側
に
し
か
残
ら
な
い
と
と
も

に
、
磁
気
記
録
媒
体
上

の
記
録
は

改
ざ
ん
さ
れ
て
も
発
見
が
困
難

で
あ

り
、
ま
た

一
定

の
技
術
が
あ
れ
ば
改
ざ
ん
も
容
易
に
可
能
で
あ

る
と
さ
れ
る
。
.ま
た
、
前
述
め
商

法
、
法
人
税
法
施
行
規
則
は
書

面
に
よ
る
取
引
を
前
提
と
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ

っ
て
、
電

子
取
引

の
よ
う
な
形
態
は
考

え
ら
れ

て

い
な
い
の
で
、
磁
気
テ
ー
プ

を
は
じ
め
と
す

る
新
種

の
記
録
媒
体
に
つ
い
て
は
直
接
適
用
す
る
余
地
は
な
い
。
そ

の
他

に
、
金
融
機

関
に
お
け
る
こ
れ
ら

の
保
存
義

務
、
保
存
期
間

に
つ
い
て
定
め
た
法
規
定
も
現
在

の
と
こ
ろ
存
在

し
て
い
な
い
。

そ

こ
で
、
ま
ず
顧
客
側
に
も
記
録

を
残
せ

る
シ
ス
テ

ム
を
構
築
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
銀
行
側

と
顧
客
側
の
双
方
が
記
録
を
保
管
す

る
途
を
確
保
す

る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
顧
客
側

に
記
録
を
保
管
す

る
シ
ス
テ

ム
を
構
築
す
る

こ
と
は
ぼ
う
大
な
費
用
が
が

か

る
ば
か
り
で
な
く
、

シ
ス
テ

ム
の
完

全
な
保
管
と

い
う
点
で
極
め
て
困
難
で
あ

る
。

ま
た
、
銀
行
側
に
は
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
と

い

っ
て
も
、
電
子
取
引

の
結
果

の
記
録
に
す
ぎ
な

い
の
で
、
記
録
の
改
ざ
ん
を
防
止

し
、

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
事
故
を
生
じ
た
と
き

の
責
任

の
所
在
を
明
確
に
す
る
た
め

に
も
、
取
引
過
程

の
記
録
を
残
す
べ
し
と
す
る
主
張
も

予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
、
理
論
的
に
は
取
引
過
程

の
記
録
を
残
す
こ
と
も
で
き
な

い
わ
け
で
は
な

い
が
、
取
引
過
程
の
す

べ
て

の
記
録

を
残
す

こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
か
り
に
そ

の

一
部
を
残
す

に
し
て
も
ど

の
段
階

の
記
録
を
残
す
か
と

い
う

こ
と
は

一
義
的
に
明
確

に

決
め
ら
れ
な
い
と

い
え
よ
う
。

そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
取
引
過
程

の
記
録
を
疑
義

を
生
じ
な
い
程
度
と
は
い
え
残
す
こ
と
は
、
ぼ
う
大
な

量

の
記
録

を
集
積
す
る
結
果
と
な
り
、
そ
も
そ
も
迅
速
か

つ
簡
易
に
多
量

の
記
録
を
伝
え
る
電
子
取
引
の
存
在
理
由
そ

の
も
の
を
否
定

す
る
と
い
う
矛
盾
し
た
状
況
を
生
来
す

る
こ
と

に
も
な
る
。

キ

ャ
プ

テ

ン
端
末
に
よ
る
資
金
移
動
取
引
規
定
試
案
は
、
取
引
内
容

・
残
高

に
相
違
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
顧
客
と
銀
行
側
と

の

間
で
疑
義

が
生
じ
た
と
き
に
は
、

銀
行

の
機

械
記
録

の
内
容
を
も

っ
て
処
理
す
る
と
し
て

い
る

(同
試
案
四
条
二
項
)。

こ
の
規
定

の
趣

旨
を
ど
の
よ
う
に
解
す
べ
き

か
に

つ
い
て
は

二
通
り
に
解
す

る
余
地
が
あ
ろ
う
。

一
つ
は
、

こ
の
規
定
を
銀
行

の
機
械
記
録
以
外

の
証

一
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拠
方
法
は
す
べ
て
排
除
す

る
趣
旨
と
す
る
考

え
方
が
予
想
さ
れ
る
。
そ

の
よ
う

に
解
す
れ
ば
、
証
拠
制
限
契
約
と
し
て

一
種

の
証
拠
契

約
に
あ
た
る
こ
と

に
な
る
。
従
来
、
証
拠
契
約
と
は
、
特
定

の
訴
訟

に
お
け

る
訴
訟
物
た
る
権
利
関
係
を
判
断
す

る
前
提
と
な
る
事
実

関
係
ま
た
は
そ
れ
を
証
明
す

る
た
め

の
証

男

法

に
関
す
る
当
事
者
間

の
合
意

を
い
う
も
の
と
さ
れ
て
い
菊

こ
れ
を
右
の
規
定
に

つ

い
て
み
る
と
、
キ

ャ
プ
テ

ン
取
引
に
お
け
る
取
引
内
容

・
残
高

を
め
ぐ
る
当
事
者
聞

の
訴
訟
に
お
け
る
証
拠
方
法
を
銀
行
の
機
械
記
録

に
限
定
す
る
旨

の
合
意
と
ま
で
は
受
け
取
れ
な

い
と
解
せ
ら

れ
る
の
で
、
証
拠
制
限
契
約

と
し
て
そ
の
適
法
性
を
問
題
に
す

べ
き
も
の

で
は
な

い
と
考

え
る
。
他

の

一
つ
は
、
本
規
定

に
つ
い
て
、
訴
訟
に
お
け
る
証
拠

の
規
制
を
意
図
し
た
も

の
で
は
な
く
、
単

に
顧
客

み

ず

か
ら
が
、
銀
行
が
機
械
記
録
に
基
づ
い
て
預
金
管
理
を
行

2

・
と
を
確
認
し
た
も

の
と

み
る
べ
し
と
す

る
見
解
で
あ
菊

本
条
の
理

解
と
し
て
、
こ
の
見
方
に
は
疑
問
が
あ
る
。
か
り
に
、
右
の
よ
う
な
趣
旨
で
あ
る
な
ら
ば
、

」本
条
項
を

こ
と
さ
ら
設
け
る
必
要
が
認
め

ら
れ
な

い
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。

規
定
四
条

二
項
は
そ
れ
だ
け
を
取
り
上
げ
て
意
味
を
論
じ
る

の
で
は
な
く
、
同
条

一
項
と

の
つ
な
が

り

、
さ
ら
に
は
五
条
の
存
在
を
踏

え
て
考

え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
観

点
か
ら
み
る
と
、
四
条
二
項
は
べ
単
に
銀
行
が
機
械

記
録
に
基
づ

い
て
預
金
管
理
を
行
う
こ
と
を
顧
客
に
お
い
て
確
認
し
た
に
と
ど
ま
る
も

の
で
は
な
く
、
た
と
え
取
引
内
容
に
疑
義
を
生

じ
て
も
、
四
条
二
項
に
よ
り
か
え

っ
て
顧
客
に
通
知
義
務
を
求
め
、
銀
行
が
機
械
記
録
に
よ

っ
て
処
理
す
る
こ
と
に
つ
い
て
顧
客
が
同

意
し
た
旨

の
条
項
と
し
て
機
能
す

る
可
能
性
を
も

つ
規
定
と
考
え
る
。
従

っ
て
、
訴
訟
に
持
ち
込
ま
れ
た
際

に
は
、
証
拠
契
約
で
は
な

い
が
、
実
体
上

の
合
意
と
し
て
顧
客

に
不
利
に
働
く
お
そ
れ
が
強
い
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
、
こ
う

し
た
規
定

を
約
定
の
型
で
設
け
る
こ
と
に

つ
い
て
問
題
が
あ
る
。

一
方
当
事
者
だ
け
が
記
録
を
保
持

し
、
か

つ
相
手
方

の
顧
客
は
そ
の
記
録
を
く

つ
が
え
す
だ
け

の
決
め
手
と
な
る
手
掛
り

の
取
得
を
ほ
と
ん
ど
期
待

で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
取
引
に
関
し
て
疑
義
を
生

じ
た
と
き

に
事
実
上
解
決

の
決
め
手

と
す
る
と

い
う
の
は
契
約
当
事
者
間
の
均
衡
を
著
し
く
欠
く
も

の
で
あ

る
。

電
子
取
引
に
お
い
て
紛
争
を
生
じ

た
際
に
顧

客
が
銀
行
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
す

る
に
は
、
民
法

の

一
般
理
論
に
よ

っ
て
行
う

こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
不
法
行
為

に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
で
は
要
件
事
実

に
つ
い
で
請
求
権
者
側

に
そ

の
証

明
責
任
が
あ
り
、

債
務
不
履
行

に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求

で
は
債
務
者
側

に
お

い
て
善
意

・
無
過
失

に
つ
き
証
明
責
任
を
負
う

こ
と
に
な
る
。

こ
れ
を
電

子
取
引
に

つ
い
て
み
る
と
、
そ

こ
で
発
生
す
る
紛
争
要

因
は
種

々
の
場
合
が
考
え
ら
れ
る
が
、
先
に
述

べ
た
よ
う
に
、
顧
客
側

に
証
拠

と
な
る
べ
き
記
録
が
残
ら
な

い
ば
か
り

で
な
く
、
そ
の
電
子
取
引
過
程
に

つ
い
て
は
知
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
不
法
行

為
に
よ
る
場
合
に
は
証
明
が
極
め
て
困
難
に
な
る
の
で
あ

る
。

こ
の
よ
う

に
み
て
く

る
と
、
電
子
取
引
に
お
け
る
紛
争

の
発
生
に
係
る
問
題

の
処
理
を
証
明
責
任

の

一
般
原
則
に
委

ね
る

こ
と
に
は

具
体
的
妥
当
性

の
あ
る
解
決
を
は
か
る
上
で
強

い
疑
問
が
残
る

こ
と
に
な
る
。
従

っ
て
、
む
し
ろ
、

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ

・
ネ

ッ
ト

ワ
ー
ク

を
構
築
す

る
側
に
新
た
な
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
責
任
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
実
体
法
的

に
処
理
す

る
方
向
に
問
題

の
処
理
の
場
を
設
け
る
の

が
妥
当
で
は
な

い
か
と
考

え
る
。

ω

第
三
者
に
よ
る
記
録

の
保
管

・
認
証

証
拠

の
改
ざ
ん
を
防
止
す

る
と
と
も
に
、
紛
争
を
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
有
効
適
切

に
対
処
す

る
た
め
に
、
取
引
記
録
を
第
三
者

に
保
存
さ
せ
る
と

い
う
途
が
考

え
ら
れ

る
。

一
部
で
は
、
V
A
N
業
者

に
通
信
内
容
を
磁

気
テ

ー
プ

で
保
管
さ
せ
て
お
き
、
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
取
引
に
お
い
て
紛
争
を
生
じ
た
と
き
に
は
、
そ
の
記
録
を
高

い
証
拠
力
の
あ

る
証
拠

資
料
と
し
て
機
能
さ
せ
よ
う
と
い
う
構
想
が
検
討
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
取
引
に
お
け

る
す

ぺ
て

の
過
程

の
記
録
を
保
管
す
る
こ
と
は
、
理
論
的
に
は
可
能
で
あ

っ
て
も

、
ぼ
う
大
な
数
量
に
の
ぼ
る
と
と
も
に
、
ば
く
大
な
費
用

を
要
し
、
物
理
的
に
事
実
上
不
可
能

に
近

い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

の
み
な
ら
ず
、

V
A
N
の
特
質
と
し
て
、

メ
デ

ィ
ア
変
換
、
プ

ロ
ト

コ
ル
変
換

、
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
変
換
等

通
信
処
理
機
能

の

一
貫
と
し
て
各
佳
の
変
換
機
能
を
有
し
、
ま
た
そ

こ
に
特
色
が
あ
る
。
従
来

の

電
話

・
郵
便
等

の
通
信
手
段
は
、
情
報

を
物
理
的
に
発

信
さ
れ
た
ま
ま

の
状
態
で
相
手
方

に
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う

に
比
較

し
て

み
る
と
、
V
A
N
に

つ
い
て
、
物

理
的

に
同

一
の
物
を
通
信
運
搬
す
る
郵
便

に
お
け
る
内
容
証
明
と

の
類
似
性
を
認
め
る
の
は
は

ー

=

O
ー



一

 

な
は
だ
疑
問
で
あ
る

の
み
な
ら
ず
、
国
家
の
機

関
で
も
な
い
V
A
N
業
者
に
登
録
制
と

い
う
規
制
だ
け
で
、

め
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ

る
と
考
え
る
。

そ
う
し
た
公
証
権
限
を
認

(-
)

加
藤
新
太
郎

「新
種
証
拠
と
証
拠
調
べ
の
方
式
」
講
座
民
事
訴
訟
5

(昭
和
五
八
年
)
二
二
二
頁
。

(2
)

竹
下
守
夫

「
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
の
導
入
と
民
事
訴
訟
法
上
の
詰
問
題
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
八
四
号

(昭
和
四
六
年
)
三
一
頁
以
下
、
春
日
偉
知
郎

〔判
例
評
釈
〕
判

例
タ
イ
ム
ズ
三
六
二
号

(昭
和
五
三
年
)

=

六
頁
以
下
。

(3
)

以
下
、
竹
下
、
前
掲
に
よ
る
。

(4
)

加
藤
、
前
掲
二
三
七
頁
。
以
下
同
論
文
に
よ
る
。

(
5
)

住
吉
博

〔判
例
評
釈
〕
判
例
評
論
二
四
三
号

(判
例
時
報
九

一
九
号
)
一
六
二
頁

〔同

『民
事
訴
訟
論
集
』
第

二
巻
二
六
一
貫
目、
本
間
義
信

〔判
例
評
釈
〕
判

例
タ
イ
ム
ズ
三
九
〇
号
二
六
五
頁
。

(6
)

例
え
ば
、
新
堂
幸
司

『民
事
訴
訟
法

〔第
二
版
〕』
(昭
和
五
六
年
)
三
七
六
頁
。

吊

(7
)

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
連
邦
証
拠
規
則
第

一
〇
条
の
一
㈲
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
「田
面
や
記
録
の

『原
本
』
と
は
、
書
面
著
じ
く
は
記
録
そ
れ
薗
体
、
又

は
当
該
書
面
又
は
記
録
を
完
成
し
若
し
く
は
発
付
す
る
者
に
よ
っ
て
原
本
と
同

一
の
効
果
を
意
図
し
て
作
成
さ
れ
た
副
本
を
い
う
。
写
真
の

『原
本
』
は
原
板
及
び

そ
れ
か
ら
プ
リ
ン
ト
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
資
料
が
、

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ー
又
は
そ
れ
と
類
似
の
記
憶
装
置
の
中
に
保
存
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
保
存

資
料
を
目
で
見
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
に
提
出
し
た
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
そ
の
他
の
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ー
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
資
料
も

『原
本
』
で
あ
る
。」
(法
務
大

臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
細

『
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
連
邦
証
拠
規
則
』
(法
務
資
料
四
二
五
号
)
に
よ
る
)。

(
8
)

加
藤
、
前
掲
二
一二
八
頁
。

(9
)

竹
下
、
前
掲
三
二
頁
。

(
10
)

も
っ
と
も
、
原
本
は
存
在
及
び
成
立
の
真
正
に
争
い
の
あ
っ
た
と
き
に
は
じ
め
て
提
出
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

(
11
)

原
田
晃
治

「民
事
訴
訟
に
お
け
る
外
国
語
文
書
の
取
調
べ
」
司
法
研
修
所
論
集
七
三
号

(昭
和
五
九
年
)
四
二
頁
注
(1
)が
、
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ー
用
磁
気
テ
ー

プ
に
つ
い
て
は
、
閲
読
可
能
な
言
語

へ
の
転
化
作
業
の
正
確
性
の
確
保
こ
そ
旗
要
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
私
見
と
同

一
方
向
の
考
え
方
で
あ
ろ
う
か
。
同
判
事
は
磁

気
テ
ー
プ
等
新
種
証
拠
に
つ
い
て
違
証
か
検
証
物

か
の
い
ず
れ
か
の
手
続
に
よ
る
と
い
う
硬
直
化
し
た
考
え
方
を
否
定
し
、
各
証
拠
の
存
在
形
態
と
機
能
を
劃
醜
し

て
、
各
場
面
に
お
い
て
、
最
も
適
当
と
考
え
ら
れ
る
手
続
に
よ
る
べ
し
と
さ
れ
る

(前
掲
論
文
六

一
頁
)。

示
唆
に
富
む
指
摘
で
は
あ
る
が
、
個
別
具
体
的
場
合
に

お
け
る
適
当
な
方
法
の
判
断
基
準
を
ど
こ
に
求
め
る
の
か
と
い
う
問
題
が
残
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
倉
田
卓
次

「書
証
実
務
の
反
省
」
民
事
訴
訟
雑
誌

三
二
号

(昭
和
六
一
年
)
四
一
頁
は
、
磁
気
テ
ー
プ
に
つ
い
て
、

一
義
的
な
文
字

へ
の
転
換
と
い
う
書
証
の
契
機
を
含
む
点
で
、
検
証
物
と
し
て
の
録
音
テ
ー
プ
を

文
字
に
起
し
た
訳
文
の
暫
証
と
し
て
処
理
す
る
の
と
同
様
の
議
論
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
外
国
語

の
訳
文
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
ふ
れ
ら
れ
て

い
な
い
。

(12
)

竹
下
、「前
掲
三
二
頁
。

(13
)

磁
気
デ
ー
プ
に
つ
い
て
も
、
デ
ジ
タ
ル
署
名
の
開
発
が
進
展
し
、
確
立
す
る
な
ら
ば
、
書
面
に
お
け
る
と
同
様
の
認
証
も
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
小
山
謙
二

「認
証
と
デ
ジ
タ
ル
署
名
」
情
報
処
理
二
四
巻
七
号

(昭
和
五
八
年
)
八
五
四
頁
ー
八
六
〇
頁
参
照
。

(14
)

な
お
、
佐
藤
尚

「文
勘
の
写
に
よ
る
書
証
の
巾
出
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
裁
判
所
当
記
官
研
修
所
創
立
三
十
周
年
記
念
論
文
集

(昭
和
五
五
年
)
三
一
四
頁
以
下

参
照
。

(15
)

本
稿
二
四
頁
に
引
用
の
大
阪
高
決
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
た
磁
気
テ
ー
プ
に
っ
き
、
原
告
X
か
ら
そ
の
謄
写
を
請
求
し
た
の
に
対
し
て
、
裁
判
所
は
こ
れ
を
棄
却

し
て
い
る
。
大
阪
高
浪
昭
和
五
四
年
二
月
二
六
日
高
民
集
三
二
巻

一
号
二
四
頁
。

(16
)

司
法
研
修
所
民
事
弁
護
教
官
蚕
纏

『改
訂
民
事
弁
護
に
お
け
る
立
証
活
動
』

(昭
和
五
九
年
)

一
〇
二
頁
、
松
田
克
己

『民
事
訴
訟
に
お
け
る
証
拠
保
全
に
関

す
る
研
究
』
(昭
和
四
六
年
度
裁
判
所
書
記
官
実
務
研
究
報
告
書
九
巻
二
号
)
五
五
頁
。

(
17
)

司
法
研
修
所
民
事
弁
護
教
官
裏
編

・
前
掲

一
〇
二
頁
、
大
竹
た
か
し

「提
訴
前
の
証
拠
保
全
実
施
上
の
諸
問
題
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
六

[
号

(昭
和
五
三
年
)

七
五
頁
。

(
18
)

光
磁
気
デ
ィ
ス
ク
は
、
光
デ
ィ
ス
ク
と
異
な
り
、
修
正

・
消
去

・
書
き
込
み
が
可
能
で
あ
る
か
ら
、
基
本
的
に
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
と
同
様
に
扱
う
べ
き
で
あ
る
。

(
19
)

浦
野
雄
幸

『条
解
民
事
執
行
法
』
(昭
和
六
〇
年
)
八
八
四
頁
。

(
20
)

浦
野
雄
幸
発
言

・東
京
弁
護
士
会
編

『実
務
民
事
執
行
』
(昭
和
六
一
年
)
三
二
七
頁
。

(
21
)

堀
龍
見

・東
京
弁
護
士
会
編
前
掲
二
九

一
頁
。

(
22
)

裁
判
例
の
動
向
と
分
析
に
つ
い
て
は
、
中
野
貞

一
郎

「『担
保
権
の
存
在
を
証
す
る
文
書
』
(民
執

一
九
三
条

一
項
)」
判
例
タ
イ
ム
ズ
五
八
五
号

(昭
和
六
一

年
)
八
頁
以
下
参
照
。

(23
)

中
野
、
前
掲

二
二
頁
。

(
4Z
)

浦
野
発
言

・
前
掲
三
二
八
頁
。

ー

ー
ミ

ー



(25
)

執
行
官
実
務
協
議
会
協
議
結
果

(昭
和
五
八
年
度
)
・執
行
官
雑
誌

一
六
号

(昭
和
六
〇
年
)
七

一
頁
参
照
。

・(
26
)

電
子
取
引
に
つ
い
て
は
各
方
面
で
、
調
査
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。
財
団
法
人
企
業
活
力
研
究
所

『電
子
取
引
ル
ー
ル
の
あ
り
方
に
つ
い
て
』
(昭
和
六
〇
年
)、

財
団
法
人
金
融
情
報

シ
ス
テ
ム
セ
ン
タ
ー
.『欧
米
E
F
T

(電
子
資
金
移
動
)
法
制
調
査
団
報
告
田
』
(昭
和
六
[
年
)。
ま
た
、
学
界
で
は
、
前
田
重
行

「消
費
者

保
護
の
観
点
か
ら
見
た
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ッ
ク

・
バ
ン
キ
ン
グ
に
対
す
る
法
規
整
上
の
問
題
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊

・
高
度
情
報
社
会
の
法
律
問
.題

(昭
和
五
九
年
)
二

三
六
頁
、
岩
原
紳
作

「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
E
F
T
法
の
発
展
」
『八
十
年
八代
商
事
法
の
話
相
』
(鴻
常
夫
先
生
還
暦
記
念
)
(昭
和
六
〇
年
)
二
九
頁
以
下
、
林
泉
平

他

「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「・
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ッ
ク
バ
ン
キ
ン
グ
化
と
資
金
移
動
」
金
融
法
研
究
二
号

(昭
和
六

一
年
)、
後
藤
紀

一
『振
込

・
振
替
の
法
理
と
支
払
取
引
』

(昭
和
六
一
年
)
を
は
じ
め
と
し
て
、
民
法

・
商
法
を
中
心
と
す
る
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。

(27
)

例
え
ば
、
兼
子
一

「訴
訟
に
関
す
る
含
意
に
つ
い
て
」
(昭
和

一
〇
年
)
〔同

『民
事
法
研
究
』
第

一
巻
二
八
二
頁
〕。

(28
)

金
融
法
務
事
情
編
集
部

「
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ッ
グ

・バ
ン
キ
γ
グ
に
関
す
る
法
的

【
考
察
」
金
融
法
務
事
情

}
〇
七
八
号

(昭
和
六
〇
年
)

一
五
頁
。

四

結

語

情
報
化
社
会
を
迎
え
て
、
新
種
証
拠

の
出
現

は
各
方
面
に
相
当

の
と
ま
ど
い
を
生
じ
て
い
る
。
確

か
に
、
わ
が
国

の
現
行
の
法
体
系

は
書
面
を
媒
介
と
す

る
取
引
行
為
を
中
心
に
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い

っ
て
よ
か
ろ
う
。

そ
の
点
か
ら
み
る
と
、

こ
う
し
た
現
象

が

あ
ら
わ
れ
る
の
は
も

っ
と
も
と

い
え
る
。
し
か
し
、
新
種
証
拠

の
出
現
は

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
社
会

に
係
わ
る
磁
気

・
光
記
録
媒
体

が
は
じ

め
て
の
経
験
で
は
な
い
。

こ
れ
ま
で
・に
も
、
録
音
テ
ー
プ
、

マ
イ
ク

ロ
フ
イ
ル
ム
、
複
写
機
等
が
出
現
し
た
際
に
、
そ
れ
ぞ
れ
程
度

の

差

こ
そ
あ
れ
、
対
応
に
苦
慮

し
た
経
験
は
な

い
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
新
し

い
証
拠
方
法
が
世
に
登
場
す

る
た
び

に
、
常
に
そ
の
取
扱

い
が
問
題
と
な

る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が

一
つ
の
方
向
に
定
着
す
る
に
は
ど
う
し

て
も
か
な
り

の
年
月
を
要

す
る
こ

と
に
な
る

の
で
あ

る
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
新
種
証
拠
も
突
然
世
に
登
場
し
て
き
た
の
で
は
な
く
、
社
会

の
発
展
の
中

か
ら
生
み
出
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ

る
。
従

っ
て
、
現
行

の
法
体
系

と
そ
れ
が
ど

の
よ
う
に
対
応
す
る
か
、
ま
た
か
り
に
直
接
に
は
対
応
し
に
く

い
面
が
あ

っ
た
と
し

て
も
、

ど

こ
か
に
共
通
性

・
類
似
性
を
み
と
め
て
在
来

の
も
の
を
類
推
す

る
こ
と
は
で
き
な

い
か
と
い

っ
た
角
度
か
ら
対
応
し
て
い
く

べ
き
も

の
と
考
え
る
。

ま
た
、

ハ
ー
ド
ウ

エ
ア
に

つ
い
て

、
そ
の
発
展

の
速
度
が
極
め
て
急
速
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

こ
う
し
た
新
種
証

拠

に
つ
い
て
新
た
な
立
法
を
し
た
か
ら
と
い

っ
て
す
べ
て
解
決
す
る
も
の
で
は
な
い
の
み
な
ら
ず
、
51

い
時
期

に
そ
う
し
た
新

立
法
自

体
も
遅
れ
た
も

の
と
し
て
対
応
し
き
れ
な
い
状
態

を
生
じ
か
ね
な
い
の
で
あ

る
。

従

っ
て
、
問
題
の
所
在
を
的
確
に
と
ら
え
、
早
期
に

立
法

の
手
当
て
を
必
要

不
可
欠
と
す
る
も
の
と
、
そ
う
で
な
い
も

の
と
の
識
別
を
行
う
こ
と
が
重
要

に
な

っ
て
く
る
と
考
え
る
。

*

本
稿

は
、
第

五
六
回
民
事
訴
訟

法
学
会

大
会
(昭
和
六

一
年
五
月

一
八
日
大
阪
大
学
に
お
い
て
開
催
)
に
お
け

る
報
告
に
加
筆

し
た
も

の
で
あ

る
。
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